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令和元年度 市町村社協活動現況報告書の発行にあたって 

 
 
 令和元年度の市町村社協活動現況報告書がまとまりました。 

今回の現況報告書の特徴をいくつかあげさせていただきます。 
 
社協をとりまく状況変化をふまえ、これまでの構成や設問等にいくつか修正や新たな要素を加えて

おります。 
 社協事業については、これまで全社協が 2003 年度にまとめた「市区町村社協経営指針」を参考

にしつつ、「地域福祉推進部門」「在宅福祉サービスおよびサービス利用支援事業」「法人運営部
門」の３区分に整理し掲載してきたところだが、この数年で新たに創設された生活困窮者自立支
援事業、生活支援体制整備事業等の位置づけをあらためて整理し、「地域福祉推進部門」「福祉サ
ービス利用支援部門」「在宅福祉サービス部門」「法人運営部門」の 4 区分で掲載。 

 働き方改革などの動向を受けて、職員の配置体制のところでは、非正規職員の内訳を「常勤」「非
常勤」だけでなく、さらにそれぞれの「無期転換」職員の内数を把握、掲載。 

 助成事業は財源の記載を追加。 
 権利擁護関係事業については、成年後見制度利用促進基本計画の策定状況や中核機関の整備状

況など含めて把握、掲載。 
 受託事業、指定管理事業については、まとめて一表に整理し掲載。 
 職員の確保が全体的に困難になっている傾向があることから、職員採用、育成等について新たに

項目を設定し、詳細を把握。 
 各社協の個別票については、今回は広報に焦点をあてて取り上げた。社協の独自キャラクターな

ども作成している地域は掲載。 
 

この現況報告書に見るように社協の事業は幅広く、それだけに「社協は何をしているのか」説明しに
くく、住⺠や関係者にとって「わかりにくい」と言われるところです。しかし、たとえば地域福祉推進
部門の項目を見ると、地区社協支援などの小地域活動、居場所づくり、当事者活動など、きめ細かな支
援、関係づくりをおこなっていることが見えてきます。各社協の重点事業や助成事業などにはそれぞ
れの特徴を見ることもできます。 

現況報告書は“数”がメインで、事業の細かい中身までは見えない部分もありますが、「居場所」につ
いては昨年からの一年でなんと 200 か所以上増加しているなど、神奈川の地域福祉の現状を把握する
にあたり、数は数として大事な材料となることもあります。 

この現況報告書を見ていただきながら、神奈川の全体の傾向、各市町村ごとの特徴を読み取る一つ
の道具としてご活用いただけたら幸いです。 

 
 

令和 2 年 3 月 

社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 

地域福祉推進部 地域福祉推進担当 
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第1部　データ篇
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〈R01社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

1）市町村データ_①（人口、世帯数、高齢化率　他）

 定数(A) 現員数(B)
充足率
(B÷A)

1 横須賀市 394,060 人 167,028 世帯 2.36人 31.4% 367 584 人 543 人 93.0%

2 平塚市 257,499 人 111,427 世帯 2.31人 27.1% 229 406 人 382 人 94.1%

3 鎌倉市 172,321 人 74,622 世帯 2.31人 30.7% 182 224 人 214 人 95.5%

4 藤沢市 433,060 人 189,394 世帯 2.29人 24.3% 476 520 人 500 人 96.2%

5 小田原市 190,454 人 81,444 世帯 2.34人 28.7% 251 341 人 316 人 92.7%

6 茅ヶ崎市 241,723 人 102,286 世帯 2.36人 25.9% 136 328 人 307 人 93.6%

7 逗子市 56,950 人 24,587 世帯 2.32人 31.4% 79 80 人 69 人 86.3%

8 三浦市 42,840 人 17,528 世帯 2.44人 38.1% 54 90 人 67 人 74.4%

9 秦野市 164,998 人 71,597 世帯 2.30人 28.8% 240 260 人 250 人 96.2%

10 厚木市 224,655 人 99,669 世帯 2.25人 25.1% 216 303 人 283 人 93.4%

11 大和市 236,078 人 107,200 世帯 2.20人 23.7% 150 277 人 265 人 95.7%

12 伊勢原市 102,248 人 45,310 世帯 2.26人 25.7% 102 143 人 134 人 93.7%

13 海老名市 132,889 人 56,673 世帯 2.34人 24.5% 59 156 人 154 人 98.7%

14 座間市 130,160 人 58,778 世帯 2.21人 24.7% 176 144 人 144 人 100.0%

15 南足柄市 42,005 人 16,542 世帯 2.54人 31.2% 34 61 人 57 人 93.4%

16 綾瀬市 84,411 人 34,779 世帯 2.43人 27.0% 14 129 人 125 人 96.9%

17 愛川町 39,498 人 16,606 世帯 2.38人 29.3% 21 64 人 64 人 100.0%

18 清川村 3,112 人 1,150 世帯 2.71人 33.8% 32 10 人 10 人 100.0%

19 葉山町 31,737 人 12,693 世帯 2.50人 31.8% 28 53 人 49 人 92.5%

20 寒川町 48,273 人 19,630 世帯 2.46人 26.9% 22 73 人 65 人 89.0%

21 大磯町 31,338 人 12,617 世帯 2.48人 32.8% 24 52 人 48 人 92.3%

22 二宮町 27,803 人 11,393 世帯 2.44人 34.0% 20 47 人 45 人 95.7%

23 中井町 9,427 人 3,446 世帯 2.74人 32.8% 27 25 人 25 人 100.0%

24 大井町 17,001 人 6,457 世帯 2.63人 27.7% 19 39 人 39 人 100.0%

25 松田町 10,872 人 4,510 世帯 2.41人 33.2% 26 37 人 32 人 86.5%

26 山北町 9,768 人 3,838 世帯 2.55人 39.5% 54 37 人 37 人 100.0%

27 開成町 17,843 人 6,703 世帯 2.66人 23.7% 14 35 人 32 人 91.4%

28 箱根町 11,191 人 6,122 世帯 1.83人 36.8% 35 44 人 43 人 97.7%

29 真鶴町 6,860 人 3,044 世帯 2.25人 41.8% 9 19 人 14 人 73.7%

30 湯河原町 23,968 人 10,840 世帯 2.21人 40.2% 11 54 人 53 人 98.1%

3,195,042 人 1,377,913 世帯 2.32人 30.4% 3,107 4,635 人 4,366 人 94.2%

高齢化率 自治会数

民生委員児童委員

集　計

1．基礎的事項

№ 地域名 人口 世帯数
平均世帯
構成人数

（平均）（平均）
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〈R01社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

1）市町村データ_②（障害者手帳所持者数、生活保護世帯数　他）

1 横須賀市 13,472 人　 3,298 人　 3,890 人　 4,016 世帯　 13.1‰ 11 21

2 平塚市 8,138 人　 1,980 人　 2,232 人　 2,612 世帯　 13.1‰ 18 22

3 鎌倉市 4,935 人　 1,028 人　 1,397 人　 864 世帯　 0.5‰ 4 13

4 藤沢市 11,032 人　 3,143 人　 3,744 人　 4,113 世帯　 12.5‰ 14 16

5 小田原市 6,418 人　 1,702 人　 1,279 人　 2,427 世帯　 16.0‰ 10 10

6 茅ヶ崎市 5,933 人　 1,498 人　 1,772 人　 1,738 世帯　 9.4‰ 6 12

7 逗子市 1,778 人　 336 人　 470 人　 321 世帯　 7.3‰ 2 3

8 三浦市 1,803 人　 344 人　 342 人　 503 世帯　 14.9‰ 2 3

9 秦野市 4,799 人　 1,361 人　 1,324 人　 1,440 世帯　 10.9‰ 10 17

10 厚木市 6,039 人　 1,850 人　 1,710 人　 2,409 世帯　 14.1‰ 4 13

11 大和市 5,819 人　 1,692 人　 1,835 人　 2,721 世帯　 16.2‰ 8 13

12 伊勢原市 2,815 人　 867 人　 955 人　 882 世帯　 11.5‰ 6 13

13 海老名市 3,354 人　 900 人　 1,158 人　 1,001 世帯　 17.9‰ 2 2

14 座間市 3,677 人　 1,051 人　 1,307 人　 1,776 世帯　 17.8‰ 9 12

15 南足柄市 1,358 人　 324 人　 236 人　 289 世帯　 8.7‰ 1 3

16 綾瀬市 2,484 人　 666 人　 635 人　 708 世帯　 11.0‰ 2 6

17 愛川町 1,315 人　 390 人　 326 人　 410 世帯　 14.4‰ 1 0

18 清川村 98 人　 35 人　 28 人　 26 世帯　 9.6‰ 0 0

19 葉山町 915 人　 159 人　 199 人　 105 世帯　 4.6‰ 0 1

20 寒川町 1,427 人　 404 人　 423 人　 486 世帯　 13.5‰ 3 2

21 大磯町 993 人　 279 人　 242 人　 169 世帯　 6.5‰ 1 1

22 二宮町 927 人　 219 人　 227 人　 225 世帯　 9.8‰ 1 4

23 中井町 325 人　 92 人　 44 人　 35 世帯　 4.1‰ 0 0

24 大井町 464 人　 117 人　 102 人　 125 世帯　 10.1‰ 0 0

25 松田町 434 人　 84 人　 79 人　 116 世帯　 13.3‰ 1 1

26 山北町 439 人　 82 人　 54 人　 51 世帯　 6.0‰ 0 0

27 開成町 479 人　 116 人　 90 人　 87 世帯　 6.6‰ 1 1

28 箱根町 444 人　 109 人　 39 人　 225 世帯　 22.0‰ 0 0

29 真鶴町 348 人　 71 人　 48 人　 97 世帯　 18.2‰ 0 0

30 湯河原町 1,095 人　 183 人　 175 人　 583 世帯　 29.6‰ 1 0

93,557 人　 24,380 人　 26,362 人　 30,560 世帯　 12.4‰ 118 189

生活保護
世帯数

生活保護率

集　計

障害児相談支援
事業所数

特定相談支援
事業所数

№ 地域名
身体障害者

手帳所持者数
知的障害者

手帳所持者数
精神保健福祉
手帳所持者数

（平均）

 3



〈R01社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

2）職員の配置体制 無期転換：無期労働契約転換職員

常勤 無期転換 非常勤 無期転換 常勤 無期転換 非常勤 無期転換

1 横須賀市 1 人　 10 人 10 人 (0 人) 0 人 (0 人) 20 人 0 人 0 人 (0 人) 0 人 (0 人) 0 人 21 人

2 平塚市 1 人　 10 人 4 人 (1 人) 31 人 (0 人) 45 人 9 人 27 人 (7 人) 54 人 (0 人) 90 人 136 人

3 鎌倉市 1 人　 7 人 15 人 (0 人) 1 人 (0 人) 23 人 4 人 5 人 (0 人) 16 人 (0 人) 25 人 49 人

4 藤沢市 1 人　 26 人 13 人 (0 人) 6 人 (0 人) 45 人 10 人 26 人 (3 人) 34 人 (0 人) 70 人 116 人

5 小田原市 1 人　 13 人 6 人 (0 人) 5 人 (0 人) 24 人 1 人 8 人 (0 人) 2 人 (0 人) 11 人 36 人

6 茅ヶ崎市 1 人　 12 人 6 人 (1 人) 0 人 (0 人) 18 人 0 人 2 人 (2 人) 2 人 (0 人) 4 人 23 人

7 逗子市 1 人　 8 人 2 人 (0 人) 10 人 (0 人) 26 人 6 人 7 人 (0 人) 9 人 (0 人) 16 人 43 人

8 三浦市 1 人　 5 人 1 人 (0 人) 1 人 (0 人) 7 人 18 人 13 人 (0 人) 46 人 (0 人) 77 人 85 人

9 秦野市 1 人　 12 人 0 人 (0 人) 12 人 (0 人) 24 人 1 人 0 人 (0 人) 10 人 (0 人) 11 人 36 人

10 厚木市 1 人　 9 人 6 人 (4 人) 5 人 (0 人) 20 人 2 人 0 人 (0 人) 9 人 (6 人) 11 人 32 人

11 大和市 1 人　 9 人 15 人 (0 人) 2 人 (0 人) 26 人 3 人 8 人 (0 人) 0 人 (0 人) 11 人 38 人

12 伊勢原市 1 人　 10 人 6 人 (0 人) 10 人 (0 人) 26 人 2 人 3 人 (0 人) 0 人 (0 人) 5 人 32 人

13 海老名市 1 人　 15 人 8 人 (3 人) 39 人 (0 人) 62 人 0 人 2 人 (0 人) 18 人 (0 人) 20 人 83 人

14 座間市 1 人　 12 人 12 人 (2 人) 11 人 (0 人) 35 人 3 人 9 人 (2 人) 6 人 (0 人) 18 人 54 人

15 南足柄市 1 人　 9 人 4 人 (0 人) 3 人 (0 人) 16 人 1 人 10 人 (0 人) 0 人 (0 人) 11 人 28 人

16 綾瀬市 1 人　 8 人 3 人 (0 人) 8 人 (3 人) 19 人 0 人 6 人 (0 人) 27 人 (13 人) 33 人 53 人

17 愛川町 1 人　 8 人 2 人 (0 人) 18 人 (0 人) 28 人 0 人 5 人 (0 人) 13 人 (0 人) 18 人 47 人

18 清川村 1 人　 3 人 0 人 (0 人) 9 人 (0 人) 12 人 1 人 2 人 (0 人) 10 人 (0 人) 13 人 26 人

19 葉山町 1 人　 11 人 1 人 (0 人) 4 人 (0 人) 16 人 5 人 0 人 (0 人) 1 人 (0 人) 6 人 23 人

20 寒川町 1 人　 6 人 0 人 (0 人) 7 人 (1 人) 13 人 7 人 1 人 (0 人) 1 人 (0 人) 9 人 23 人

21 大磯町 0 人　 2 人 0 人 (0 人) 0 人 (0 人) 2 人 4 人 7 人 (0 人) 2 人 (0 人) 13 人 15 人

22 二宮町 1 人　 8 人 1 人 (1 人) 7 人 (0 人) 16 人 5 人 4 人 (1 人) 35 人 (0 人) 44 人 61 人

23 中井町 1 人　 3 人 0 人 (0 人) 0 人 (0 人) 3 人 0 人 9 人 (0 人) 5 人 (0 人) 14 人 18 人

24 大井町 1 人　 3 人 2 人 (0 人) 1 人 (0 人) 6 人 0 人 3 人 (0 人) 0 人 (0 人) 3 人 10 人

25 松田町 1 人　 4 人 0 人 (0 人) 5 人 (0 人) 9 人 1 人 2 人 (0 人) 1 人 (0 人) 4 人 14 人

26 山北町 1 人　 3 人 0 人 (0 人) 2 人 (0 人) 5 人 3 人 1 人 (0 人) 1 人 (0 人) 5 人 11 人

27 開成町 1 人　 2 人 0 人 (0 人) 1 人 (0 人) 3 人 4 人 0 人 (0 人) 13 人 (4 人) 17 人 21 人

28 箱根町 1 人　 7 人 2 人 (0 人) 1 人 (0 人) 10 人 4 人 3 人 (1 人) 11 人 (0 人) 18 人 29 人

29 真鶴町 1 人　 1 人 0 人 (0 人) 3 人 (0 人) 4 人 6 人 0 人 (0 人) 10 人 (0 人) 16 人 21 人

30 湯河原町 1 人　 4 人 0 人 (0 人) 0 人 (0 人) 4 人 0 人 0 人 (0 人) 0 人 (0 人) 0 人 5 人

29 人　 240 人 119 人 (12 人) 202 人 (4 人) 567 人 100 人 163 人 (16 人) 336 人 (23 人) 593 人 1,189 人集　計

№ 地域名
職員数
合計小計正規

事務
局長
人数

非正規

一般事業職員 経営事業職員

正規
非正規

小計
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〈R01社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

3）職員の資格取得状況_①

1 横須賀市 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 平塚市 6 11 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 4 0 9 25 0 2 12 6 31 0 0 1 0 1 2 13 0

3 鎌倉市 15 6 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

4 藤沢市 11 5 3 2 2 3 9 0 0 0 0 0 1 9 1 5 18 1 1 8 5 16 0 0 0 0 0 0 11 0

5 小田原市 9 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 4 0

6 茅ヶ崎市 12 4 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

7 逗子市 5 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0

8 三浦市 5 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 0 4 15 1 1 7 2 39 0 1 0 0 1 0 2 0

9 秦野市 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0

10 厚木市 8 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

11 大和市 9 4 1 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 4 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0

12 伊勢原市 12 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 海老名市 8 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 1 0

14 座間市 9 6 2 0 1 6 10 0 0 0 0 0 0 5 0 1 4 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0

15 南足柄市 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

16 綾瀬市 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 14 0 0 0 1 31 0 0 0 0 0 0 3 0

17 愛川町 6 3 1 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 清川村 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0

19 葉山町 6 1 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

20 寒川町 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0

21 大磯町 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

22 二宮町 3 5 1 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 4 0

23 中井町 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

24 大井町 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

25 松田町 4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0

26 山北町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

27 開成町 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 1 4 3

28 箱根町 3 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 3 8 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0

29 真鶴町 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 4 0

30 湯河原町 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 76 30 9 21 28 55 0 1 0 0 1 2 96 9 57 188 5 8 50 19 196 0 1 1 0 2 3 116 3集　計
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介
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士
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〈R01社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

3）職員の資格取得状況_②（資格手当の有無、資格取得支援）

1 横須賀市 × × × × × × × × × × × × × × ×

社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・社会福祉主事・介護支援専
門員・手話通訳士・その他会長が認めた資格
（職員の身分を有し、 3年以上を経過した者が上記資格を私費で取得し
た場合、資格内容に応じ奨励金を交付）

2 平塚市 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ×

3 鎌倉市 × × × × × × × × × × × × × × × 社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員（受講料等一部負担）

4 藤沢市 ○ ○ ○ × × × × × × × × × × ○ ×
保健師・看護師・社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・保育士・
介護支援専門員等を基本とし、担当業務等を踏まえて個別に判断する。

5 小田原市 ○ × × × × × × × × × × × × × ×

6 茅ヶ崎市 × × × × × × × × × × × × × × ×

7 逗子市 × × × × × × × × × × × × × × ×

8 三浦市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ×
社会福祉士（養成校受講料等支援）、介護福祉士（実務者研修受講料支
援）、自前の研修センターにて受験対策を実施。

9 秦野市 × × × × × × × × × × × × × × ×

10 厚木市 × × × × × × × × × × × × × × ×
全職員に対し、福祉系の資格（社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援
専門員など）を取得するのに必要な実習は職専免。

11 大和市 × × × × × × × × × × × × × × ×
社会福祉士・介護支援専門員（専任職員に対し、教材費、受講料を全額
負担。）

12 伊勢原市 × × × × × × × × × × × × × × ×

13 海老名市 × × × × × × × × × × × × × × ×
公認会計士・税理士・司法書士・社会福祉士・精神保健福祉士・介護福
祉士・社労士・衛生管理者・危険物取扱者を取得した者に取得経費（上
限２万円）を支給。

14 座間市 ○ × × × ○ × × × × × × × × ○ ×

15 南足柄市 × × × × × × × × × × × × × × ×

16 綾瀬市 ○ ○ × × × × × × × × × × × ○ ×

17 愛川町 × × × × × × × × × × × × × × ×
資格取得に要した受験料、受講料等を上限を定め報奨金として支給す
る。（３福祉士、介護支援専門員、福祉住環境Co、福祉用具専門相談
員、介護職員初任者）

18 清川村 × ○ × × × × × × × × × × × × ×

19 葉山町 × × × × × × × × × × × × × × ×
国家資格および介護支援専門員の合格者に給付金を支給。実習は職免。
取得後の必須研修は全額負担と出張扱い。

20 寒川町 × × × × × × × × × × × × × × × 社会福祉士、介護福祉士（受講料と受験料の一部を助成）

21 大磯町 × × × × × × × × × × × × × × ×

22 二宮町 × × × × × × × × × × × × × × ×

23 中井町 ○ ○ × × ○ × × × × × × × × ○ ×

24 大井町 ○ ○ × × × × × × × × × × × ○ ×
社会福祉士等（受験資格受講料や資格受験料等規定額の範囲内で支給す
る）

25 松田町 × × × × × × × × × × × × × × × 介護支援専門員の資格取得費用の一部助成

26 山北町 × × × × × × × × × × × × × × ×

27 開成町 × ○ × × × × × × × × × × × × ×

28 箱根町 × × × × × × × × × × × × × × ×
社会福祉士・介護福祉士・（主任）介護支援専門員・その他会長が認め
る資格等、について対象経費の１/2を限度に5万円を上限として助成。

29 真鶴町 × ○ × × × × × × × × × × × × ×

30 湯河原町 × × × × × × × × × × × × × × ×

8 9 2 2 4 2 2 0 2 2 1 2 1 7 0 ―集　計
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〈R01社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

4）基本理念・基本目標、本年度の重点事業項目

1 横須賀市

基本理念
「わたしがつくる　みんなでつくる　一人ひとりが〝住みやすい〟ま
ち　横須賀」
基本目標
①人と人とのつながりを大切にしよう
②住民一人ひとりが参加してわがまちの地域福祉を進めよう

１　第5次地域福祉活動計画・市社会福祉協議会行動計画の推進
２　地区社会福祉協議会活動支援
３　地区社会福祉協議会活動拠点活用（地区ボランティアセンター関
係事業）
４　社会福祉推進委員制度
５　日常生活自立支援事業
６　よこすか市民後見人等運営事業

2 平塚市
「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりの推進」を目
標に、「平塚市地域福祉活動計画（第３期）」に沿った事業展開を推
進します。

1.相談支援体制の強化
2.広報活動の充実
3.企業等への貢献活動の参加促進
4.在宅医療・介護連携支援の強化
5.生活介護事業の充実と体制強化

3 鎌倉市
①かまくらささえあい福祉プランの着実な推進
②地域生活支援の充実

①社協の相談窓口機能の向上
②市民や関係団体等の連携・協働による地域福祉の推進
③居場所や活動拠点の確保に向けた取り組み

4 藤沢市

第3次地域福祉活動計画より
・基本理念
「一人ひとりが主役　共に支えあい　安心して暮らせるまち　ふじさ
わ」
・基本目標
①地域の関心をもち、行動できる人材づくり
②お互いが見守り、支えあい、つながる地域づくり
③誰もが安心して暮らせるしくみづくり」

１．地域福祉を支える人材づくり（①ボランティアや地域活動の担い
手の育成　②地域福祉活動団体への助成金制度の充実③専門性の高い
福祉人材の養成）
２．総合的な相談支援体制の構築（①コミュニティソーシャルワー
カーによる相談支援及び地域支援体制の拡大　②地域における総合的
な相談支援ネットワークの構築）
３．生活困窮者等の地域で孤立する方への支援（①生活困窮者等の自
立関係事業の推進　②引きこもり等社会参加支援事業の推進）
４．関係機関や民間企業等との連携（①社会福祉法人による地域の公
益的な取り組みの推進　②地域福祉関係者の協働による支えあいの地
域づくり　③民間機関や民間企業等との連携　④地区社会福祉協議会
等との連携）
５．権利擁護の推進（①成年後見制度の利用促進　②市民後見人活動
の推進）
６．障がい福祉サービス事業・在宅福祉事業等への取り組み（①障が
い者福祉サービス事業の推進　②共生社会に向けた在宅福祉事業の推
進）
７．いきいきシニアセンターの運営

5 小田原市

　「いのちを大切にするケアタウンおだわら」を基本理念として「生
涯を通じいきいきと暮らせるまち」を目指す「第３期地域福祉計画・
地域福祉活動計画」に沿った事業を推進・展開していきます。
　特に、地域福祉推進の核となる地区社会福祉協議会と協働して、地
域安心見守り活動、地区内連携強化のための地域活動参加促進活動の
ほか、サロン活動の拡充、地域福祉コーディネーター会及び生活応援
隊の推進を重点活動として取組みます。
　また、市受託事業「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」
及び「生活支援体制整備事業コーディネーター業務」を一体的に進め
るとともに、さらには地域と社会福祉法人の連携・協働活動を目指し
た具体的な取組みに着手し、地域福祉活動を重層的に展開していくも
のとします。

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑥ボランティア活動の充実強化
⑦介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑧総合相談体制の推進

6 茅ヶ崎市

基本理念：
「私たちは、一人ひとりを尊重し、いきいきと心豊かに暮らせるまち
をつくります」
基本目標：
１．みんなで福祉への理解と関心を広め、やさしさと思いやりあふ
れるまち
２．みんなが地域の中で出会い、交流が広がるまち
３．みんなで新しい力を育て、福祉活動が受け継がれるまち
４．みんなで支え合い、安心して暮らせるまち
５．みんなで互いに力を合わせ制度のはざ間に取り組むまち
（第5次茅ヶ崎市地域福祉活動計画より）

平成30年度は、昨年度の『みんながつながる ちがさきの地域福祉プ
ラン（第5次茅ヶ崎市地域福祉活動計画・第3期茅ヶ崎市地域福祉計
画）』の広報活動に引き続き、次の重点的な取り組みに関連する市社
協事業の推進及び地域福祉活動の支援を茅ヶ崎市及び地区社会福祉
協議会など関係機関・関係団体と連携して重点的に推進していきま
す。
『みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン』の9つの行動目標
（1）福祉の情報を広く発信し合おう
（2）お互いを理解し合い、思いやりの心を広げよう
（3）日ごろからちいきでのつながりを強くしよう
（4）地域のみんなが気軽に集える場を広めよう
（5）できることを活かして福祉活動に参加しよう
（6）福祉活動にかかわる人たちを育てよう
（7）誰もが地域に出やすい環境を作ろう
（8）みんなで困りごとを受け止め、安心につなげよう
（9）制度のはざ間の課題に取り組もう

7 逗子市 誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進する
総合相談支援体制の強化、地域における支え合いの仕組みづくり、福
祉の人材育成活動、法人運営体制の強化

№ 地域名 基本理念・基本目標 本年度の重点事業項目
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〈R01社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

4）基本理念・基本目標、本年度の重点事業項目

№ 地域名 基本理念・基本目標 本年度の重点事業項目

8 三浦市 住民の力と私たちで誰でも暮らしやすい町へ

１、福祉教育と地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みの融合
と充実
２、地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組み
３、人事考課システムの確立と研修制度の充実

9 秦野市

基本目標：ぬくもりのある福祉コミュニティの実現
　①住民一人ひとりの参加による福祉のまちづくり
　②いつまでも暮らし続けられる地域福祉の実現
　③安心と信頼の絆で結ばれた地域社会の構築
　④地域の特性に沿った福祉活動の展開

１　福祉を支える「人づくり」
２　地域福祉を展開するための「場づくり」
３　福祉情報の充実と社協の「見える化」の促進

10 厚木市 見守り、見守られ、支え合う地域づくり
①地域支え合い活動の推進
②権利擁護の推進
③多様なボランティア活動の推進

11 大和市
住民ひとりひとりの参加を基本に
ともに支えあう福祉のまちづくりを

・第６次活動計画の理解促進
・第２層協議体の立上げ支援
・市民後見人の養成
・通所介護事業における生活機能向上訓練の実施

12 伊勢原市

【基本理念】
「共に支え合い、一人ひとりを大切にするまちづくり」
《基本目標》
　１「ふれあい」の場づくり
　２「支え合い」の地域づくり
　３  福祉を支える「人づくり」
　４「安心して暮らせる」まちづくり

(１) 福祉人材の育成
(２) 成年後見・権利擁護推進の利用促進
(３) 支え合い、見守り活動の推進
(４) 組織の基盤強化及び自主財源の確保

13 海老名市 海老名市民みんなの　しあわせのための　つながりづくり

１介護予防
２生活支援体制整備事業
３地区社協支援
４基幹型地域包括支援センター
５障がい者支援
６組織基盤充実

14 座間市
誰もが安心して暮らせる、ともに助け合い支え合うまちづくりを目指
して

（１）地域共生社会に向けた取り組みの深化
（２）総合相談体制の確立及び権利擁護の充実
（３）子ども・子育て環境への支援強化・ネットワーク推進
（４）地域福祉活動の担い手の発掘・育成支援
（５）福祉業務従事者等福祉人材の育成
（６）自主財源確保に向けた取り組みを加速

15 南足柄市 支えあい　ともに生き　元気に暮らせるまち　南足柄

①第5次地域福祉活動計画の策定準備
②生活コーディネーター（第2層）の受託
③南足柄地区生活支援事業に向けた支援
④南足柄さつき会事業の継承に向けての準備
⑤（仮称）権利擁護センター開設を目指した広域連携の推進
⑥新たなハンディキャブ事業と放課後学童クラブ送迎事業等の展開

16 綾瀬市 ともに支えあうまちづくりを
・住民が主体的に活動するための環境整備
・みんなでつくる次代を担う地域福祉活動計画の推進

17 愛川町
本協議会職員行動方針（平成19年3月26日制定）に基づき、誰もが
安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりを推進します。

第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画及びふれあいのまちづくり推
進プラン（第5次社協発展計画）の推進（３年次）

18 清川村

住民主体の理念に基づき、清川村での福祉課題の解決に取り組むとと
もに、柔軟性、即応性、専門性のある社協本来の特性を生かしながら
村行政では取り組みにくい事業を展開し、協働することにより、「誰
もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくり」の構築を図る。

１．住民が集える「場」づくりを支援し、住民相互の支え合いの仕組
みを構築する。
２．小地域での助け合いを基盤としたボランティアの開拓に務める。
３．住民が認知症について正しく理解し、偏見のない地域社会を構築
する。
４．行政や関係諸機関等とのネットワーク作りを強化する。また、各
種事業や住民との関わりを通じて福祉ニーズの把握に務める。
５．講座の開催、広報紙の発行やホームページの更新により福祉制度
等の普及啓発に務めると共に、住民の福祉意識の変革を促す。
６．移送サービス（福祉有償運）を実施することにより、公共交通機
関を利用して外出することが困難な方の移動手段を確保する。
７．村内唯一の介護保険事業者（通所介護事業）であることを認識
し、村ならではの特色を発揮したサービスを提供する。
８．判断能力が不十分な高齢者や障害者が安心して住み慣れた地域で
生活を送ることができるよう、権利擁護事業の一層の充実を図る。

19 葉山町 事業計画書のとおり　　www.hayamashakyo.com 事業計画書のとおり　　www.hayamashakyo.com
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〈R01社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

4）基本理念・基本目標、本年度の重点事業項目

№ 地域名 基本理念・基本目標 本年度の重点事業項目

20 寒川町

【基本理念】
町民すべてが地域のつながりで安心して暮らせる思いやりのある福祉
のまちさむかわ
【基本目標】
①みんなで地域福祉を推進しよう
②みんなで地域福祉活動に参加しよう
③みんなでつながり新しい担い手を育てよう
④みんなで安心・安全に暮らせる町にしよう

１組織の運営、強化
　・危機管理体制の見直し
　・事務処理の効率化、セキュリティー強化
２地域福祉推進事業
　・子どもから大人まで福祉のこころを育む学びの強化
　・自立支援及び権利擁護への取り組み
３地域包括支援センター事業
　・認知症支援への取り組み
　・多問題世帯（複合的な課題を抱える世帯）等の相談支援

21 大磯町
基本理念：ささえあい、心のふれあうまちづくり
基本目標：一歩踏み出そう！かおの見える町づくり

①『地域センターまんてん』の住民主体としたつどいの場としてカ
フェ機能や配食サービスの機能強化を図っていく。
②大磯町社会福祉大会が第30回記念を迎え、地域福祉を今日に至る
まで築きあげてきた方々への尊敬の念を示す場とし、未来に向けた意
思表明の場として開催。

22 二宮町 ささえあい、誰もがいきいきと豊かに暮らせる町をめざして

１．「地域の通いの場」の定着・充実（継続事業）
２．包括的な相談窓口の整備及び多機関の協働による相談支援体制の
構築
３．法人後見制度の調査・検討

23 中井町

（理念）
健康で住み良い福祉の町づくり
（目標）
①自立とたすけあいのまちづくり
②ハンディキャップを持つ人が生き生きと暮らせるまちづくり
③自らの生き方を選べるまちづくり
④虹のかけ橋のあるまちづくり
⑤新しい時代の社協運営体制づくり

①身近な支え合いの仕組みづくり
②介護予防・日常生活支援体制の充実
③総合相談機能と包括的な支援体制

24 大井町
住民の参加と支え合いによる安心して誰もが住みよい福祉のまちづく
り

●住民参加による支えあい活動の推進
●協働による相談・支援のしくみづくり
●「ともに生きる」地域社会づくり

25 松田町 ふれあい・ささえあい・えがおあふれる松田町
生活支援体制整備事業
ボランティアセンタ－事業
日常生活自立支援事業

26 山北町 みんなの手で誰もが安心して暮らせるまちづくり
①地域で自立生活できる支援づくり
②共に支え合う社会づくり
③組織・事務局体制の整備

27 開成町

基本理念
みんなで育もう！　誰もが安心してイキイキと暮らせる福祉のまち
かいせい
基本目標
＊みんなでつながりあい、支えあい、誰もが福祉活動に参加できる地
域社会をめざそう！
＊地域のあらゆる機関・団体と協働して、計画的に福祉ネットワーク
づくりに取り組もう！
＊一人ひとりのニーズをもとに、暮らしに根ざしたサービス・支援体
制を開発・実施、提言しよう！

＊『開成町福祉コミュニティプラン（H28-H32）』の4年次目と
し、これまでの事業成果を継承する
＊住民の福祉ニーズや現場の実態把握を強化し、地域の実情やニーズ
に沿った支援を進める
＊会員をはじめ公私の関係機関・団体等と協議、協働しながら、一人
ひとりを尊重し社会全体で支え合うことの価値を発信する
＊専門性向上に向けた研修など人材育成の充実する

28 箱根町 心豊かで生きがいのある福祉のまちづくり
地域福祉活動計画等の策定・推進
介護予防・日常生活支援総合事業等の推進
総合相談機能の充実

29 真鶴町

基本理念：
地域で支え、地域で支えられる、安心して暮らせる社会づくり
基本目標：
「いつでも　どこでも　相談を」

○「地域福祉計画・地域福祉活動計画」に基づく地域福祉推進の継続
○地域住民の支え合い分かち合う仕組みづくりの構築（生活支援コー
ディネーターの配置による地域サロン開催の支援、生活支援事業「ま
なサポ」のコーディネート、担い手の養成）
○地域サロン事業の充実
（町民の参加しやすい多様なサロンの実施）
○総合相談事業の充実（各関係機関との連携協働、事業の検討）
○介護保険事業の安定供給、内容の充実
（通所介護の規模変更、祝日の実施）
○社会福祉協議会事務局体制（介護事業含む）の整備、充実

30 湯河原町

理念
明るい心豊かな福祉の町を目指して
目標
法人組織運営強化の推進
地域福祉活動の推進
福祉サービス利用の支援

いきいきサロン、ひとりぐらし高齢者昼食会、福祉体験学習、配食
サービス、移送サービス、生活福祉資金貸付事業・日常生活自立支援
事業・総合相談等困窮者支援事業
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28 ― ― 15 28 ― ― 7 ― ―
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―
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× × × 当事者 × × × × × 当事者 × × × 当事者 × ×

家族 家族 × 当事者 × × × 当事者 当事者 当事者 × × × × × ×

× 両者 × 両者 × × × 両者 両者 両者 × × × 当事者 × 両者

× × × 両者 × 両者 当事者 両者 両者 家族 両者 × × 家族 × 当事者

× × × × × × × 両者 両者 両者 × × × × × 両者

× 両者 両者 家族 × × × 家族 家族 家族 家族 × × × × ×

× × × × × × 家族 × × × × × × × × ×

両者 両者 両者 両者 両者 両者 両者 両者 両者 両者 両者 両者 両者 両者 両者 両者

× × × 両者 × × × 両者 家族 家族 家族 × × × × 家族

× 家族 × × × × × 家族 家族 家族 家族 × × × × 両者

× 家族 両者 当事者 × 両者 × 両者 両者 両者 × × × 当事者 × ×

× 家族 × 当事者 × × × 当事者 × × × × × × × 家族

両者 × × 両者 両者 × × 両者 両者 両者 両者 × × × × 両者

家族 家族 家族 × × × × 家族 家族 家族 × × × × × ×

× 両者 × × × × × 当事者 家族 × × × × × × ×

× × × × × × × 両者 両者 × 両者 × × 両者 × ×

家族 × × 当事者 × × × 家族 家族 × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × ×

× 両者 両者 × × × × 当事者 両者 × × × × × × ×

× × 家族 × × × × 当事者 家族 × 家族 × × × × ×

家族 × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × 当事者 両者 × × × × × × ×

× × × 両者 両者 両者 × 当事者 両者 両者 両者 × × × × ×

× × × × × 両者 × 両者 両者 × × × × 当事者 × ×

× × × × × × × 両者 × × × × × × × 両者

× × × × × × × × 両者 × × × × × × ×

× × × 両者 × × × 当事者 両者 × 両者 × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × 当事者 両者 × × × × × × ×

× × × × × × × × 両者 × 両者 × × × × ×

20



〈R01社協活動現況報告書　　２．地域福祉推進部門〉

精神障害者を中心に障害の有無を問

わず誰でも参加できる
両者

被災者支援団体 当事者

障害者スポーツ団体 両者
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○ × × × ×

× × × × ○

○ ○ ○ ○ ○

○ × ○ × ×

○ ○ ○ × ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○

× × ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ × ○

× × × × ○

○ × ○ ○ ○

○ ○ × × ○

× × × × ○

× × ○ ○ ○

× × × × ×

○ ○ ○ × ○

○ ○ ○ ○ ○

○ × × × ×

○ ○ ○ ○ ○ 福祉バスの運行

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ×

× × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

○ ○ ○ ○ ○

× × × × ×
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Co

CSW Co
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横須賀市内における日常生活自立支援事業に関するアンケート調査

―
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３．福祉サービス利用支援部門

1）地域包括支援センター

1 横須賀市 12 0 0 11 0 1 × × ×

2 平塚市 13 0 1 9 2 1 × × ×

3 鎌倉市 10 0 1 6 3 0 × × ○

4 藤沢市 18 0 0 15 3 0 ○（社協以外運営） × ○

5 小田原市 12 0 0 9 0 3 × × ×

6 茅ヶ崎市 12 0 0 7 3 2 ○（社協以外運営） × ×

7 逗子市 3 0 1 0 2 0 ○（社協以外運営） × ×

8 三浦市 2 0 1 1 0 0 × × ×

9 秦野市 7 0 0 3 3 1 × × ○

10 厚木市 10 0 0 8 2 0 × × ○

11 大和市 9 0 1 8 0 0 × × ○

12 伊勢原市 5 0 1 4 0 0 × × ×

13 海老名市 6 0 0 4 2 0 ○（社協運営） × ○

14 座間市 6 0 1 3 2 0 × × ×

15 南足柄市 2 0 1 1 0 0 ○（社協以外運営） × ○

16 綾瀬市 5 1 0 3 1 0 ○（社協以外運営） × ○

17 愛川町 1 0 1 0 0 0 × × ○

18 清川村 1 1 0 0 0 0 × × ○

19 葉山町 2 0 1 1 0 0 × × ○

20 寒川町 1 0 1 0 0 0 × × ×

21 大磯町 1 0 1 0 0 0 × × ○

22 二宮町 1 0 1 0 0 0 × × ○

23 中井町 1 0 1 0 0 0 × × ○

24 大井町 1 1 0 0 0 0 × × ×

25 松田町 1 1 0 0 0 0 ○（社協以外運営） ○（社協以外運営） ○

26 山北町 1 0 1 0 0 0 × × ○

27 開成町 1 0 1 0 0 0 × × ○

28 箱根町 1 0 1 0 0 0 × × ○

29 真鶴町 1 1 0 0 0 0 × × ○

30 湯河原町 1 1 0 0 0 0 × × ○

147 6 17 93 23 8 7 0 20

№ 地域名

集　計

運営法人別　設置数内訳

地域包括支援センター
運営協議会と

社協の関わりの有無市町村
直営

社協運営
（社協を除く）

社会福祉法人
運営

医療系法人
運営

その他
基幹型

センター
機能強化型
センター

設置の有無設
置
総
数
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〈R01社協活動現況報告書　　３．福祉サービス利用支援部門〉

２）日常生活自立支援事業等、権利擁護に関する取り組み_①

1 横須賀市 52 人　 9 (6) 8 (5) 1 (1) 0 (0) ○
H30/6～
H31/2

H31/4～
R6/3 ○

2 平塚市 88 人　 31 (2) 26 (2) 4 (0) 1 (0) ○
H30/4～
H31/3

H31/4～
R6/3 ×

3 鎌倉市 19 人　 3 (0) 2 (0) 1 (0) 0 (0) ×

4 藤沢市 101 人　 16 (4) 8 (3) 5 (1) 3 (0) × ○

5 小田原市 14 人　 5 (3) 4 (3) 1 (0) 0 (0) ×

6 茅ヶ崎市 43 人　 7 (2) 7 (2) 0 (0) 0 (0) ×

7 逗子市 42 人　 7 (5) 4 (2) 3 (3) 0 (0) ×

8 三浦市 24 人　 4 (0) 1 (0) 3 (0) 0 (0) ×

9 秦野市 45 人　 0 (0) ×

10 厚木市 35 人　 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) ×

11 大和市 39 人　 9 (2) 5 (1) 4 (1) 0 (0) ×

12 伊勢原市 38 人　 6 (0) 3 (0) 2 (0) 1 (0) ×

13 海老名市 16 人　 8 (0) 7 (0) 1 (0) 0 (0) ×

14 座間市 38 人　 5 (2) 3 (1) 2 (1) 0 (0) ×

15 南足柄市 55 人　 22 (2) 16 (2) 6 (0) 0 (0) ×

16 綾瀬市 42 人　 15 (2) 11 (1) 3 (1) 1 (0) ×

17 愛川町 8 人　 2 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) ×

18 清川村 3 人　 0 (0) ×

19 葉山町 20 人　 0 (0) ×

20 寒川町 18 人　 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) ×

21 大磯町 9 人　 0 (0) ×

22 二宮町 8 人　 0 (0) ×

23 中井町 2 人　 0 (0) ×

24 大井町 14 人　 0 (0) ×

25 松田町 13 人　 0 (0) ○
H29/4～
H31/3

H31/4～
H36/3 ○

26 山北町 5 人　 0 (0) ×

27 開成町 12 人　 0 (0) ×

28 箱根町 7 人　 0 (0) ×

29 真鶴町 3 人　 0 (0) ×

30 湯河原町 3 人　 0 (0) ×

816 人　 152 (32) 109 (24) 37 (8) 6 (0) 3 ― ― 3

*1：福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス利用者数

市町村成年後見制度利用促進基本計画法人後見の実施状況

後
見
類
型

類型別内訳

新
規

保
佐
類
型

新
規

新
規
開
始
数

補
助
類
型

新
規

策定の
有無

策定期間 計画期間
地域福祉計画等に
含めての策定の

有無

集　計

№ 地域名
日常生活

自立支援事業
利用者数 *1

受
任
中
件
数
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〈R01社協活動現況報告書　　３．福祉サービス利用支援部門〉

２）日常生活自立支援事業等、権利擁護に関する取り組み_② *社協受託状況　○：受託中　□：受託予定あり

1 横須賀市 未設置 □ □ □ □

令和2年4月以降設置予
定。既存の仕組みを生
かして機能分散型の中
核機関を整備。

(養成)市民後見人養成研修
(支援）市民後見人連絡会(年4
回。うち1回は研修)。市民後見
人養成研修の聴講。後見等事務
に関する活動報告書の提出と相
談・指導。法律顧問契約の締
結。

市民後見人の後見等監督人
を法人として受任

2 平塚市 未設置

平塚市成年後見制度利
用促進基本計画におい
て、計画期間内に中核
機関を設置するとされ
ている。

市民後見人養成講座を開講して
いる。平成30年度までに6期開
講。現在、隔年で受講者を募
集。
養成後の講座修了者は、市社協
の法人後見の支援員として活
動。2か月に1回、研修とし
て、後見支援員全大会を開催し
ている。
選任された市民後見人には、研
修講座や「第三者後見人研修交
流会」を開催している。

—

3 鎌倉市 未設置 — —

4 藤沢市
設置済(委

託運営)
〇 〇 〇 〇

成年後見制度の担い手として地
域で支える人材の育成に向けた
市民後見人の養成を行うため第
４期市民後見人養成講座を実
施。県社協主催の基礎講座に、
藤沢市から5名の方が受講し4
名が通過。10月より当協議会
が引継ぎ実践研修・支援員研修
として養成講座を実施。
また、市民後見人候補者バンク
登録者の資質向上を目的とした
フォローアップ研修を6月と9
月に実施。なお、市民後見人に
対する後見事務に関する相談に
は随時対応。

市民後見講座

5 小田原市 未設置 — —

6 茅ヶ崎市 未設置

令和元年度より市主催
成年後見制度利用促進
研究会にて検討開始。
市社協も委託先の候補
にあるが、検討中。利
用促進計画について
は、地域福祉計画・地
域福祉活動計画に掲載
予定。

市民後見人養成事業として、養
成及びフォロー研修、受任調
整、受任後のフォロー

—

7 逗子市 未設置 — —

8 三浦市 未設置 — —

9 秦野市 未設置
成年後見利用支援セン
ターを設置

— —

10 厚木市 未設置 支援員に同行しての実務体験

成年後見相談、高齢者・障
がい者の虐待通報受付、虐
待防止研修会、成年後見活
用講座、終活相談、出張説
明会

11 大和市 未設置
市民後見人養成事業：市の委託
を受け実践研修を行った。

成年後見専門相談の実施

№ 地域名
市民後見人の養成、

支援に関する取り組み

左記(市民後見人関係)
以外の

権利擁護に関する
取り組み

中核機関の整備状況

整備状況に
関する補足事項

地域の
設置状況

社協受託状況*

広報 相談
制度利用

促進
後見人
支援
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〈R01社協活動現況報告書　　３．福祉サービス利用支援部門〉

２）日常生活自立支援事業等、権利擁護に関する取り組み_② *社協受託状況　○：受託中　□：受託予定あり

№ 地域名
市民後見人の養成、

支援に関する取り組み

左記(市民後見人関係)
以外の

権利擁護に関する
取り組み

中核機関の整備状況

整備状況に
関する補足事項

地域の
設置状況

社協受託状況*

広報 相談
制度利用

促進
後見人
支援

12 伊勢原市 未設置

定期面談（受任当初毎月、3か
月以降は3か月ごと）
保険加入、全体研修会（年4
回）、サポート連絡会への参画
等

成年後見・権利擁護一般相
談、専門相談、市民向け講
演会、出前講座、連絡会の
設置、権利擁護協力員登録
制度

13 海老名市 未設置

市民後見人より月１回の活動報
告を受け、支援に必要な助言を
行った。
市民後見人及び候補者に対し、
４回のフォローアップ研修を実
施した。

成年後見に関する市民普及
啓発セミナー等を実施した
（３回）。

14 座間市 未設置 H30年度　1回目の養成講座
市民または専門職向けの講
座を予定

15 南足柄市 未設置 — —

16 綾瀬市 未設置
市民後見人養成講座修了者が市
民後見サポーターとして活動。

—

17 愛川町 未設置 — —

18 清川村 未設置 — —

19 葉山町 未設置 — —

20 寒川町 未設置 — —

21 大磯町 未設置 — —

22 二宮町 未設置 — —

23 中井町 未設置 — —

24 大井町 未設置 — —

25 松田町 未設置 —
法人後見事業設置検討委員
会の開催

26 山北町 未設置 — —

27 開成町 未設置
行政（広域）、社協
（広域）それぞれの立
場で検討中

－ —

28 箱根町 未設置 — —

29 真鶴町 未設置 — —

30 湯河原町 未設置 — —

1 1 1 1 1 — — —集　計
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〈R01社協活動現況報告書　　３．福祉サービス利用支援部門〉

３）生活困窮者自立支援法に係る事業の受託状況

開始時期 事業概要 開始時期 事業概要

1 横須賀市 × ×

2 平塚市 ○ 平成27年4月
相談支援、就労支援、住居確保給付金等に係る
事務、ホームレス巡回相談

×

3 鎌倉市 × ×

4 藤沢市 ○ 平成28年4月
生活困窮者自立支援相談員（バックアップふじ
さわ社協）の設置と、CSWの配置

×

5 小田原市 × ×

6 茅ヶ崎市 × ×

7 逗子市 ○ 平成28年4月 生活相談 ×

8 三浦市 ○ 平成28年4月 自立相談支援 ○ 平成31年4月 相談支援

9 秦野市 ○ 平成27年4月 自立相談支援 ×

10 厚木市 × ×

11 大和市 ○ 平成27年4月 自立相談支援事業 ×

12 伊勢原市 × ×

13 海老名市 × ×

14 座間市 × ×

15 南足柄市 × ×

16 綾瀬市 × ×

17 愛川町 × ×

18 清川村 × ×

19 葉山町 × ×

20 寒川町 × ×

21 大磯町 × ×

22 二宮町 × ×

23 中井町 × ×

24 大井町 × ×

25 松田町 × ×

26 山北町 × ×

27 開成町 × ×

28 箱根町 × ×

29 真鶴町 × ×

30 湯河原町 × ×

6 1 　集　計

必須事業（自立相談支援事業） 任意事業（就労準備支援事業）

受
託

受託の場合
受
託

受託の場合№ 地域名
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〈R01社協活動現況報告書　　３．福祉サービス利用支援部門〉

開始時期 事業概要 開始時期 事業概要

1 横須賀市 × ×

2 平塚市 × ×

3 鎌倉市 × ×

4 藤沢市 × ×

5 小田原市 × ×

6 茅ヶ崎市 × ×

7 逗子市 ○ 平成29年4月 家計相談 ×

8 三浦市 ○ 平成31年4月 相談支援 ×

9 秦野市 × ×

10 厚木市 × ×

11 大和市 × ×

12 伊勢原市 × ×

13 海老名市 × ×

14 座間市 ○ 平成28年10月
他機関と連携し相談者とともに家計の課題を見
直し、自立して家計管理ができるよう支援を行
う。

○ 平成30年10月
市内に居住する生活保護受給世帯及び生活困窮
世帯の小学生、中学生及び高校生を対象に定期
的に学習支援の場・居場所を提供する

15 南足柄市 × ×

16 綾瀬市 × ×

17 愛川町 × ×

18 清川村 × ×

19 葉山町 × ×

20 寒川町 × ×

21 大磯町 × ×

22 二宮町 × ×

23 中井町 × ×

24 大井町 × ×

25 松田町 × ×

26 山北町 × ×

27 開成町 × ×

28 箱根町 × ×

29 真鶴町 × ×

30 湯河原町 × ×

3 — — 1 — —

№ 地域名

集　計

受
託

受託の場合

任意事業（家計相談支援事業） 任意事業（子どもの学習支援事業）

受
託

受託の場合
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〈R01社協活動現況報告書　　３．福祉サービス利用支援部門〉

４）生活福祉資金の貸付中件数 ５）相談事業

1 横須賀市 117 件 48 件 36 件 130 件 2 件 0 件 × ×

2 平塚市 95 件 52 件 24 件 174 件 4 件 0 件 × ○

3 鎌倉市 75 件 10 件 21 件 95 件 5 件 0 件 × ×

4 藤沢市 270 件 55 件 68 件 599 件 11 件 1 件 ○ ○

5 小田原市 119 件 16 件 35 件 128 件 0 件 1 件 ○ ○

6 茅ヶ崎市 81 件 23 件 17 件 142 件 2 件 1 件 × ×

7 逗子市 14 件 14 件 10 件 47 件 2 件 0 件 × ×

8 三浦市 9 件 11 件 1 件 10 件 1 件 0 件 ○ ○

9 秦野市 94 件 31 件 20 件 141 件 2 件 2 件 ○ ×

10 厚木市 98 件 32 件 15 件 95 件 2 件 0 件 ○ ×

11 大和市 154 件 35 件 47 件 183 件 4 件 1 件 × ○

12 伊勢原市 22 件 23 件 14 件 73 件 0 件 0 件 × ○

13 海老名市 20 件 25 件 37 件 139 件 0 件 1 件 ○ ○

14 座間市 18 件 21 件 10 件 112 件 0 件 0 件 × ×

15 南足柄市 14 件 4 件 3 件 17 件 0 件 0 件 × ×

16 綾瀬市 4 件 8 件 7 件 48 件 0 件 0 件 ○ ○

17 愛川町 19 件 3 件 6 件 19 件 0 件 0 件 × ×

18 清川村 0 件 0 件 0 件 5 件 0 件 0 件 ○ ○

19 葉山町 2 件 1 件 1 件 12 件 2 件 0 件 ○ ○

20 寒川町 41 件 6 件 10 件 25 件 0 件 0 件 × ○

21 大磯町 5 件 0 件 4 件 6 件 0 件 1 件 ○ ○

22 二宮町 6 件 2 件 0 件 6 件 0 件 0 件 ○ ×

23 中井町 0 件 5 件 0 件 7 件 0 件 0 件 ○ ×

24 大井町 3 件 3 件 2 件 11 件 0 件 0 件 × ×

25 松田町 13 件 0 件 1 件 7 件 0 件 0 件 ○ ○

26 山北町 2 件 4 件 1 件 4 件 0 件 0 件 ○ ×

27 開成町 5 件 1 件 2 件 6 件 0 件 0 件 ○ ×

28 箱根町 6 件 1 件 3 件 5 件 0 件 1 件 ○ ×

29 真鶴町 3 件 0 件 0 件 7 件 0 件 0 件 ○ ○

30 湯河原町 1 件 11 件 1 件 24 件 1 件 0 件 ○ ×

1,310 件 445 件 396 件 2,277 件 38 件 9 件 18 14

相談機関の
ネットワーク

（会議）

集　計

相談事業の
実施

教育支援
資金

不動産担保型生活資金

一般世帯
向け

要保護世帯
向け

№ 地域名
総合支援

資金

福祉資金

福祉費 緊急小口資金
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〈R01社協活動現況報告書　　4．在宅福祉サービス部門〉

４．在宅福祉サービス部門

1）介護保険関連事業_①（介護給付サービス　等）

1 横須賀市 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

2 平塚市 ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ×

3 鎌倉市 ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

4 藤沢市 ○ × ○ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ×

5 小田原市 ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ×

6 茅ヶ崎市 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

7 逗子市 × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ×

8 三浦市 ○ × × × × × ○ × × × × × × × × ○ × × ○ × ×

9 秦野市 × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

10 厚木市 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

11 大和市 ○ ○ × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × ×

12 伊勢原市 × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

13 海老名市 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

14 座間市 ○ ○ × × ○ × × × × × × × × × × × × × ○ × ×

15 南足柄市 × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ×

16 綾瀬市 ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ×

17 愛川町 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

18 清川村 ○ × × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × ×

19 葉山町 ○ × ○ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ×

20 寒川町 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

21 大磯町 × × ○ × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × ×

22 二宮町 ○ × ○ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ×

23 中井町 ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ×

24 大井町 × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

25 松田町 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ×

26 山北町 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

27 開成町 × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × ×

28 箱根町 ○ × ○ × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × ×

29 真鶴町 ○ × × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × ×

30 湯河原町 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

14 5 13 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18 0 0集　計

№ 地域名
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護
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祉
用
具
貸
与

特
定
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祉
用
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販
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夜
間
対
応
型

訪
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護

認
知
症
対
応
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通
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護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

通
所
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護

通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

短
期
入
所

生
活
介
護

短
期
入
所

療
養
介
護

訪
問
看
護

要
介
護
認
定
調
査

市
町
村
事
務

受
託
法
人
指
定

訪
問
介
護

訪
問
入
浴
介
護

介
護
老
人

保
健
施
設

小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護

認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護

地
域
密
着
型

特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護

居
宅
介
護
支
援

介
護
老
人

福
祉
施
設
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〈R01社協活動現況報告書　　4．在宅福祉サービス部門〉

1）介護保険関連事業_②（予防給付サービス）

1 横須賀市 × × × × × × × × × × × ×

2 平塚市 × × × × × × × × × × × ×

3 鎌倉市 × × × × × × × × × × × ×

4 藤沢市 × × × × × × × × × × × ×

5 小田原市 × × × × × × × × × × × ×

6 茅ヶ崎市 × × × × × × × × × × × ×

7 逗子市 × × × × × × × × × × × ×

8 三浦市 × × × × × × × × × × ○ ×

9 秦野市 × × × × × × × × × × × ×

10 厚木市 × × × × × × × × × × × ×

11 大和市 × × × × × × × × × × × ×

12 伊勢原市 × × × × × × × × × × × ×

13 海老名市 × × × × × × × × × × × ×

14 座間市 × ○ × × × × × × × × × ×

15 南足柄市 × × × × × × × × × × × ×

16 綾瀬市 × × × × × × × × × × × ×

17 愛川町 × × × × × × × × × × × ×

18 清川村 × × × × × × × × × × × ×

19 葉山町 × × × × × × × × × × × ×

20 寒川町 × × × × × × × × × × × ×

21 大磯町 × × × × × × × × × × × ×

22 二宮町 × × × × × × × × × × × ×

23 中井町 × × × × × × × × × × × ×

24 大井町 × × × × × × × × × × × ×

25 松田町 × × × × × × × × × × × ×

26 山北町 × × × × × × × × × × × ×

27 開成町 × × × × × × × × × × × ×

28 箱根町 × × × × × × × × × × × ×

29 真鶴町 × × × × × × × × × × × ×

30 湯河原町 × × × × × × × × × × × ×

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0集　計

介
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所
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防

訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防

訪
問
看
護

№ 地域名
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〈R01社協活動現況報告書　　4．在宅福祉サービス部門〉

1）介護保険関連事業_③（介護予防・日常生活支援総合事業）

1 横須賀市 × × × × × × ×

2 平塚市 × × × × × × ○

3 鎌倉市 ○ × × × × × ×

4 藤沢市 ○ × × × × ○ ○

5 小田原市 ○ ○ × × × ○ 介護に関する入門的研修を実施 ×

6 茅ヶ崎市 × × × × × × ×

7 逗子市 ○ × × × × ○ ○

8 三浦市 × × ○ ○ × ○ ○

9 秦野市 × × × × × × ×

10 厚木市 × × × × × × ×

11 大和市 × × ○ ○ × × ×

12 伊勢原市 ○ × × × × × ×

13 海老名市 ○ × ○ × × × ×

14 座間市 × × × × × × ×

15 南足柄市 ○ ○ × × × ○ ×

16 綾瀬市 ○ ○ × × × ○ 生活援助従事者研修実施予定（R02.02予定） ×

17 愛川町 × × × × × ○ ×

18 清川村 × × ○ × × × ○

19 葉山町 × ○ × × × ○ ○

20 寒川町 × × × × × ○ ×

21 大磯町 ○ × ○ × × ○ ○

22 二宮町 ○ ○ × × × ○ ○

23 中井町 × × × × × ○ ×

24 大井町 × ○ × × × × ×

25 松田町 × × × ○ ○ × ×

26 山北町 × × × × × × ×

27 開成町 × × ○ ○ × × ×

28 箱根町 ○ ○ ○ ○ × ○ ○

29 真鶴町 × × ○ × × × ×

30 湯河原町 × × × × × × ×

11 7 8 5 1 13 — 9集　計

地域名№

そ
の
他
の

生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

介
護
予
防

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

介護予防・生活支援総合事業
に関する補足

介
護
保
険
事
業
者
の

組
織
化

（
連
絡
協
議

会
）
の
有
無

訪問型サービス 通所型サービス

訪
問
介
護

訪
問
型

予
防
サ
ー
ビ
ス

通
所
介
護

通
所
型

予
防
サ
ー
ビ
ス
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〈R01社協活動現況報告書　　４．在宅福祉サービス部門〉

２）介護保険サービス以外の在宅福祉サービス等_①（在宅福祉サービス）

1 横須賀市 × × ○ × ×

2 平塚市 × × × × ×

3 鎌倉市 × × × × ×

4 藤沢市 × ○ × × ×

5 小田原市 ○ 配食型 週7日／日1食
行政委託による市町
村財源

× × × × 車イス貸与

6 茅ヶ崎市 × × ○ ○ × 車椅子の貸与

7 逗子市 × × × × ×

8 三浦市 ○ 配食型 100
市町村補助金及び社
協財源

× × × ×

9 秦野市 × × × × ×
法外の訪問介護サービ
ス

10 厚木市 × × ○ × × 車いす貸出

11 大和市 × × × × ×

12 伊勢原市 × × ○ × ×

法外の訪問介護サービス、
車いす貸出し、紙おむつ支
給サービス、認知症高齢者
等ｻﾎﾟｰﾄﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業

13 海老名市 × × ○ × ×

14 座間市 × × × × ×

15 南足柄市 × × ○ × ×
訪問理美容サービス/福
祉用具貸出サービス

16 綾瀬市 × × ○ × × 車いす貸出事業

17 愛川町 ○ 配食型 週３日　夕食
行政委託による市町
村財源

× ○ × ×
福祉機器貸与事業
理髪サービス事業

18 清川村 ○ 配食型 25
行政委託による市町
村財源

× ○ × ×

19 葉山町 × × ○ × ×

20 寒川町 × × × × ×

21 大磯町 ○ 配食型 1日60食まで 社協財源 × × × ×

22 二宮町 × × × × × 車椅子の貸出

23 中井町 ○ 会食型 月１回・１食 社協財源 × ○ × ×

しらさぎ送迎サービ
ス、理容出張サービ
ス、福祉用具貸与サー
ビス、紙おむつ支給
サービス

24 大井町 ○ 会食型 60 社協財源 × ○ × × 車いす貸出

25 松田町 × × ○ × × 車椅子貸出

26 山北町 ○ 会食型 50食
行政委託による市町
村財源

× ○ × ×

27 開成町 ○ 配食型 5人 社協財源 × ○ × ×

28 箱根町 × × × × × 車いすレンタル事業

29 真鶴町 ○ 配食型 週１日・１食
市町村補助金及び社
協財源

× × × ×

30 湯河原町 ○ 配食・会食 年間7,000食
市町村補助金及び社
協財源

× ○ × ×

11 — — — 1 16 1 0 —

老
人
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー

その他
実施 食事の方法

最大提供
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事業財源

食事サービス

移
送

サ
ー
ビ
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福
祉
機
器

リ
サ
イ
ク
ル

サ
ー
ビ
ス

№ 地域名

寝
具
乾
燥
消
毒

サ
ー
ビ
ス

集　計
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〈R01社協活動現況報告書　　４．在宅福祉サービス部門〉

２）介護保険サービス以外の在宅福祉サービス等_②（高齢福祉関連事業）

1 横須賀市 × × × × ×

2 平塚市 ○ × × × ×

3 鎌倉市 × × × ○ ○

4 藤沢市 × ○ × × ×

5 小田原市 × × × × ×

6 茅ヶ崎市 × × × × ×

7 逗子市 × × × × ○

8 三浦市 × × × × ×

9 秦野市 × × × × ×

10 厚木市 × × × × ×

11 大和市 × × × × ×

12 伊勢原市 × × × × ○

13 海老名市 × × × × ○

14 座間市 × × × × ×

15 南足柄市 × × × × ○

16 綾瀬市 × × × × × 防犯グッズ配布事業

17 愛川町 × × × × ○

18 清川村 × × × × ×

19 葉山町 × × × × ×

20 寒川町 × × × × ×

21 大磯町 ○ × × × ×

22 二宮町 × ○ × × ○

23 中井町 × × × ○ ○

24 大井町 × × ○ × ×

25 松田町 × × ○ × × ミニデイサ－ビス、生活支援サ－ビス

26 山北町 × × × ○ ×

27 開成町 × × ○ × ×

28 箱根町 × × ○ ○ ○

29 真鶴町 × × × × ×

30 湯河原町 × × ○ × × 健康体操、医療情報キット配布

2 2 5 4 9 —集　計

在
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ス
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敬
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金
品
給
付

高
齢
者

悪
質
商
法

防
止
の
活
動

その他№ 地域名

電
話
等
に

よ
る

声
掛
け
活
動
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〈R01社協活動現況報告書　　４．在宅福祉サービス部門〉

３）障害者（児）自立支援給付事業_①（自立支援給付）

1 横須賀市 × × × × × × × × × × × × × × × ×

2 平塚市 ○ ○ × × × × × ○ × × × × × × × ×

3 鎌倉市 ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ×

4 藤沢市 ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × ×

5 小田原市 ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × ×

6 茅ヶ崎市 ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × ×

7 逗子市 ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ×

8 三浦市 × × × × × × × × × × × × ○ × ○ ×

9 秦野市 ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × ×

10 厚木市 ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × ×

11 大和市 × × × × × × × × × × × × × × × ×

12 伊勢原市 ○ × ○ × × × × × × × × × × × × ×

13 海老名市 ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × ×

14 座間市 × × × × × × × × × × × × × × × ×

15 南足柄市 ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × ×

16 綾瀬市 ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × ×

17 愛川町 × × × × × × × × × × × × × × ○ ×

18 清川村 × × × × × × × × × × × × × × × ×

19 葉山町 ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × ×

20 寒川町 × × × × × × × × × × × × × × × ×

21 大磯町 ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ×

22 二宮町 ○ × ○ × × × × × × × × × × × ○ ×

23 中井町 × × × × × × × × × × × × × × × ×

24 大井町 ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ×

25 松田町 × × × × × × × × × × × × × × × ×

26 山北町 × × × × × × × × × × × × × × × ×

27 開成町 × × × × × × × × × × × × × × × ×

28 箱根町 ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × ×

29 真鶴町 × × × × × × × × × × × × × × × ×

30 湯河原町 × × × × × × × × × × × × × × × ×

17 15 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0

№ 地域名

介護給付 訓練等給付
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非
雇
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共
同
生
活
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グ
ル
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プ
ホ
ー
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○：指定事業者 △：基準該当事業者

□：自治体が事業者で社協が受託
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〈R01社協活動現況報告書　　４．在宅福祉サービス部門〉

３）障害者（児）自立支援給付事業_②（活動支援、相談支援　他）

1 横須賀市 × × × × × × × × × × ×

2 平塚市 × × × × × × × × × ○ ×

3 鎌倉市 ○ × × × ○ ○ × ○ × × ×

4 藤沢市 × × × × ○ ○ × × × ○ ×

5 小田原市 × × × × × × × × × × ×

6 茅ヶ崎市 × □ □ × × × × × × ○ ×

7 逗子市 × × × × × × × × ○ ○ ×

8 三浦市 × × × × × × × × × × ×

9 秦野市 × × × × ○ ○ × × × ○ ×

10 厚木市 × × × × × × × × × × ×

11 大和市 × × × × × ○ × × ○ × ×

12 伊勢原市 × × × × × × × × × ○ ×

13 海老名市 × × × × × × × × × × ×

14 座間市 × × × × ○ ○ × × × × ×

15 南足柄市 × × × × × × × × × ○ ×

16 綾瀬市 × × × × ○ ○ × × × ○ ×

17 愛川町 × × × × × × × × × × ×

18 清川村 × × × × × × × × × × ×

19 葉山町 × × × × × × × × × × ×

20 寒川町 × × × × × ○ × × × × ×

21 大磯町 × × × × × × × × × ○ ×

22 二宮町 × × × × × × × × × × ×

23 中井町 × × × × × × × ○ × ○ ×

24 大井町 × × × × × × × × × × ×

25 松田町 × × × × × × × × × × ×

26 山北町 × × × × × × × × × × ×

27 開成町 × × × × × × × × × × ×

28 箱根町 × × × × × × × × × × ○

29 真鶴町 × × × × × × × × × × ×

30 湯河原町 × × × × × × × × × × ×

1 0 0 0 5 7 0 2 2 10 1

日
常
生
活
用
具

給
付
事
業

手
話
奉
仕
員

養
成
研
修
事
業

移
動
支
援
事
業

№

地
域
活
動

支
援
セ
ン
タ
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機
能
強
化
事
業

地域名

理
解
促
進
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修
・

啓
発
事
業

自
発
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活
動
支
援
事
業

成
年
後
見
制
度

利
用
支
援
事
業

住宅入居等
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（居宅サポート事業）
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基幹相談
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集　計
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年
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制
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法
人
後
見

支
援
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意
志
疎
通

支
援
事
業

○：指定事業者 △：基準該当事業者

□：自治体が事業者で社協が受託

55



〈R01社協活動現況報告書　　４．在宅福祉サービス部門〉

３）障害者（児）自立支援給付事業_③（任意事業/日常生活支援）

1 横須賀市 × × × × × × × ×

2 平塚市 × × × ○ × × × ×

3 鎌倉市 × × × × × × × ×

4 藤沢市 × × × × × × × ×

5 小田原市 × × × × × × × ×

6 茅ヶ崎市 × × × × × × × ×

7 逗子市 × × × × × × × ×

8 三浦市 × × × × × × × ×

9 秦野市 × × × × × × × ×

10 厚木市 × × × × × × × ×

11 大和市 × × × × × × × ×

12 伊勢原市 × × × × × × × ×

13 海老名市 × × × × × × × ×

14 座間市 × × × × × × × ×

15 南足柄市 × × × × × × × ×

16 綾瀬市 × × × × × × × ×

17 愛川町 × × × × × × × ×

18 清川村 × × × × × × × ×

19 葉山町 × × × × × × × ×

20 寒川町 × × × × × × × ×

21 大磯町 × × × × × × × ×

22 二宮町 × × × × × × × ×

23 中井町 × × × × × × × ×

24 大井町 × × × × × × × ×

25 松田町 × × × × × × × ×

26 山北町 × × × × × × × ×

27 開成町 × × × × × × × ×

28 箱根町 × × × × × × × ×

29 真鶴町 × × × × × × × ×

30 湯河原町 × × × × × × × ×

0 0 0 1 0 0 0 0

○：指定事業者　△：基準該当事業者
□：自治体が事業者で社協が受託

集　計

№ 地域名 相談支援事業所等
（地域援助事業
者）における
退院支援体制

協議会における
地域資源の開発・
利用促進等の支援

日常生活支援

福祉ホームの
運営

訪問入浴
サービス

生活訓練等 日中一時支援
地域移行の

ための
安全生活支援

巡回支援
専門員整備
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〈R01社協活動現況報告書　　４．在宅福祉サービス部門〉

３）障害者（児）自立支援給付事業_④（任意事業/社会参加支援 他）

1 横須賀市 × × × × × × ×

2 平塚市 × × ○ × × × ×

3 鎌倉市 ○ × × × × × ×

4 藤沢市 × × × × × × ×

5 小田原市 × × × × × × ×

6 茅ヶ崎市 × × × × × × ×

7 逗子市 × × × × × × ×

8 三浦市 × × ○ × × × ×

9 秦野市 × × × × × × ×

10 厚木市 × × × × × × ×

11 大和市 × × × × × × ×

12 伊勢原市 × × ○ × × × ×

13 海老名市 × × × × × × ×

14 座間市 × × × × × × ×

15 南足柄市 × × × × × × ×

16 綾瀬市 × × ○ × × × ×

17 愛川町 × × × × × × ×

18 清川村 × × × × × × ×

19 葉山町 × × × × × × ×

20 寒川町 × × × × × × ×

21 大磯町 × × × × × × ×

22 二宮町 × × × × × × ×

23 中井町 × × ○ × × × ×

24 大井町 × × × × × × ×

25 松田町 ○ ○ ○ × × × ×

26 山北町 × × × × × × ×

27 開成町 × × ○ × × × ×

28 箱根町 ○ ○ × × × × ×

29 真鶴町 × × × × × × ×

30 湯河原町 × × × × × × ×

3 2 7 0 0 0 0

№ 地域名

集　計

社会参加支援 就業・就労支援

芸術文化活動
振興

点字・
声の広報等発行

奉仕員
養成研修

複数市町村による
意志疎通支援の
共同実施促進

盲人ホームの
運営

知的障害者
職親委託

レクリエーション
活動等支援

○：指定事業者 △：基準該当事業者

□：自治体が事業者で社協が受託

57



〈R01社協活動現況報告書　　４．在宅福祉サービス部門〉

４）その他の障害者福祉関係事業

1 横須賀市 × × × × × × ○

2 平塚市 × × × ○ ○ × ×

3 鎌倉市 × × × × ○ × ×

4 藤沢市 × × × × × × ×

5 小田原市 × × × × × × ○

6 茅ヶ崎市 × × × × × ○ ○

7 逗子市 × × × × × × ○

8 三浦市 ○ × ○ × × ○ ×

9 秦野市 × × × × × × ×

10 厚木市 × × × × × × ×

11 大和市 × × × × × × ×

12 伊勢原市 × × × × × × ×

13 海老名市 × × × × × × ×

14 座間市 × × × × × × ×

15 南足柄市 × × × × × × ×

16 綾瀬市 × × × × × × ○

17 愛川町 × × ○ × × × ○

18 清川村 × × × × × × ○

19 葉山町 × × × × × × ×

20 寒川町 × × × × × × ×

21 大磯町 × × × × × × ×

22 二宮町 × × ○ × × × ×

23 中井町 × × × × × × ×

24 大井町 × × × × × × ×

25 松田町 × × × × × × ○

26 山北町 × × × × × × ○

27 開成町 × × × × × × ×

28 箱根町 × × × × × × ○

29 真鶴町 × × × × × × ×

30 湯河原町 × × × × × × ×

1 0 3 1 2 2 10

№ 地域名
就労移行
支援事業

就労継続支援
A型事業

就労継続支援
B型事業

点字図書館の
設置・運営

住宅リフォーム・
住宅相談

（自立支援給付以外）

レクリエーショ
ン・キャンプ・
スポーツ活動

集　計

おもちゃ図書館
の設置・運営
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〈R01社協活動現況報告書　　４．在宅福祉サービス部門〉

５）子ども・子育て家庭を対象とした事業

1 横須賀市 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

2 平塚市 × × × ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○

3 鎌倉市 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

4 藤沢市 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

5 小田原市 ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × ×

6 茅ヶ崎市 × × × × × × × × × × × × × ○ × ○ ×

7 逗子市 × × × × × × × × × × × × × × × × ○

8 三浦市 × × × ○ × × ○ × × × × ○ × × × ○ ×

9 秦野市 × × × ○ × × × × × × × × × × × × ×

10 厚木市 × × × × ○ × × × × × × × × × × × ×

11 大和市 ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○

12 伊勢原市 ○ ○ × ○ × × × × × × × × × × × × ○

13 海老名市 × × × × × × × × × × × × × ○ × ○ ×

14 座間市 × × × × × × × × × × × × ○ × × × ×

15 南足柄市 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

16 綾瀬市 × × × × × × × × × × × × × ○ × ○ ×

17 愛川町 × × × × × × × × × × × × × ○ × ○ ○

18 清川村 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

19 葉山町 ○ × × × × × × × × × × × × × × × ○

20 寒川町 × × × × × × × × × × × × × ○ × ○ ×

21 大磯町 × × × × × ○ × × × × × × ○ × × × ×

22 二宮町 × × × × × × × × × × × × ○ × × × ×

23 中井町 ○ × ○ × × × × × × ○ × × × ○ ○ ○ ○

24 大井町 × × × × × × × × × × × × × × × × ○

25 松田町 × × × × × × × × × × × × × × × × ○

26 山北町 × × ○ × × × × × × × × × × × × × ×

27 開成町 × × × ○ × × × × × × × × × × × × ×

28 箱根町 × × ○ × × × × × × × × × × × × × ×

29 真鶴町 × × × ○ × × × × × × × × × × × × ×

30 湯河原町 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

5 2 3 6 1 1 1 0 0 1 0 1 5 7 2 9 9

市
町
村
児
童
虐
待
防
止

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の

参
画

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

（
個
人
・
団
体
）

児
童
の
犯
罪
被
害
防
止

の
た
め
の
活
動

児
童
文
庫
の
設
置
・

補
助

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

事
業
の
運
営
・
補
助

障
害
児
の

通
学
支
援
事
業

郷
土
・
文
化
伝
承
活
動

工
作
教
室
・
遊
び
の

学
校
な
ど
の
開
催

不
登
校
・
ひ
き
こ
も
り

児
童
対
象
の
活
動

移
動
支
援
事
業

№ 地域名

こ
ど
も
会
・
こ
ど
も

ク
ラ
ブ
の
組
織
化
・

運
営
援
助

母
親
ク
ラ
ブ
組
織
化
・

運
営
援
助

ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進

放
課
後
等
デ
イ
の

運
営
・
補
助

遊
び
場
の
設
置
・
補
助

保
育
所
の
設
置
・
補
助

学
童
保
育
の
運
営
・

補
助

集　計
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〈R01社協活動現況報告書　　５．法人運営部門〉

1）事業所

1 横須賀市 × × ○ × ○ ×

2 平塚市 ○ × × ○ × ×

3 鎌倉市 × × ○ ○ × ×

4 藤沢市 × ○ × × × ×

5 小田原市 × × ○ × × ×

6 茅ヶ崎市 ○ × × × × ×

7 逗子市 ○ × × ○ × ×

8 三浦市 ○ × × × ○ ○

9 秦野市 × × ○ × × ×

10 厚木市 × × ○ × × ×

11 大和市 × × ○ × × ×

12 伊勢原市 × × ○ × × ×

13 海老名市 × ○ ○ ○ × ×

14 座間市 × × ○ ○ × ×

15 南足柄市 × × ○ ○ × ×

16 綾瀬市 × × ○ × × ×

17 愛川町 × × ○ × × ×

18 清川村 × × ○ × × ×

19 葉山町 × × ○ × × ×

20 寒川町 × × ○ ○ × ×

21 大磯町 × × ○ ○ × ×

22 二宮町 × × ○ × × ×

23 中井町 × × ○ × × ×

24 大井町 ○ × × × × ×

25 松田町 × × ○ ○ × ×

26 山北町 ○ × × × × ×

27 開成町 × × ○ ○ × ×

28 箱根町 × × ○ × × ×

29 真鶴町 × × ○ ○ × ×

30 湯河原町 ○ × × × ○ ○

7 2 22 11 3 2集　計

事務所の場所

役所から独立した建
物で、自ら運営管理

する建物内
役所内

それ以外の公・
地方公共団体の
施設（建物）内

指定管理者制度
適用

土地の所有 建物の所有

5．法人運営部門

№ 地域名
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〈R01社協活動現況報告書　　５．法人運営部門〉

２）構成員組織（団体）会員制度

1 横須賀市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

2 平塚市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○

3 鎌倉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○

4 藤沢市 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × ○

5 小田原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ×

6 茅ヶ崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

7 逗子市 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○

8 三浦市 ×

9 秦野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ×

10 厚木市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × × × ○ × ○

11 大和市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 伊勢原市 ×

13 海老名市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ×

14 座間市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 南足柄市 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ × ×

16 綾瀬市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

17 愛川町 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

18 清川村 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○

19 葉山町 ×

20 寒川町 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

21 大磯町 ×

22 二宮町 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

23 中井町 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ×

24 大井町 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ ×

25 松田町 ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○

26 山北町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × ○

27 開成町 ○ × ○ × ○ ○ × × × ○ ○ ○ × × × × × ○

28 箱根町 ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

29 真鶴町 ○ × ○ × × ○ × × × × ○ × × × ○ ○ × ×

30 湯河原町 ×

25 15 24 20 23 25 22 15 23 15 25 19 16 15 10 20 12 18

そ
の
他

民
生
委
員

児
童
委
員

（
協
議
会
）

社
会
福
祉
法
人

町
内
会
・
自
治
会

女
性
団
体
・

青
年
団
体

老
人
ク
ラ
ブ

集　計

№ 地域名

構
成
員
組
織

（
団
体
）

会
員
制
度
の
有
無

地
区
社
協

構成員組織（団体）の内訳

保
健
・

医
療
関
係
団
体

教
育
関
係
団
体

協
同
組
合

（
農
協
・
生
協
・

漁
協
）

経
済
・
労
働
等
関

連
分
野
団
体

（
商

工
会
議
所
・
労
働

組
合
等
）

そ
の
他
、

生
活

関
係
領
域
の

関
係
団
体

社
福
法
人
以
外
で

社
会
福
祉
事
業
を

経
営
す
る
者

社
会
福
祉
施
設
・

団
体

N
P
O
団
体

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

グ
ル
ー
プ

社
会
福
祉
行
政

機
関
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〈R01社協活動現況報告書　　５．法人運営部門〉

３）住民会員制度・賛助会員制度

1 横須賀市 × ○ ○

2 平塚市 ○ 300円 × 地区社協による徴収 ○ ×

3 鎌倉市 × ○ ×

4 藤沢市 × ○ ○

5 小田原市 ○ 400 円 ○ 地区社協が徴収 ○ ×

6 茅ヶ崎市 × ○ ○

7 逗子市 ○ 500 円 ○
自治会町内会協力、民生委員児童委員協力、振込、持
参

○ ○

8 三浦市 ○ 1,000 円 × 自治会ごとに徴収 ○ ○

9 秦野市 ○ 500 円 × 自治会を通じて徴収 ○ ○

10 厚木市 ○ 500 円 × 自治会の協力により戸別徴収 ○ ×

11 大和市 ○ 300 円 × 大和市自治会連絡協議会に取りまとめ依頼 ○ ×

12 伊勢原市 ○ 300 円 × 自治会連合会に依頼 ○ ×

13 海老名市 ○ 200 円 × 自治会に依頼 ○ ×

14 座間市 ○ 300 円 ○ 自治会単位に依頼 ○ ○

15 南足柄市 ○ 600 円 × 自治会を通じてお願いしている ○ ×

16 綾瀬市 ○ 400 円 ○
自治会組織を通して徴収（ただし、自治会加入世帯の
み）

○ ○

17 愛川町 ○
一般会員500円

 賛助会員1,000円
特別会員5,000円

× 自治会に依頼 ○ ×

18 清川村 ○ 500 円 × 自治会を通じての徴収 ○ ×

19 葉山町 ○ 500 円 × 町内会・自治会を通じて依頼 ○ ×

20 寒川町 ○ 500 円 × 自治会で徴収 ○ ×

21 大磯町 ○ 300 円 × 自治会が徴収 ○ ×

22 二宮町 ○ 500 円 × 町内会自治会を通じて依頼 ○ ×

23 中井町 ○ 500 円 × 自治会が徴収 ○ ×

24 大井町 ○ 500 円 ○ 自治会の協力 ○ ○

25 松田町 ○ 500 円 ○ 自治会、民生委員、職員 ○ ○

26 山北町 ○ 1,000円 × 自治会に依頼し組長が徴収 ○ ○

27 開成町 ○ 500 円 ○ 自治会へ依頼 ○ ○

28 箱根町 ○ 300 円 × 自治会を介する徴収 ○ ×

29 真鶴町 ○ 500 円 ×
自治会に依頼して徴収。組外の世帯は任意で社協窓口
にて。

○ ×

30 湯河原町 ○
一般会費500円

賛助会費3,000円
× 各区会毎に徴収・事務局受付 ○ ×

26 — 7 — 30 12集　計

徴収方法 有無
会員特典の

有無

№ 地域名

賛助会員制度

有無 会費額
会員特典の

有無

住民会員制度（全住民を対象）
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〈R01社協活動現況報告書　　５．法人運営部門〉

４）会長・常務理事・事務局長

1 横須賀市 地区社会福祉協議会会長 当該社協 行政OB 行政 正規職員 行政

2 平塚市 学識経験者 学識 学識経験者 学識 非正規・常勤 行政

3 鎌倉市
社会福祉に関する識見を
有する者

その他
社会福祉に関する識見を
有する者

行政 非正規・常勤 行政

4 藤沢市 学識経験者 行政 当該社協 行政 正規職員 当該社協

5 小田原市 学識経験者 学識 行政OB 行政 正規職員 当該社協

6 茅ヶ崎市 学識経験者 学識 行政経験者 行政 非正規・常勤 行政

7 逗子市
前逗子市民生委員児童委
員会長

学識 前逗子市職員 行政 正規職員 当該社協

8 三浦市 学識経験者 議員 社協職員 当該社協 正規職員 民間

9 秦野市 学識経験者 その他 行政ＯＢ 行政 非正規・非常勤 行政

10 厚木市 学識経験者 自治会 学識経験者 行政 非正規・常勤 行政

11 大和市 学識経験者 民生委員児童委員 学識経験者 行政 非正規・非常勤 行政

12 伊勢原市 学識経験者 民生委員児童委員 学識経験者 行政 非正規・常勤 行政

13 海老名市 学識経験者 当該社協 社会福祉協議会 当該社協 派遣・出向 行政

14 座間市 学識経験者 議員 行政OB 行政 非正規・非常勤 行政

15 南足柄市 学識経験者 行政 — 非正規・非常勤 他社協

16 綾瀬市
社会福祉に関心を持つ個
人

行政
社会福祉に関心を持つ個
人

当該社協 非正規・常勤 行政

17 愛川町 学識経験者 学識 — 正規職員 当該社協

18 清川村 学識経験者 議員 — 正規職員 当該社協

19 葉山町 有識者 民生委員児童委員 — 正規職員 当該社協

20 寒川町 学識経験者 民間 学識経験者 行政 正規職員 当該社協

21 大磯町 学識経験者 その他 学識経験者 学識 —

22 二宮町 学識経験者 学識 — 派遣・出向 行政（再任用）

23 中井町 学識経験者 行政 — 非正規・常勤 行政

24 大井町 有識者 民生委員児童委員 — 非正規・非常勤 他社協

25 松田町 学識経験者 議員 — 派遣・出向 行政

26 山北町 学識経験者 民間 — 非正規・非常勤 行政

27 開成町 学識経験者 議員 — 正規職員 当該社協

28 箱根町 学識経験者 民間 学識経験者 行政 非正規・非常勤 行政

29 真鶴町 学識経験者 学識 — 正規職員 当該社協

30 湯河原町 学識 学識 — 正規職員 当該社協

№ 地域名

事務局長

属性
選出母体、
または前職

属性
選出母体、
または前職

属性 前職

会長 常務理事
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〈R01社協活動現況報告書　　５．法人運営部門〉

５）理事の属性別人数_①

1 横須賀市 1 2 2 2 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0

2 平塚市 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0

3 鎌倉市 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 藤沢市 2 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0

5 小田原市 3 2 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

6 茅ヶ崎市 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0

7 逗子市 4 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 三浦市 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0

9 秦野市 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 厚木市 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 大和市 6 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 伊勢原市 4 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 海老名市 2 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

14 座間市 3 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 南足柄市 3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

16 綾瀬市 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 愛川町 3 0 1 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0

18 清川村 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

19 葉山町 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

20 寒川町 3 0 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

21 大磯町 2 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

22 二宮町 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

23 中井町 3 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0

24 大井町 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

25 松田町 2 0 2 3 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0

26 山北町 2 0 2 6 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

27 開成町 2 0 2 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0

28 箱根町 2 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

29 真鶴町 4 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

30 湯河原町 2 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

73 19 37 42 26 17 2 12 31 4 11 6 13 2 7 2 2 0

28 14 30 27 25 16 2 12 26 4 10 6 13 2 7 2 2 0
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〈R01社協活動現況報告書　　５．法人運営部門〉

５）理事の属性別人数_② ６）評議員の属性別人数_①

1 横須賀市 1 0 0 15 2 4 6 3 1 2 0 0 0 6 0

2 平塚市 0 0 0 11 0 4 4 3 0 3 0 1 0 3 0

3 鎌倉市 1 0 0 9 1 3 4 1 0 2 1 0 1 2 0

4 藤沢市 0 0 0 9 0 2 2 0 1 1 0 0 1 3 0

5 小田原市 1 0 0 15 0 24 2 2 2 0 1 0 0 2 1

6 茅ヶ崎市 0 0 1 行政経験者 15 1 6 4 6 2 3 2 0 0 3 0

7 逗子市 1 0 0 11 0 0 2 7 5 2 0 0 1 2 0

8 三浦市 0 0 2 社協職員 9 0 0 0 0 1 2 0 0 0 5 1

9 秦野市 0 0 0 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0

10 厚木市 1 0 0 10 2 4 2 2 2 2 0 0 0 2 0

11 大和市 0 0 0 15 3 8 7 1 0 1 2 1 1 2 1

12 伊勢原市 0 0 0 8 0 0 0 0 1 5 2 1 0 0 1

13 海老名市 1 0 0 10 0 2 2 2 0 5 1 1 1 2 0

14 座間市 0 0 0 9 0 2 3 2 1 1 1 1 0 2 0

15 南足柄市 1 0 0 11 0 3 4 4 1 2 0 0 0 0 0

16 綾瀬市 1 0 4
社会福祉に関心を持つ
個人

10 0 2 0 2 0 1 0 0 1 2 0

17 愛川町 0 0 0 13 0 0 2 17 1 0 0 1 1 1 1

18 清川村 0 0 0 6 0 0 2 4 1 1 1 1 0 0 0

19 葉山町 0 0 1 地域代表者 9 1 0 1 6 0 1 0 0 0 1 0

20 寒川町 0 0 0 11 0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0

21 大磯町 0 1 0 9 0 0 3 4 3 2 0 1 1 2 0

22 二宮町 0 0 0 10 0 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0

23 中井町 0 0 0 12 1 0 2 25 1 0 0 0 1 0 0

24 大井町 1 0 0 11 0 0 3 17 1 1 0 0 0 1 1

25 松田町 0 0 0 15 0 0 4 22 1 2 0 1 1 0 0

26 山北町 0 0 0 15 0 3 7 6 1 1 1 0 1 2 0

27 開成町 0 0 1 会員 12 0 0 1 11 0 2 0 1 0 1 0

28 箱根町 1 1 0 11 0 0 4 2 0 0 1 1 0 2 1

29 真鶴町 0 0 0 10 1 0 4 4 2 2 0 0 0 0 0

30 湯河原町 0 0 0 10 1 0 2 9 1 0 0 0 0 1 0

10 2 9 327 13 72 81 165 32 45 14 13 11 51 7

10 2 5 30 10 16 27 27 22 24 12 14 12 25 8
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〈R01社協活動現況報告書　　５．法人運営部門〉

６）評議員の属性別人数_②

1 横須賀市 1 3 1 1 1 0 3 0 0 1 0 35

2 平塚市 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 ライオンズクラブ 25

3 鎌倉市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 観光協会 18

4 藤沢市 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12

5 小田原市 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 37

6 茅ヶ崎市 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 31

7 逗子市 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 24

8 三浦市 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 15

9 秦野市 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9

10 厚木市 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 国際ソロプチミスト、ロータリークラブ 20

11 大和市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 小売業 30

12 伊勢原市 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 3 地域密着型サービス事業者 18

13 海老名市 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 21

14 座間市 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 19

15 南足柄市 0 1 2 1 1 1 2 0 2 3 0 27

16 綾瀬市 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 13

17 愛川町 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 遺族会 29

18 清川村 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13

19 葉山町 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13

20 寒川町 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 ロータリークラブ、老人保健施設 14

21 大磯町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17

22 二宮町 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 人権擁護委員 14

23 中井町 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 シルバー人材センター・健康普及員 34

24 大井町 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 30

25 松田町 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 36

26 山北町 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 5 34

27 開成町 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
会員、婦人会、人権擁護委員会、シルバー人材セ
ンター、健康普及員等

26

28 箱根町 0 0 1 1 0 0 1 0 2 3 1 人権擁護委員 20

29 真鶴町 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 人権擁護委員、生きがい事業団 18

30 湯河原町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

9 24 20 10 3 9 11 4 22 19 31 666

9 20 18 10 3 7 8 4 15 12 13 30
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〈R01社協活動現況報告書　　５．法人運営部門〉

７）監事の属性

1 横須賀市 2 人 学識経験者 行政の会計部門の管理職経験者・地区社協会長、監事経験者

2 平塚市 2 人 元行政職員、元平塚市社協事務局長
平塚市監査事務局次長、平塚市社協事務局長
（社会福祉事業及び財務管理について識見を有する者として推薦
するものとして選出）

3 鎌倉市 2 人 商店会連合会、税理士 税理士

4 藤沢市 2 人 公認会計士、元市社協常務理事 財務管理及び社会福祉事業経営に識見を有する者

5 小田原市 2 人 学識経験者、元小田原市社協常務理事 税理士

6 茅ヶ崎市 2 人 元地区社協会長、行政OB 地区社協会長経験者、行政経理事務経験者（監査事務局長）

7 逗子市 2 人 前共同募金会逗子市支会会長 税理士1名

8 三浦市 3 人 保護司、金融機関、元行政職員 経理、会計経験者

9 秦野市 2 人 税理士・行政ＯＢ 税理士・前市社協会長

10 厚木市 2 人 学識経験者・福祉団体 税理士

11 大和市 3 人 自治会、民生委員児童委員、行政職員 会計課長

12 伊勢原市 2 人 社会福祉法人緑友会総務局長、元銀行員
社会福祉事業について学識を有する者又は地域の福祉関係者、財
務諸表等を監査し得る者

13 海老名市 2 人 行政職員 会計管理業務

14 座間市 3 人 民生委員児童委員協議会　元行政職員 経理経験者

15 南足柄市 2 人 学識経験者 元社会福祉法人事務長 元民生委員児童委員

16 綾瀬市 2 人 社会福祉施設長、経済・労働等関連分野団体 社会福祉施設長、経済・労働等関連分野団体

17 愛川町 3 人 民生委員、学識経験者（元収入役）、当事者及び家族の団体 町収入役経験者

18 清川村 2 人 現農協支所長、元村議会議員 本会評議員

19 葉山町 3 人 有識者 財務経験者

20 寒川町 2 人 学識経験者、民生委員・児童委員（協議会） 税理士

21 大磯町 2 人 民生委員児童委員、税理士 民生委員、税理士

22 二宮町 2 人 民生委員児童委員協議会、学識経験者 民生委員児童委員、税理士

23 中井町 3 人 自治会連合会/民生委員・児童委員協議会/議会議員 福祉施設・団体・企業等の経理事務経験者

24 大井町 3 人 自治会長　行政職員　有識者 町出納室担当　元銀行員

25 松田町 3 人 自治会、民生委員、町会計管理者 町会計管理者

26 山北町 ３名 学識経験者・民生委員・町会計課長 特になし

27 開成町 3 人 自治会、民生委員児童委員協議会 税理士

28 箱根町 2 人 町内会・自治会　行政職員 社会福祉事業に識見を有する者・財務管理に識見を有する者

29 真鶴町 2 人 学識経験者、経理経験者 社会福祉事業知識経験者、企業等の経理事務経験者

30 湯河原町 2 人 学識経験者 税理士

専門資格・経験№ 地域名 人数 出身母体または前職
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〈R01社協活動現況報告書　　５．法人運営部門〉

８）理事会・監事会・評議員会の運営、職種別の給与表、人事考課制度　他

1 横須賀市 2 回 1 回 2 回 × × ○

2 平塚市 5 回 1 回 3 回 ○ ○ ○

3 鎌倉市 4 回 1 回 3 回 × × ×

4 藤沢市 4 回 1 回 2 回 × ○ ○

5 小田原市 3 回 1 回 2 回 ○ ○ ○

6 茅ヶ崎市 4 回 2 回 2 回 × × ○

7 逗子市 6 回 3 回 3 回 × × ×

8 三浦市 5 回 2 回 4 回 ○ ○ ○

9 秦野市 4 回 2 回 2 回 ○ ○ ×

10 厚木市 4 回 1 回 3 回 ○ ○ ×

11 大和市 4 回 1 回 3 回 ○ × ×

12 伊勢原市 3 回 1 回 3 回 ○ × ×

13 海老名市 3 回 1 回 3 回 ○ ○ ×

14 座間市 3 回 0 回 3 回 × × ○

15 南足柄市 5 回 1 回 4 回 × × ×

16 綾瀬市 4 回 2 回 2 回 × × ×

17 愛川町 6 回 2 回 3 回 ○ × ×

18 清川村 3 回 2 回 3 回 × × ×

19 葉山町 5 回 4 回 2 回 ○ × ×

20 寒川町 5 回 2 回 3 回 × ○ ○

21 大磯町 6 回 1 回 4 回 × ○ ○

22 二宮町 5 回 2 回 4 回 × × ×

23 中井町 4 回 2 回 2 回 ○ ○ ○

24 大井町 4 回 2 回 3 回 × ○ ×

25 松田町 3 回 1 回 3 回 ○ × ×

26 山北町 ３回 １回 ３回 ○ × ×

27 開成町 6 回 3 回 2 回 ○ ○ ×

28 箱根町 3 回 1 回 2 回 ○ ○ ○

29 真鶴町 3 回 1 回 2 回 ○ × ×

30 湯河原町 4 回 4 回 2 回 ○ ○ ×

4.1 回 1.7 回 2.7 回 17 14 11集　計

職種別給与表の有無
人事考課制度の

導入の有無
業務執行理事の

選定の有無
№ 地域名

理事会
開催回数

監事会
開催回数

評議員会
開催回数

（平均） （平均） （平均）
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９）各種規定の整備_①

1 横須賀市 ○ ○ ○ 50,000円/月 なし なし

2 平塚市 ○ ○ ○ 204,300円/月 4,000円/回 4,000円/回

3 鎌倉市 ○ ○ ○ 95,000円/月
常務理事のみ

274,600円/月
なし

4 藤沢市 ○ ○ ○ 148,000円/月 5,000円/回 5,000円/回

5 小田原市 ○ ○ ○ 600,000円内/年
常務理事のみ

5,200,000円内/年
なし

6 茅ヶ崎市 ○ ○ ○ 80,000円/月
常務理事のみ

277,000円/月
なし

7 逗子市 ○ ○ ○ 74,700円/月 4,000円/月 20,000円/年

8 三浦市 ○ ○ ○ 100,000円/月 なし なし

9 秦野市 ○ ○ ○ 80,000円/月 7,800円/回 7,800円/回

10 厚木市 ○ ○ ○ 80,000円/月 4,000円/回 4,000円/回

11 大和市 ○ ○ ○ 55,600円/月 3,400円/会議出席の都度 3,400円/会議出席の都度

12 伊勢原市 ○ ○ ○ 80,000円/月 2,000円/日 2,000円/日

13 海老名市 ○ ○ ○ 50,000円/月 5,000円/回 5,000円/回

14 座間市 ○ ○ ○
30,000円+5,000円×活動実

績
常務理事のみ

300,000円/月
なし

15 南足柄市 ○ ○ ○ 610,000円/年 なし なし

16 綾瀬市 ○ ○ ○ 720,000円/年
副会長報酬　120,000円/年

他の理事はなし
なし

17 愛川町 ○ ○ ○ 480,000円/年
各年度の総額が500,000円を
超えない範囲

各年度の総額が150,000円を
超えない範囲

18 清川村 ○ ○ ○ 2,000円/日 2,000円/日 2,000円/日

19 葉山町 ○ ○ ○ なし なし なし

20 寒川町 ○ ○ ○ 50,000円/月 なし なし

21 大磯町 ○ ○ ○ 50,000円/月 2,000円/日
税理士等 10,000円/日

他 2,000/日

22 二宮町 ○ ○ ○ 40,000円/月
理事会出席4,000円/日

理事部会出席2,000円/日
公職・行政職は支給なし

理事会・評議員会・監事会出席
5,000円/日

税務・月例・決算指導
10,000円/日

23 中井町 ○ ○ ○ 50,000円/月 なし なし

24 大井町 ○ ○ ○ 240,000円/年 なし なし

25 松田町 ○ ○ ○ 50,000円/月 なし なし

26 山北町 ○ ○ ○ 50,000円/月 なし なし

27 開成町 ○ ○ ○ 50,000円/月 なし なし

28 箱根町 ○ ○ ○ 20,000円/月
常務理事のみ

80,000円/月
なし

29 真鶴町 ○ ○ ○ 360,000円/年 なし なし

30 湯河原町 ○ ○ ○ 50,000円/月 なし なし

30 30 30 — — —

№ 地域名

集　計

会長

理事評議員
（役員）
選任規程

会員
（会費）

規程

役員報酬
規程

役員報酬の設定

監事理事
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９）各種規定の整備_② 10）苦情相談への対応

1 横須賀市 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × 0 件 ×

2 平塚市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 2 件 ×

3 鎌倉市 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × 0 件 ×

4 藤沢市 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × 0 件 ×

5 小田原市 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × 2 件 ○ 事業報告書

6 茅ヶ崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 0 件 ×

7 逗子市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 0 件 ×

8 三浦市 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ 63 件 ×

9 秦野市 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × 3 件 ×

10 厚木市 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 0 件 ×

11 大和市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 件 ×

12 伊勢原市 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 0 件 ○ 事業報告書等に掲載

13 海老名市 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × 0 件 ○ 公表なし

14 座間市 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ 0 件 ×

15 南足柄市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 0 件 ×

16 綾瀬市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 0 件 ×

17 愛川町 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × 11 件 ×

18 清川村 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × 0 件 ×

19 葉山町 ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ 2 件 ×

20 寒川町 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × 0 件 ○ 公表なし

21 大磯町 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × 0 件 ×

22 二宮町 ○ ○ × × ○ × ○ ○ × 0 件 ○ 公表なし

23 中井町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 件 ×

24 大井町 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × 0 件 ×

25 松田町 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × 0 件 ×

26 山北町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 0 件 ×

27 開成町 ○ ○ ○ × × × ○ ○ × 0 件 ×

28 箱根町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 件 ×

29 真鶴町 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × 0 件 ×

30 湯河原町 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × 0 件 ○ ホームページ掲載

30 30 28 12 23 25 30 29 6 — — —集　計

生
活
福
祉
資

金
関
係
委
員

会
規
程

法
外
援
護
資

金
貸
付
規
程

情
報
公
開

関
係
規
程

就
業
規
程

給
与
規
程

事
務
局
規
程

№ 地域名

個
人
情
報
保

護
関
係
規
程

苦
情
解
決

関
係
規
程

内
部
通
報
者

保
護
関
係
規

程
H30年度
相談件数

苦情解決結果の公表

公表対象
の有無

公表
実施方法
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11）基金

有無 金額
（補足事項）

有無 金額
（補足事項）

有無 金額
（補足事項）

有無 金額
（補足事項）

有無 金額
（補足事項）

1 横須賀市 ○ 226,749,010 円 × × × ×

2 平塚市 ○
1,082,041,815 円

(社会福祉基金、
交通遺児等基金)

○ 511,644,507 円 × × ×

3 鎌倉市 ○ 379,316,930 円 × × × ×

4 藤沢市 ○ 240,628,654 円 × × × ×

5 小田原市 ○ 94,666,192 円 × × ○ 10,825,116円 ○ 13,462,558円

6 茅ヶ崎市 ○ 349,682,408 円 × × × ○ 19,995,000 円

7 逗子市 ○ 116,642,000 円 × × × ○ 1,592,160 円

8 三浦市 ○ 51,383,118 円 × × × ×

9 秦野市 ○ 310,590,946 円 × × × ×

10 厚木市 ○ 161,348,553 円 × × × ×

11 大和市 ○ 66,434,062 円 × × × ×

12 伊勢原市 ○
54,577,793 円

（社会福祉基金）
○

10,427,000 円
（一般配分積立金）

× × ×

13 海老名市 ○ 14,168,615円 × × × ×

14 座間市 ○ 54,614,910 円 × × × ×

15 南足柄市 ○ 130,493,311 円 × × × ×

16 綾瀬市 ○
82,540,734 円

（福祉基金）
× × ○

9,731,073 円
（介護保険事業、障害者

介護支援事業兼用）
○

9,731,073 円
（介護保険事業、障害者

介護支援事業兼用）

17 愛川町 ○ 130,729,827 円 ○ 34,179,368 円 × × ○ 61,780,000 円

18 清川村 ○ 1,804,085 円 ○ 4,082,679 円 × ○ 2,424,719 円 ×

19 葉山町 ○ 224,199,220 円 ○ 5,185,365 円 × ○ 19,000,000 円 ×

20 寒川町 ○ 129,537,412 円 × × × ×

21 大磯町 ○ 2,016,131 円 × × ○ 20,144,312 円 ×

22 二宮町 ○
93,812,957 円

（その他、積立金
2,881,108円）

× × × ×

23 中井町 ○ 33,749,260 円 × × ○ 21,369,655 円 ×

24 大井町 ○ 25,355,203 円 × × × ×

25 松田町 ○ 109,678,209 円 × × ○ 1,483,114 円 ×

26 山北町 ○ 51,965,610 円 × △ × ×

27 開成町 ○ 68,040,879 円 × × × ×

28 箱根町 ○ 18,255,841 円 × × ○ 9,617,000 円 ×

29 真鶴町 ○ 120,547,000 円 × × ○ 60,787,000 円 ×

30 湯河原町 ○ 584,501,557 円 × × × ×

30 — 5 — 0 — 9 — 5 —

地方交付税に基づく
地域福祉基金

（500万円以上）
介護保険積立金

障害福祉サービス
積立金

集　計

№ 地域名

社協が運営する
独自の基金

社協が運営する
ボランティア基金
（500万円以上）
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12）自主財源獲得事業_①

有無 金額 有無 金額 有無 金額 有無 金額 有無 金額

1 横須賀市 × × × × ×

2 平塚市 × × × × ×

3 鎌倉市 × × ○ 170,694 円 × ×

4 藤沢市 × ○ 23,824,817円 ○ 1,761,116円 × ×

5 小田原市 × × × × ×

6 茅ヶ崎市 × × ○ 971,710円 × ×

7 逗子市 ○ 6,035,400 円 × × ○ 48,300 円 ○ 1,198,420 円

8 三浦市 ○ 0 円 ○ 0 円 ○ 0 円 ○ 0 円 ○ 0 円

9 秦野市 × × ○ 44,582 円 × ○ 127,000 円

10 厚木市 × ○ 5,407,897 円 ○ 9,934,465 円 × ○ 1,484,300 円

11 大和市 × × ○ 3,675,151 円 × ×

12 伊勢原市 × × ○ 350,547 円 × ○ 53,750 円

13 海老名市 × × ○ 108,095 円 × ×

14 座間市 × ○ 25,621,995 円 ○ 10,772,057 円 × ×

15 南足柄市 × × ○ 52,261 円 × ×

16 綾瀬市 × ○ 31,286,266 円 ○ 売店事業内に含む × ×

17 愛川町 × ○ 6,140,280 円 ○ 748,807 円 × ×

18 清川村 × × × × ×

19 葉山町 × × × × ×

20 寒川町 ○ 2,446,000 円 × ○ 695,632 円 × ×

21 大磯町 × ○ 5,518,150 円 × ○ 26,000 円 ×

22 二宮町 × × ○ 254,445 円 × ×

23 中井町 × × × × ×

24 大井町 × × ○ 198,557 円 × ×

25 松田町 × × ○ 443,317 円 × ×

26 山北町 ○ 297,000 円 × ○ 472,809 円 × ×

27 開成町 × × × ○ 8,155,171 円 ×

28 箱根町 × × × × ×

29 真鶴町 × × × × ×

30 湯河原町 × × × × ×

4 — 7 — 18 — 4 — 5 —

貸会議室等

集　計

№ 地域名
駐車場・駐輪場 売店・食堂 自動販売機 研修・イベント等
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12）自主財源獲得事業_②

有無 金額 具体的内容

1 横須賀市 ○ 400,000 円 社協だより広告料

2 平塚市 ○
25,000～
78,000円

福祉だよりひらつかへの広告掲載

3 鎌倉市 ○ 860,000 円 広告料

4 藤沢市 ×

5 小田原市 ○ 367,448 円 広告料収入、福祉機器貸出料、コピー代

6 茅ヶ崎市 ○ 181,000 円 広報紙広告掲載料・入歯リサイクル
企業へのＤＭ・個別勧誘（会費）、飲料自動販売機のアイテムの入
れ替え

7 逗子市 ×

8 三浦市 ○ 6,600,000 円 家賃収入

9 秦野市 ○ 245,455 円
広告料・入れ歯リサイクル、寄付付き啓
発物（缶入りパン）販売他

会費・共募地区説明会の開催及び寄付付き啓発物の販売等

10 厚木市 ○ 412,500 円 広告掲載料

11 大和市 ○ 1,595,889 円
広告料、印刷機使用料、証明写真、入れ
歯リサイクル

書き損じハガキ募集事業（寄附金収入）

12 伊勢原市 ○ 602,250 円 広報誌・車輌・ホームページバナー

13 海老名市 ○ 545,000 円 広告料

14 座間市 ○ 283,499 円 広告料収入　入れ歯リサイクル
スマートフォンを使用し金額の設定されたQRコードを読みキャッ
シュレスで決済する寄付・募金の取り組みの実証実験を始めた。

15 南足柄市 ○ 144,000 円 広報に広告を掲載　

16 綾瀬市 ○ 126,360 円 広報紙内企業広告収入 行政ふるさと納税関係物品販売協力

17 愛川町 ×

18 清川村 ×

19 葉山町 ×

20 寒川町 ○ 19,941 円
不要入れ歯リサイクル回収ボックスの設
置、書き損じハガキ寄附ボックスの設置

21 大磯町 ×

22 二宮町 ×

23 中井町 ×
会費については、関係団体と協議を重ね、周知いただけるよう努力
しているのが現状である。

24 大井町 ○ 191,000 円 広報紙への有料広告

25 松田町 ○ 112,800 円 リネン、マッサ－ジ器、酸素カプセル

26 山北町 ○ 459,020 円
広報誌の年５回広告掲載、健康福祉セン
ターマッサージ機

27 開成町 ○ 14,000 円 広報紙広告掲載

28 箱根町 ○ 1,710 円 古紙回収収入
地域福祉活動の充実をもって住民に還元することで、会費、寄付等
の増額を図っている。

29 真鶴町 ×
年度当初に役場主催の住民説明会に出席し、主に一般・賛助会費及
び共同募金の使途等について説明している。

30 湯河原町 ×

20 — — —

その他
（広告・証明写真・入歯リサイクル等） 収入増加の

工夫等
№ 地域名

集　計
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13）受託事業等_①（受託事業）

1 横須賀市 ① よこすか市民後見人等運営事業 横須賀市

② 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

③ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

2 平塚市 ① 平塚市生活困窮者自立相談支援事業 平塚市

② 緊急援護事業 平塚市

③ 要援護者慰問事業 平塚市

④ 平塚市成年後見利用支援センター事業 平塚市

⑤ 平塚市市民後見人養成講座（権利擁護人材育成講座）事業 平塚市

⑥ 平塚市地域包括支援センターゆりのき運営事業（平塚市認知症地域支援推進業務含む） 平塚市

⑦ 平塚市認知症地域支援推進事業 平塚市

⑧ 平塚市任意事業家族介護支援事業 平塚市

⑨ ひらつか元気応援ポイント事業 平塚市

⑩ 平塚市在宅医療・介護連携支援センター運営事業 平塚市

⑪ 障害支援区分認定調査 平塚市

⑫ 平塚市養育支援訪問事業ヘルパー派遣業務 平塚市

⑬ 花水公民館附属体育館利用申込受付及び使用料収納業務 平塚市

⑭ ひらつか地域介護システム会議運営事業、要介護認定調査 平塚市

⑮ 平塚市ファミリー・サポート・センター事業、平塚市子育て支援センター事業 平塚市

⑯ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

⑰ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

3 鎌倉市 ① 緊急援護貸付等事業 鎌倉市

② 成年後見センター事業 鎌倉市

③ 生活支援体制整備事業 鎌倉市

④ 地域包括支援センター 鎌倉市

⑤ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

⑥ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

4 藤沢市 ① 地域の縁側事業 藤沢市

② 行旅人援護事業 藤沢市

③ 愛の輪福祉基金助成事業 藤沢市

④ 生活困窮者自立支援事業 藤沢市

⑤ 生活支援コーディネーター事業 藤沢市

⑥ 生活支援型ホームヘルパー派遣事業 藤沢市

⑦ 緊急通報システム事業 藤沢市

⑧ 在宅福祉サービスセンター管理運営事業 藤沢市

委託元受託事業（名称または概要）№ 地域名
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13）受託事業等_①（受託事業）

委託元受託事業（名称または概要）№ 地域名

4 藤沢市 ⑨ 高齢者給食サービス事業 藤沢市

⑩ 家事・育児援助支援員事業 藤沢市

⑪ 成年後見相談事業 藤沢市

⑫ 要介護認定訪問調査 藤沢市

⑬ 介護予防事業 藤沢市

⑭ 障害程度認定区分調査 藤沢市

⑮ いきいきパートナー事業 藤沢市

⑯ 市民後見事業 藤沢市

⑰ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

⑱ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

5 小田原市 ① 小田原市食の自立支援事業 小田原市

② 小田原市いきいき健康事業 小田原市

③ 小田原市ファミリー・サポート・センター事業 小田原市

④ 小田原市アクティブシニア応援ポイント事業 小田原市

⑤ 小田原市社会福祉センター管理 小田原市

⑥ 他機関の協働による包括的支援体制構築事業 小田原市

⑦ 生活支援体制整備事業コーディネーター業務 小田原市

⑧ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

⑨ 日常生活自立支援事業（小田原市あんしんセンター） 神奈川県社協

⑩ 介護に関する入門的研修事業 神奈川県社協

6 茅ヶ崎市 ① 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

② 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

7 逗子市 ① 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

② 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

③ 介護に関する入門的研修事業 神奈川県社協

8 三浦市 ① 三浦市配食サービス事業 三浦市

② 三浦市通所型短期集中予防サービス業務 三浦市

③ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

④ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

9 秦野市 ① 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

② 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

10 厚木市 ① 市民活動サポート事務 厚木市

② 権利擁護支援センター事業 厚木市

③ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

④ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協
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13）受託事業等_①（受託事業）

委託元受託事業（名称または概要）№ 地域名

11 大和市 ① 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

② 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

③ 介護に関する入門的研修事業 神奈川県社協

12 伊勢原市 ① やまどり号運行事業 伊勢原市

② ふれあいミニデイ開催事業 伊勢原市

③ 成年後見・権利擁護推進事業 伊勢原市

④ 地域包括支援センター事業 伊勢原市

⑤ 高齢者教養趣味講座開催事業 伊勢原市

⑥ 生活支援ホームヘルパー派遣事業 伊勢原市

⑦ 養育支援家事援助ヘルパー派遣事業 伊勢原市

⑧ ひとり親家庭居宅介護事業 伊勢原市

⑨ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

⑩ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

13 海老名市 ① 担い手養成事業 海老名市

② えびな成年後見・総合相談センター事業 海老名市

③ 高齢者等外出支援車両運行事業 海老名市

④ 基幹型地域包括支援センター事業 海老名市

⑤ 障がい者支援事業 海老名市

⑥ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

⑦ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

14 座間市 ① 座間市子どもの学習・生活支援事業 座間市

② 家計改善支援事業 座間市

③ ファミリー・サポート事業 座間市

④ 座間市市民後見人養成講座 座間市

⑤ 座間市地域包括支援センター運営事業 座間市

⑥ 座間市地域包括支援センター運営事業及び座間市介護予防ケアマネジメント業務 座間市

⑦ 座間市介護人材育成事業 座間市

⑧ 座間市生活支援体制整備事業 座間市

⑨ 介護保険認定調査委託 座間市

⑩ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

⑪ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

15 南足柄市 ① 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

② 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

③ 介護に関する入門的研修事業 神奈川県社協

16 綾瀬市 ① 生活支援体制整備事業 綾瀬市

② 市民後見事業 綾瀬市
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13）受託事業等_①（受託事業）

委託元受託事業（名称または概要）№ 地域名

16 綾瀬市 ③ 移送サービス受託事業 綾瀬市

④ 売店事業 綾瀬市職員厚生会

⑤ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

⑥ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

17 愛川町 ① 町重度心身障害者等移送サービス事業委託 愛川町

② 町高齢者ミニデイサービス事業委託 愛川町

③ 町ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業委託 愛川町

④ 愛川町地域包括支援センター運営事業業務委託 愛川町

⑤ 町認知症初期集中支援推進事業業務委託 愛川町

⑥ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

⑦ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

18 清川村 ① 福祉給食サービス事業 清川村

② 通所型サービス事業 清川村

③ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

④ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

19 葉山町 ① 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

② 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

20 寒川町 ① 生活支援コーディネーター設置事業 寒川町

② シニアげんきポイント事業 寒川町

③ 寝たきり高齢者等紙おむつ代助成事業 寒川町

④ 地域包括支援センター事業 寒川町

⑤ 認知症地域支援推進員事業 寒川町

⑥ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

⑦ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

21 大磯町 ① 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

② 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

22 二宮町 ① 地域包括支援センター運営事業 二宮町

② 生活支援体制整備事業 二宮町

③ 認知症地域支援・ケア向上事業 二宮町

④ ファミリー・サポート・センター事業 二宮町

⑤ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

⑥ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

23 中井町 ① 中井町高齢者サロン活動事業 中井町

② 中井町高齢者移送サービス事業 中井町
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13）受託事業等_①（受託事業）

委託元受託事業（名称または概要）№ 地域名

23 中井町 ③ 中井町ミニデイサービス事業 中井町

④ 中井町地域包括支援センター事業 中井町

⑤ 中井町認知症施策支援事業 中井町

⑥ 中井町生活支援サービス事業 中井町

⑦ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

⑧ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

24 大井町 ① 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

② 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

25 松田町 ① 生活支援コ－ディネ－タ－業務 松田町

② 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

③ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

26 山北町 ① 山北町地域包括支援センター事業 山北町

② 山北町会食サービス事業 山北町

③ 高齢者の生きがいと健康づくり事業 山北町

④ 移送サービス事業 山北町

⑤ 配食サービス事業 山北町

⑥ 健康づくり事業 山北町

⑦ 介護予防塾参加者送迎事業 山北町

⑧ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

⑨ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

27 開成町 ① 地域包括支援センター 開成町

② 生活支援体制整備事業 開成町

③ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

④ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

28 箱根町 ① 地域活動支援センター事業 箱根町

② 生活支援コーディネーター事業 箱根町

③ 地域包括支援センター事業 箱根町

④ 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

⑤ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

29 真鶴町 ① ひとりぐらし高齢者等配食サービス事業 真鶴町

② 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

③ 日常生活自立支援事業 神奈川県社協

30 湯河原町 ① 生活福祉資金貸付事業 神奈川県社協

② 日常生活自立支援事業 神奈川県社協
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13）受託事業等_②（指定管理事業）

1 横須賀市 なし

2 平塚市 管理運営事業（平塚市福祉会館、平塚市栗原ホーム、なぎさふれあいセンター） 平塚市

3 鎌倉市 老人福祉センター 鎌倉市

4 藤沢市 老人福祉センター運営事業 藤沢市

5 小田原市 なし

6 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市老人福祉センター指定管理事業 茅ヶ崎市（高齢福祉介護課）

7 逗子市 逗子市福祉会館管理運営事業 逗子市

8 三浦市 なし

9 秦野市 なし

10 厚木市 なし

11 大和市 大和市まごころ地域福祉センター指定管理事業 大和市

12 伊勢原市 老人福祉センター阿夫利荘管理経営事業 伊勢原市

13 海老名市 総合福祉会館運営事業 海老名市

14 座間市 座間市総合福祉センター指定管理運営事業 座間市

15 南足柄市 南足柄市りんどう会館指定管理業務 南足柄市

16 綾瀬市 なし

17 愛川町 愛川町立心身障害者作業所（愛川町ありんこ中津作業所及び愛川町ありんこ高峰作業所） 愛川町

18 清川村 なし

19 葉山町 なし

20 寒川町 寒川町健康管理センター指定管理事業 寒川町

21 大磯町 なし

22 二宮町 なし

23 中井町 なし

24 大井町 なし

25 松田町 松田町健康福祉センタ－管理業務 松田町

26 山北町 なし

27 開成町 開成町福祉会館管理業務 開成町

28 箱根町 なし

29 真鶴町 真鶴町老人デイサービスセンター管理運営 真鶴町

30 湯河原町 なし

№ 地域名 指定管理事業（名称または概要） 委任元
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14）職員採用に関する取り組み

1 横須賀市 ○ ○ × ×

2 平塚市 ○ ○ 正規：3年ぶりの募集と採用 × ○
採用事務負担の軽減のため、一時的
に活用

3 鎌倉市 × ○ × ×

4 藤沢市 ○ ○ × ×

5 小田原市 ○ ○ × ×

6 茅ヶ崎市 ○ ○ 法人ホームページに掲載 × ×
人材派遣会社を活用する必要は無
かった。

7 逗子市 ○ × × ×

8 三浦市 ○ ○ × ○

9 秦野市 × ○ × ×

10 厚木市 ○ ○ × ×

11 大和市 × ○ ○ ×

12 伊勢原市 ○ ○ × ×

13 海老名市 ○ ○ × ×

14 座間市 × ○ × ×

15 南足柄市 × × × ×

16 綾瀬市 × ○ × ×

17 愛川町 ○ ○ × ×

18 清川村 × × × ×

19 葉山町 ○ ○ × ×

20 寒川町 ○ ○ × ×

21 大磯町 × ○ × ○

22 二宮町 ○ ○ × ×

23 中井町 × × × ×

24 大井町 × ○ × ○

25 松田町 × ○ × ×

26 山北町 × × × ×

27 開成町 ○ ○ 人材紹介会社の活用あり × ×

28 箱根町 ○ ○
ハローワーク　求人広告（業者・自
己作成）　町ホームページを活用し
た求人情報の掲載

× ×

29 真鶴町 ○ ○ × ×

30 湯河原町 × × × ×

17 24 1 4

№ 地域名
非正規雇用

職員

人材派遣会社の活用

人材派遣会社活用に関する
補足事項

集　計

採用活動に関する補足事項

採用活動の有無
（内部登用、縁故登用は除く）

正規雇用
職員

非正規雇用
職員

正規雇用
職員
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15）職員育成に関する取り組み

有無 主催者名 有無 内容

1 横須賀市 OJTのみ あり 神奈川県社協 ○ 資格取得奨励金

2 平塚市 あり あり
平塚市

神奈川県社協
○

業務に必要な研修は、研修
費予算より支出

法人全体として具体的な取り組みが確立されておら
ず、各配属先で育成している。必要に応じて内容別研
修を実施。

3 鎌倉市 OJTのみ あり 神奈川県社協 ×

4 藤沢市 あり あり
藤沢市

神奈川県社協
○

社会福祉士等の業務に関係
のある資格取得

5 小田原市 OJTのみ あり 神奈川県社協 ○
職専免の基準に基づき、都
度判断

6 茅ヶ崎市 あり あり 神奈川県社協 ○ 参加費の全額を支給
「人材育成基本方針」の中で目指す職員像を定め、人
材育成に取り組んでいる。

7 逗子市 対象なし 対象なし ○
研修参加費の助成、交通費
支給

8 三浦市 OJTのみ なし ○ 全額補助 自前の研修センターあり

9 秦野市 対象なし なし ○
研修費の負担（業務命令で
の参加のみ）

10 厚木市 OJTのみ あり 神奈川県社協 ○ 受講料、交通費負担

11 大和市 対象なし 対象なし ○
通信教育等助成／20,000
円を限度とし受講料の3分
の2を助成

12 伊勢原市 OJTのみ あり 神奈川県社協 ×

13 海老名市 あり あり 神奈川県社協 ○ 研修参加費を予算計上
現所属にとどまらず社協職員として必要な業務につい
て、幅広く内部研修を行っている。

14 座間市 対象なし なし ○
研修受講料、交通費、場合
によっては宿泊費

15 南足柄市 対象なし 対象なし ×

16 綾瀬市 OJTのみ あり 神奈川県社協 ×

17 愛川町 対象なし あり 神奈川県社協 ×

職員の資格取得の支援。資格の取得に要した受験料、
受験資格の取得に要した費用又は資格取得にかかる受
講料に相当する額を支援する。主な３福祉士、介護支
援専門員、福祉住環境コーディネーター、福祉用具専
門相談員、介護職員初任者研修修了者

18 清川村 対象なし 対象なし ○ 研修費の負担

19 葉山町 OJTのみ あり 神奈川県社協 ○ 全額助成

20 寒川町 OJTのみ あり 神奈川県社協 ○

21 大磯町 対象なし 対象なし ○ 交通費、テキスト代金

22 二宮町 対象なし あり 神奈川県社協 ○ 参加費用の助成

23 中井町 対象なし 対象なし ○ 初任者・担当職員研修等

24 大井町 OJTのみ あり 神奈川県社協 ○
研修に係る費用の全額を組
織が負担

25 松田町 対象なし 対象なし ×

26 山北町 対象なし あり 神奈川県社協 ×

27 開成町 OJTのみ あり 神奈川県社協 ×

28 箱根町 OJTのみ あり 神奈川県社協 ○ 研修費用・交通費全額負担

29 真鶴町 対象なし 対象なし ○ 受講料等の助成

30 湯河原町 OJTのみ なし ×

21

職員育成に関する補足事項

集　計

新任研修
の

内部実施

外部開催の新任研修の活用
№ 地域名

外部研修参加に係る
費用助成等の

支援制度
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16）社会福祉士等、現場実習指導

1 横須賀市 ○ 1 人 × ×

2 平塚市 ○ 5 人 × ○ 看護学校実習

3 鎌倉市 ○ 3 人 × ×

4 藤沢市 × 0 人 × ○ 看護専門学校生徒実習・高校生のインターンシップ・中学生の職場体験

5 小田原市 ○ 4 人 × ○ 小田原市福祉事務所実習

6 茅ヶ崎市 × 3 人 △ ×

7 逗子市 ○ 5 人 × ×

8 三浦市 ○ 1 人 × ×

9 秦野市 ○ 3 人 × ×

10 厚木市 × 1 人 ○ ○ 市内中学校特別支援学級の仕事体験受け入れ

11 大和市 ○ 4 人 × ×

12 伊勢原市 ○ 3 人 × ○ 保健師実習

13 海老名市 × 0 人 × ×

14 座間市 ○ 3 人 × ○ 訪問看護師　学生実習

15 南足柄市 ○ 1 人 △ ○ インターンシップ研修

16 綾瀬市 × 1 人 △ ×

17 愛川町 ○ 3 人 × ×

18 清川村 × 0 人 × ○ 村立幼稚園教諭の施設実習

19 葉山町 ○ 2 人 × ×

20 寒川町 ○ 4 人 × ×

21 大磯町 × 0 人 × ○ 保健師現場実習、相談援助実習

22 二宮町 × 1 人 △ ○ 介護支援専門員実習

23 中井町 ○ 0 人 △ ○ 介護支援専門員研修

24 大井町 × 0 人 × ×

25 松田町 × 1 人 △ ×

26 山北町 × 0 人 × ×

27 開成町 ○ 2 人 ○ ○ 教員免許取得に伴う介護等体験

28 箱根町 × 1 人 × ×

29 真鶴町 × 0 人 × ○ 医大生・初期研修医ケアマネ同行研修

30 湯河原町 × 0 人 × ×

16 16 人 2 13 —

その他、現場実習の受け入れ

実習
受入
有無

実習指導者
講習会

修了者人数

本年度、実習指導者
講習会の受講予定

職員の有無
有無 （有の場合）実習名

№ 地域名

集　計

社会福祉士現場実習

*

* △：未定
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■ 当報告書掲載の内容は原則、平成31年4月1日時点の状況、または前年度（平成30年度）
実績になります。他の時点を定めている場合は「補足事項」に記しています。
ただし、指定した回答時点でのデータ集約が難しく、異なる時点によるものが含まれて
いる場合もあります。
正確な数値等が必要な場合は、当該社協に時点の確認をご確認ください。
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データ篇　補足事項

P.2
【人口、世帯数、平均世帯構成人数】

【民生委員児童委員：定数/現員数】
令和元年11月30日の任期満了に伴い委員の一斉改選が実施されたため、
当項目については令和元年12月1日時点の内容として、神奈川県社協
地域福祉推進部より報告。

P.3
【各障害者手帳所持者数】

【生活保護率】

※[障害児相談支援事業所][特定相談支援事業所]について

P.4

【一般事業職員】

【経営事業職員】

※「一般事業職員」「経営事業職員」について

「神奈川県人口統計調査 公表資料（平成31年4月1日現在）」による。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x6z/tc30/jinko/kohyosiryo.html

多くの社協職員は、複数業務を兼務している状況にあります。よって、上記「一般事
業」「経営事業」のいずれかのみに従事している職員ばかりではありません。厳密な
仕分けによる人数配分とは限らないことを、予めご了承ください。

平成31年4月1日時点における市町村民のうち、各手帳を所持する人数。

非保護実人数（1か月平均）÷総人口×1000 により算出。
単位は‰（パーミル）。

令和元年7月1日時点における職員体制。

[一般事業職員]には以下のものを対象とする。
①事務局長、②法人運営部門職員、③地域福祉活動専門員等の地域福祉推進部
門職員、④ボランティア・市民活動センター職員、⑤福祉サービス利用支援部
門職員（日常生活自立支援事業、地域包括支援センター、障害者相談支援事
業、生活困窮者自立支援事業、国の委託金・補助金が入っていない相談業務、
市町村委託の総合相談窓口、福祉総合相談員） 等

[経営事業職員]には以下のものを対象とする。
①介護保険サービス担当職員、②障害福祉サービス担当職員、③  ①②以外の在
宅サービス事業担当職員、④会館運営事業担当職員（用務員、会議室管理、売
店等担当）、⑤その他の職員（産休・育休・介護休暇中職員、①②以外の入所
施設職員、収益事業担当職員、ファミリーサポートセンター担当職員、介護保
険認定調査員） 等

両事業所については、事業所数が「0」回答でも、他市町村内の事業所（当該市町村よ
り委託）がサービスを提供しているケースもあります。詳しくは当該社協にご確認く
ださい。
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データ篇　補足事項

【正規、非正規、常勤、非正規非常勤】

※「無期労働契約転換職員」について

※「市町村データ」「職員の配置体制」について

P.5~6
令和元年7月1日時点における職員状況。

P.7~9
平成31（令和元）年度の事業運営に関するもの。

P.10
各計画の[計画期間]に平成31年度が含まれるものについて。

【一体策定の有無】
地域福祉活動計画と地域福祉計画（行政計画）が一体的に策定されたか否か。

P.11
【地区社協等の総数】

※「地区社協」について

[正規職員]とは、雇用期間の定めがなくフルタイム勤務の者。
[非正規職員]とは、雇用期間に定めのある者。
[常勤]とは、フルタイム勤務の者。ここでいう「フルタイム」とは、当該職場に
おける[正規職員]に設定されている勤務形態。それよりも少ない時間、日数で雇
用契約を結んでいる場合は[非常勤]。

1人の職員が複数資格を有している場合は、複数計上。
当報告において「旧ホームヘルパー2級、1級、介護職員基礎研修修了者」につ
いては[介護職員初任者研修修了者]に含めて計上。

地区社協の設置がない場合は、連合や自治会等、市町村域より小さな圏域（小
地域、日常生活圏域）における組織を対象として回答。

「改正労働契約法（平成25.4.1施行）」の「無期転換ルール」に該当する有期労働契
約職員の「無期労働契約」への転換が、平成31年4月より始まりました。各非正規職員
数に対し( )内で示した数は、無期契約に転換した職員の内訳数です。当制度の詳細に
ついては厚労省のポータルサイト等をご参照ください。
https://muki.mhlw.go.jp/

《個票篇》では経年比較データを掲載しています。併せてご参照ください。

地区社協とは、地域住民が自発的に、より暮らしやすい地域づくりを目指して福祉課
題の解決等に取り組む団体です。構成員としては、民生委員や社会福祉推進員、ボラ
ンティア等の地域福祉活動関係者、町内会・自治会等の住民組織等、様々な個人、団
体が挙げられます。このように地区社協は任意組織のため、設置していない地域もあ
ります。当項目では、地区社協の設置がない場合は、小地域で福祉活動に携わってい
る団体に置き換えての回答を含めています。地区社協の設置状況等の詳細について
は、当該社協にご確認ください。
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データ篇　補足事項

P.12
【市町村社協による支援内容】

P.13
【事業の受託：有無】

【第1層/第2層 生活支援コーディネーターへの職員配置】

【第1層/第2層 協議体への職員参加】

【第1層/第2層 協議体運営事務局対応】

※[生活支援体制整備事業]について

P.14~19

事業受託の有無に関わらず、市町村社協職員を生活支援コーディネーターとし
て配置しているか否か。[○]はあり、[□]は配置準備中、[×]はなし。

行政より市町村社協が事業を受託している場合は[○]、平成31年4月1日の時点
で受託予定となっている場合は[□]、受託なし（予定もなし）の場合は[×]を選
択回答。

小地域福祉推進活動組織に対し、[広報紙発行]の支援、[助成金・補助金]の交
付、[研修・講座]の開催、[行事支援]を市町村社協が行った実績の有無を回答。

事業受託の有無に関わらず、市町村社協職員が協議体の構成員として参加して
いるか否か。[○]はあり、[□]は参加準備中、[×]はなし。

事業受託の有無に関わらず、市町村社協が協議体運営の事務局としての対応を
しているか否か。[○]はあり、[□]は対応準備中、[×]はなし。

・9つの種別（高齢者サロン/ミニデイ、障害児・者サロン/ミニデイ、複合型サ
ロン/ミニデイ、子育てサロン、認知症カフェ、子ども食堂）について、市町村
社協が「平成30年度中の設置運営を把握しているもの」の数、運営状況等の回
答。
・「サロン/ミニデイ」については、名称による分類ではなく、以下に示す内容
に照らし合わせ、より近い内容のものに設置数を計上。一つで複数の機能を併
せ持つ場合は、それぞれに計上している。
・各「居場所」ごとに、[設置主体][運営主体][担い手][運営財源][対象要件]が
同じものは同系統としてまとめて[設置数]として回答。
・常設ではなく期間限定や、イベント当日のみに開設運営したものでも、実績
として計上して可としている。

年々当事業への取り組みが進んできている中、行政からの事業受託の有無には関わら
ず、社協としての事業への関わり方の概要を把握するために設定した調査項目です。
各市町村の状況により取り組み方も様々ですので、詳細については行政や社協の発信
等でご確認ください。
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データ篇　補足事項

P.20
【当事者組織】

※当事者組織別、参加対象別集計

要援護 認知症 若年性 ひとり親 ひとり親 子育て ひき
高齢者 高齢者 認知症 母子 父子 家庭 こもり

当事者 0 0 0 5 0 0 1
家族 4 5 2 1 0 0 1
両者 2 5 4 7 3 5 1
合計 6 10 6 13 3 5 3

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 気分 ｱﾀﾞﾙﾄ ｱﾙｺｰﾙ
児者 児者 児者 児者 障害者 ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ 薬物依存

当事者 9 1 2 0 0 0 4
家族 4 7 5 4 0 0 1
両者 10 15 6 7 1 1 2
合計 23 23 13 11 1 1 7

・「当事者組織」のほか、セルフヘルプグループ（自助グループ）、本人の会
とも称するケースあり。
・同じ境遇や苦しみ、問題を抱えている人々がそれを分かち合い、支え合い、
状況の改善を図ることを目的に自発的に集い、活動する団体。一般的に生命や
生活に係わる困難な状況にあることが多く、単に「同じ立場の人々の会」では
ないことに留意。
・参加者はその事象の当事者（本人）、または当事者（本人）の家族やパート
ナー等。いずれかに限定しているものや、当事者（本人）と家族等が同席でき
る会もあり。
・当調査においては、社協が組織化したものか否かに関わらず、社協が何らか
の活動支援をしている当事者組織について、その参加対象を回答。支援実績が
ない場合は[×]と回答。
 [当事者]：当事者（本人）のみが参加対象
 [家族]：当事者（本人）の家族やパートナーのみが参加対象
 [両者]：当事者（本人）およびその家族等の両者が参加対象
・「老人クラブ」「婦人会」「連絡協議会」「スポーツ団体」等は対象としな
いこととする。

     組織
参加対象

     組織
参加対象

「サロン」：地域住民が気軽に集まり、お茶会、手作業などを通じて交流を深
め、生きがいづくりや地域のつながりを強めること等を目的とする場。
「ミニデイ」：心身機能の維持向上を目的とした活動が設定されており且つ、
サロン同様、地域住民の交流の場。
「複合型」：参加対象を高齢者、障害者、子ども等、限定しない全世代向けの
サロン、ミニデイ
「認知症カフェ」：認知症の人やその家族、専門家、地域住民が交流、情報交
換等を行うことができる場。高齢者か若年性かの区別は問わない。
「子ども食堂」：地域の子どもや親子に対し、無料または安価で食事を提供。
地域の大人による見守りや、遊びを通して交流を図る場でもあり、子どもがひ
とりでも安心して利用できるコミュニティ。
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データ篇　補足事項

犯罪
被害者

当事者 0 1
家族 0 2
両者 1 6
合計 1 9

P.21 【その他①、②、③】

P.22
【活動支援内容】

[活動場所関連]：活動場所の提供、紹介等

[運営関連]：運営相談、組織間の交流会設定等
[助成金]：適用可能な助成金の設定

P.23
いずれも社協が主催、共催として企画実施されたものについて回答。

【研修・講座】

P.24
【講習会】

実技、技能の習得を目的とするもの。
【福祉教育】

福祉意識の向上を図ることを目的とするもの。体験学習はこれに含めて回答。
[児童・生徒対象]：幼児～高校生を対象としたもの。
[一般対象]：対象を子どもに限定せずに実施したもの。親子参加の企画について
はこちらに含めて回答。

P.20の[要援護高齢者]～[遺族会]以外で、社協が何らかの活動支援をしている当
事者組織があれば、その[属性（概要）]と参加対象を回答。

[備品関連]：活動場所備え付け以外の備品（印刷機、ロッカー、メールボックス
等）の貸し出し等。
[広報関連]：機関紙等、社協発信の媒体への記事掲載、チラシ等の配架掲示、イ
ベント協力等

遺族会     組織
参加対象

[その他の支援体制、当事者組織への活動支援に関する取り組み等]：上記（活動
場所～助成金）以外の支援体制があれば回答。他、当事者組織の活動支援に関
する社協の取り組み等、補足事項があれば。

各項目について、その役割を担う人材の養成等、基礎的な内容からフォロー
アップ、スキルアップ等の実践的、発展的内容全般を対象として、研修・講座
の実施の有無について回答。
ひとつの研修で複数要素を含む場合は、それぞれについて[○]として回答。
[地区社協等、小地域福祉活動者関連]：地域福祉コーディネーター、CSW以外
で、小地域で福祉活動を行う人の養成やスキルアップ等に関する研修・講座。
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データ篇　補足事項

P.25
【年間発行総部数】

※[主な配布方法：全戸配布]について

※地域住民への広報活動について

P.26
【テレビ/ラジオ】

※[webの活用]について

P.30

【①VC担当（管理職以外）】

【②VC担当（管理職等）】

各市町村社協とも、公式ホームページを立ち上げ、様々な発信をしています。当調査
項目ではホームページの開設、活用は各社協が実施済みのため、それ以外のツールに
絞り、活用状況を調査しました。各社協の公式ホームページのURLやSNSのアカウント
等につきましては《個票篇》の各社協ページに掲載しています。

複数の定期刊行物がある場合は、それも含めた全ての定期刊行物の年間総発行
部数。発行1回ごとの発行部数ではないことに注意。

全戸への配布を目指しながら、様々な状況により、全戸への配布ができていないケー
スも含まれています。ご承知置きください。

令和元年7月1日時点における職員体制。

ボランティアセンター（以下、VC)業務担当職員（管理職以外）の配置状況につ
いて専任職員、兼務職員の人数を回答。常勤、非常勤は問わない。
[専任]はVC業務のみに従事している、[兼務]は他の業務にも従事しながらVC業
務も対応している状況を指す。

[管理職等]とは課長職以上の役職者を指す。ただし、社協全体を統括する事務局
長、事務局次長はVCの管理職に含めない。①同様、当該業務を担当する管理職
等の配置状況について専任、兼務の人数を回答。

情報発信の手段としてテレビ、ラジオを活用した実績の有無について回答。
ケーブルテレビ、コミュニティラジオも含む。単発の機会でも、社協として取
材を受け、事業等の情報発信として活用できた場合も対象として可。職員個人
に関する取材対応については対象外。

《個票篇》では住民への広報活動をピックアップしてまとめたコンテンツがありま
す。併せてご参照ください。
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データ篇　補足事項

【①の職員についてコーディネート、相談業務担当】

P.31
【センター（コーナー）の有無】

VC業務を行う専用の施設、コーナーの有無について回答。
【ボランティア（団体）連絡協議会】

【ボランティア登録制】

P.32
【ボランティア把握状況】

【ボランティアポイント制度：導入状況】
[○]：導入済み [□]：導入準備中 [×]：導入なし

P.36
【災害に関する協定：協定の有無】

神奈川県社協との協定については、当項目の対象外。
【独自の被災地支援】

現地への職員派遣を含む、経済的支援以外の実績について回答。
【BCP（事業継続計画）の有無】

[○]：策定済み [□]：検討中 [×]：なし

ボランティアコーディネート、ボランティア関連相談業務を専任で対応する職
員（管理職等以外）の配置状況を回答。
当項目での[専任]とは [①VC担当（管理職以外)]で計上された職員（「VC業
務」専任、兼務を問わない）が、VC業務に従事する際にはコーディネートや相
談業務のみを担当していること、[兼務]はVC業務のコーディネート、相談業務
以外のVC業務も兼ねて対応していること。
例：「VC業務と総務業務を兼務しているが、VC業務についてはボランティア
コーディネートのみを担当している場合」→ 当項目では「専任」と回答。

VCに関わるボランティアやボランティアグループ、NPO等による、連絡調整・
協働のための連絡協議会等。

社協がボランティアを行う個人または団体に対し、VCへの登録制をとっている
か否か。

登録制により把握している人数等。または
 ・活動紹介や斡旋のための登録
 ・施設利用のための登録
 ・事業、行事への参加登録や申し込み
 ・ボランティア活動保険加入
等の状況により、団体名や個人名を把握している数を回答。
また、上記のような記録が残っていなくても「団体名や氏名、および主な活動
内容」を知っていることも把握数に含めて可とする。

災害や事故等が発生した場合でも社協の基幹事業が継続して行える、または早
期に事業を再開するための行動計画の有無について回答。
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データ篇　補足事項

P.37

P.42
【設置の有無：基幹型センター/機能強化型センター】

P.43
【日常生活自立支援事業利用者数】

当項目については、神奈川県社協権利擁護推進部よりデータ報告。

【法人後見の実施状況】

【市町村成年後見制度利用促進基本計画】

※[市町村成年後見制度利用促進基本計画]について

P.44
【中核機関の整備状況】

各市町村における成年後見制度の利用の促進に関する施策について定める基本計画で
す。計画策定の趣旨や、利用促進を図るための体制整備について等、厚労省HPに資料
等が掲載されていますので参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202622.html

[受任中件数]は、平成30年度中に受任していた件数で、当該年度以前からの継
続分も含む。また当該年度中に終了となった件数も含めている。[新規開始数]に
ついては、当該年度中に新たに受任を開始した件数を内訳として( )内に示して
いる。[類型別内訳]についても同様。

[地域福祉計画等に含めての策定の有無]では、当該基本計画の内容が、地域福祉
計画等の行政計画の中に含まれるかたちで策定されているか否か。

上記「委託」については、社協への委託に限ってはいない。
[社協受託状況]では、中核機関が持つ4つの機能別に社協が受託しているか否
か、または受託予定として準備中であるか否かを回答。中核機関が未設置の場
合、設置準備中段階以外は回答なし。

[地域の設置状況]については、各市町村に中核機関が設置されているか否かを次
の選択肢により回答。
 ・設置済み（行政直営）
 ・設置済み（委託運営）
 ・設置済み（行政・委託併用）
 ・未設置

市町村における基幹型、機能強化型センターの有無を回答。施設としての有無
に限らず、その機能を持つ場合についても有として回答。

福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービスの利用者数を含む。

ボランティアグループ、当事者団体等を対象とする助成事業について回答。
地区社協等の小地域活動組織への助成は回答対象外。
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データ篇　補足事項

※中核機関の4つの機能について

【左記（市民後見人関係）以外の権利擁護に関する取り組み】

P.48
当項目については、神奈川県社協地域福祉推進部よりデータ報告。

P.48
【総合相談の実施】

【相談機関のネットワーク（会議）】

P.49～51
[○]：指定事業者として実施
[△]：基準該当事業者として実施
[×]：実施なし

P.52
【食事サービス：食事の方法】

[配食型] [会食型] [配食・会食]より選択回答。

P.54～57
[○]：指定事業者として実施
[△]：基準該当事業者として実施
[□]：市町村自治体が事業者で社協が受託して実施
[×]：実施なし

地域での権利擁護を実践していく上で支援の段階を4つに分け、それぞれを中核機関の
持つ機能として設定しています。中核機関の運営は1つの運営者が担う方法だけではな
く、機能ごとに担う方法も可とされており、前項の回答選択肢「行政・委託併用」と
いう方法も可能となります。
「4つの機能」は次の通りです。
・広報機能：制度の広報啓発段階
・相談機能：相談受付、アセスメント、支援方針の検討段階
・制度利用促進機能:制度の利用促進段階、担い手育成・支援、受任者調整段階
・後見人支援機能：後見人等への支援段階、モニタリング・バックアップ段階

相談支援機関、専門機関等、外部機関のネットワークの有無。連絡会を設置し
ている、研修会の機会がある、支援機関間で定期的に情報交換する場がある、
等。

地域包括支援センター、中核機関以外で、権利擁護相談事業や虐待への対応事
業等、権利擁護に係る事業を実施している場合、その概要を回答。

地域（市町村域および日常生活圏域）において、相談・支援組織、サービス組
織、住民の福祉活動、その他関係者の連携・協働により可能な限り住民の相談
を受け止め、切れ目のない支援につなぐべく対処する体制の有無について回
答。
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データ篇　補足事項

P.58

P.59

【障害児の通学支援事業】

※[障害児の通学支援事業]について

P.60
【事業所の場所】

個票篇に掲載されている所在地についての回答。

※市町村社協の事務所について

P.63
P.64～65
P.65～66

P.67

P.68
【業務執行理事の選定の有無】

当報告では「主たる事業所」の所在地を各社協の個票に掲載し、その事業所がどのよ
うな場所にあるかを当項目で回答しています。社協によっていは事業所が複数ヶ所に
分かれている場合もありますので、詳細は各社協のホームページ等でご確認くださ
い。

４）～７）はいずれも令和元年7月1日時点における状況。

各項目について、平成31年4月1日の時点で、事業として設定されているか否か
を回答。

各項目について、平成31年4月1日の時点で、事業として設定されているか否か
を回答。ただし、[障害児の通学支援事業]については以下参照。

他項目同様、平成31年4月1日の時点において、事業として設定されているか否
かを回答。
[移動支援事業]については、その前年度（平成30年度）中、障害児の通学支援
で臨時的な利用として[移動支援事業]を適用した実績の有無。
[ボランティア（個人・団体）]についても前年度（平成30年度）中の障害児の
通学支援に際し、ボランティアに依頼して対応した実績の有無。

「通学支援事業」と「移動支援事業」は異なるサービスのため、利用者の通学支援の
ために「移動支援事業」サービスを利用することは原則できません。ただし、やむを
得ない事由が発生した場合等、臨時的に通学のために利用ができる場合もあります。
当項目[障害児の通学支援事業]では他項目同様、平成31年4月1日の時点で事業として
設定されているか否かの回答ですが、[移動支援事業][ボランティア]については利用
者の通学支援対応として両手段を取った実績が前年度にあったか否かの回答となって
います。回答時点の違いに注意して読み取ってください。

業務執行理事とは、理事会の決定に基づき法人の内部的業務を執行する理事と
して選定された者。
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データ篇　補足事項

P.69
【役員報酬の設定】

※費用弁償について

P.70
【相談件数】

【苦情解決結果の公表】

※苦情相談対応について

P.72～73

P.79

P.81
【新任研修の内部実施】

当項目では、基本的に「役員報酬規程」等で定めた「報酬」について回答をいただい
ています。「費用弁償」は報酬とは異なるため、費用弁償のみ支給の場合でも原則と
して「なし」と掲載しています。なお、規程等に費用弁償に関する設定がなされてい
て、当項目へ金額の掲載をしているケースもあります。詳しくは当該社協へご確認く
ださい。

市町村社協が設置している苦情相談窓口における相談等の受理件数。相談完了
か否かについては不問。

神奈川県社協のHP上では、かながわ福祉サービス適正化委員会が実施した「福祉サー
ビス事業者における　苦情解決体制整備状況に関するアンケート調査報告書（平成29
年1月）」が掲載されています（令和2年3月現在）。
苦情相談対応の参考に、ご参照ください。
〈掲載URL〉
神奈川県社会福祉協議会>かながわ福祉サービス運営適正化委員会 > かながわ福祉
サービス運営適正化委員会のご案内> 調査報告書等について
http://www.knsyk.jp/s/tekiseika/tyousa_houkoku.html

税法上の収益事業に限らず、該当項目の有無および平成30年度の収益実績を回
答。

平成30年度中に苦情対応が完了した案件（公表対象）の有無。有りの場合は、
その公表方法について回答。

平成30年度中に着任した職員に対する、当該社協内での育成研修の実施状況に
ついて、次の選択肢により回答。
・あり（新任研修の実施実績あり）
・OJTのみ（研修ではなく業務内でのOn-the-Job Trainingで育成を図った）
・対象なし（対象となる新任職員がいなかった）

公の施設について「指定管理者制度」により、社協が指定管理者としての指定
を受け、管理運営事業を行っている場合は、それについて回答。

役員報酬規程等に定められた報酬の設定内容を回答。
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データ篇　補足事項

【外部開催の新任研修の活用】

※[外部開催の新任研修の活用]について

P.82
【社会福祉士現場実習/実習受入有無】

平成30年度の社会福祉士現場実習の受け入れ実績の有無。
【社会福祉士現場実習/実習指導者講習会修了者人数】

【社会福祉士現場実習/実習指導者講習会受講予定職員の有無】

【その他、現場実習の受け入れ】
社会福祉士現場実習以外で、平成30年度受け入れ実績について回答。

令和元年7月1日時点の在籍職員のうち、平成31年度中に当講習会の受講を予定
している者がいる場合は「○」、いない場合は「×」、未定の場合は「△」。

令和元年7月1日時点の在籍職員のうち、当講習会を修了した人数。受講年度は
不問。

当項目の[主催者名]で「神奈川県社協」の回答が複数みられます。当会の「社協職員
新任研修」では着任初年度の職員に限ることなく、初年度に受講できなかった等の事
情により、着任より数年を経た職員も受講しているため、[新任研修の内部実施]項目
で「対象者なし」でも、当会新任研修の活用実績が生じるケースもあります。

平成30年度中に外部の機関等が開催した新任職員向けの研修を活用して、当該
社協の職員の育成を図った実績について、次の選択肢により回答。
・あり（活用実績あり。活用した研修の主催者名も回答。）
・なし（活用実績なし。）
・対象なし（対象となる職員がいなかった）
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データ篇　補足事項

.
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第2部　市町村社協別　個票篇
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設立：S26.7.3 法人認可：S39.12.22

〒238-0041 横須賀市本町2-1   市立総合福祉会館2階
TEL  046-824-3435 FAX  046-827-0264 Email  shakyo@wg7.so-net.ne.jp 
URL  http://www.yokosuka-shakyo.or.jp/shakyo/

■ 横須賀市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]394,060人(99.1%) ……… 男：196,131人 / 女：197,929人 [高齢化率]31.4%(+0.5p)
[世帯数]167,028世帯(100.1%) [平均世帯構成人数]2.36人(99.2%) [自治会数]367(+1)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：584人(100.0%) 現員数：557人(100.5%) 充足率：95.4％(+0.5p)
[身体障害者手帳所持者数]13,472人(99.0%) [知的障害者手帳所持者数]3,298人(100.7%)
[精神保健福祉手帳所持者数]3,890人(107.1%)
[⽣活保護世帯数]4,016世帯(100.7%) [⽣活保護率]13.1‰(±0p)
[障害児童相談支援事業所数]11(-2) [特定相談支援事業所数]21(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：12   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念
「わたしがつくる みんなでつくる 一人ひとりが〝住みやすい〟まち 横須賀」
基本目標
①人と人とのつながりを大切にしよう
②住⺠一人ひとりが参加してわがまちの地域福祉を進めよう

▷データ篇P.7〜

20

17

20

0

0

0

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計20

計17

計20

1010

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：20人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協だより よこすか
・発行回数：年4回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数621,000部（H30年度）

[その他の配布物]
・よこすかボランティアセンター、ボランティアガイドBOOK

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック
インスタグラム

ホームページ http://www.yokosuka-shakyo.or.jp/shakyo/
ブログ
メールマガジン

１ 第5次地域福祉活動計画・市社会福祉協議会行動計画の推進
２ 地区社会福祉協議会活動支援
３ 地区社会福祉協議会活動拠点活用（地区ボランティアセンター関係事業）
４ 社会福祉推進委員制度
５ 日常生活自立支援事業
６ よこすか市⺠後見人等運営事業

▷データ篇P.7〜

社協だよりの発行（全⼾配布）

横須賀市社協マスコットキャラクター

“フッピー”
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設立：S28.4.1 法人認可：S50.3.31

〒254-0047 平塚市追分1-43   市福祉会館内
TEL  0463-33-2333 FAX  0463-33-6588 Email info@hiratsukasyakyo.net
URL  http://www.hiratsukasyakyo.jp

■ 平塚市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]257,499人(99.8%) ……… 男：128,860人 / 女：128,639人 [高齢化率]27.1%(±0p)
[世帯数]111,427世帯(100.9%) [平均世帯構成人数]2.31人(98.7%) [自治会数]229(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：406人(100.0%) 現員数：396人(100.0%) 充足率：97.5％(±0p)
[身体障害者手帳所持者数]8,138人(99.9%) [知的障害者手帳所持者数]1,980人(99.4%)
[精神保健福祉手帳所持者数]2,232人(104.4%)
[⽣活保護世帯数]2,612世帯(100.8%) [⽣活保護率]13.1‰(±0p)
[障害児童相談支援事業所数]18(±0) [特定相談支援事業所数]22(-1)
[地域包括支援センター] 設置総数：13   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりの推進」を目標に、「平塚市地域福祉活動
計画（第３期）」に沿った事業展開を推進します。

▷データ篇P.7〜

53

52

45

84

92

90

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計137

計144

計135

19

31

85

[H30職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：135人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(8)

100



□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：福祉だよりひらつか
・発行回数：年2回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数191,600部（H30年度）

[その他の配布物]
・各種イベントに関するチラシ

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック https://www.facebook.com/hiratsukasyakyo/
インスタグラム

ホームページ http://www.hiratsukasyakyo.jp
ブログ http://hiratsukavc.blog.fc2.com/
メールマガジン

1.相談支援体制の強化
2.広報活動の充実
3.企業等への貢献活動の参加促進
4.在宅医療・介護連携支援の強化
5.生活介護事業の充実と体制強化

▷データ篇P.7〜

福祉だよりひらつかにて、社協事業や地区社協、ボランティア、福祉施設、福祉団体の活動状
況の紹介。その他、広報ひらつか、イベント情報レアリア、Facebookにてイベント等の告知。
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設立：S27.2.10 法人認可：S50.12.24

〒248-0012 鎌倉市御成町20-21   市福祉センター内
TEL  0467-23-1075 FAX  0467-22-2213 Email info@kamakura-shakyo.jp
URL http://www.kamakura-shakyo.jp

■ 鎌倉市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]172,321人(100.1%)……… 男：81,039人 / 女：91,282人 [高齢化率]30.7%(+0.1p)
[世帯数]74,622世帯(100.9%) [平均世帯構成人数]2.31人(99.1%) [自治会数]182(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：224人(100.0%) 現員数：220人(100.0%) 充足率：98.2％(±0p)
[身体障害者手帳所持者数]4,935人(100.2%) [知的障害者手帳所持者数]1,028人(103.2%)
[精神保健福祉手帳所持者数]1,397人(105.8%)
[⽣活保護世帯数]864世帯(103.6%) [⽣活保護率]0.5‰(+0.1p)
[障害児童相談支援事業所数]4(±0) [特定相談支援事業所数]13(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：10   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①かまくらささえあい福祉プランの着実な推進
②地域生活支援の充実

▷データ篇P.7〜

7

15

23

29

33

25

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計36

計48

計48

11

20

17

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

単位：人

計：48人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：かまくら社協だより
・発行回数：年4回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数308,000部（H30年度）

[その他の配布物]

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック https://ja-jp.facebook.com/kamakurashakyo/
インスタグラム

ホームページ http://www.kamakura-shakyo.jp
ブログ
メールマガジン

①社協の相談窓口機能の向上
②市⺠や関係団体等の連携・協働による地域福祉の推進
③居場所や活動拠点の確保に向けた取り組み

▷データ篇P.7〜

フェイスブックを活用したり、ホームページをリニューアルして少しでも住⺠が目を引くよう
な工夫をしている。
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設立：S26.7.1 法人認可：S44.4.2

〒251-0054 藤沢市朝日町1番地１ 藤沢市役所分庁舎１階
TEL 0466-50-3525 FAX  0466-26-6978 Email  syakyo1@cityfujisawa.ne.jp
URL  http://www.fujisawa-shakyo.jp/

■ 藤沢市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]433,060人(100.9%)……… 男：213,999人 / 女：219,061人 [高齢化率]24.3%(+0.1p)
[世帯数]189,394世帯(101.7%) [平均世帯構成人数]2.29人(99.1%) [自治会数]476(-2)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：517人(100.0%) 現員数：506人(99.2%) 充足率：97.9％(-0.7p)
[身体障害者手帳所持者数]11,032人(100.9%) [知的障害者手帳所持者数]3,143人(103.8%)
[精神保健福祉手帳所持者数]3,744人(106.4%)
[⽣活保護世帯数]4,113世帯(100.5%) [⽣活保護率]12.5‰(-0.2p)
[障害児童相談支援事業所数]14(±0) [特定相談支援事業所数]16(+1)
[地域包括支援センター] 設置総数：18   基幹型：有（社協以外運営）   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第3次地域福祉活動計画より
・基本理念

「一人ひとりが主役 共に支えあい 安心して暮らせるまち ふじさわ」
・基本目標

①地域の関心をもち、行動できる人材づくり
②お互いが見守り、支えあい、つながる地域づくり
③誰もが安心して暮らせるしくみづくり」

▷データ篇P.7〜

31

42

45

74

72

70

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計105

計114

計115

36

39

40

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：115人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(3)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：機関紙「市社協ふじさわ」
・発行回数：年3回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数27,000部（H30年度）

[その他の配布物]
・市社協リーフレット

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック
インスタグラム

ホームページ http://www.fujisawa-shakyo.jp/
ブログ
メールマガジン ボランティア登録者の内、メルマガ希望者に発信。

１．地域福祉を支える人材づくり（①ボランティアや地域活動の担い手の育成 ②地域福祉活動団体への助成金
制度の充実③専門性の高い福祉人材の養成）

２．総合的な相談支援体制の構築（①コミュニティソーシャルワーカーによる相談支援及び地域支援体制の拡大
②地域における総合的な相談支援ネットワークの構築）

３．生活困窮者等の地域で孤立する方への支援（①生活困窮者等の自立関係事業の推進 ②引きこもり等社会参
加支援事業の推進）

４．関係機関や⺠間企業等との連携（①社会福祉法人による地域の公益的な取り組みの推進 ②地域福祉関係者の
協働による支えあいの地域づくり ③⺠間機関や⺠間企業等との連携 ④地区社会福祉協議会等との連携）

５．権利擁護の推進（①成年後見制度の利用促進 ②市⺠後見人活動の推進）
６．障がい福祉サービス事業・在宅福祉事業等への取り組み（①障がい者福祉サービス事業の推進 ②共生社会

に向けた在宅福祉事業の推進）
７．いきいきシニアセンターの運営

▷データ篇P.7〜

現在は、ホームページ、機関紙やボランティア情報紙等による情報発信を中心に実施している
が、事務所の移転に伴い、新たに地域福祉活動団体や当事者活動団体の活動支援の場として、
地域福祉活動センターの運営を１月から実施（本格始動は4月から）。当該センターにおける
事業展開の一つとして新たな情報発信の仕組みを検討して行く予定。

藤沢市社協マスコットキャラクター

“たーすけくん・あいちゃん”
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設立：S27.12.24 法人認可：S51.5.20

〒250-0055 小田原市久野115-2   おだわら総合医療福祉会館内
TEL  0465-35-4009 FAX 0465-35-6902 Email  odawarashakyou@ybb.ne.jp
URL  http://www.odawarashakyou.or.jp

■ 小田原市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]190,454人(99.5%) ……… 男：92,585人 / 女：97,869人 [高齢化率]28.7%(±0p)
[世帯数]81,444世帯(100.8%) [平均世帯構成人数]2.34人(98.7%) [自治会数]251(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：339人(100.0%) 現員数：337人(100.0%) 充足率：99.4％(±0p)
[身体障害者手帳所持者数]6,418人(94.6%) [知的障害者手帳所持者数]1,702人(104.0%)
[精神保健福祉手帳所持者数]1,279人(109.0%)
[⽣活保護世帯数]2,427世帯(99.1%) [⽣活保護率]16.0‰(-0.3p)
[障害児童相談支援事業所数]10(±0) [特定相談支援事業所数]10(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：12   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「いのちを大切にするケアタウンおだわら」を基本理念として「生涯を通じいきいきと暮らせる
まち」を目指す「第３期地域福祉計画・地域福祉活動計画」に沿った事業を推進・展開していきま
す。

特に、地域福祉推進の核となる地区社会福祉協議会と協働して、地域安心見守り活動、地区内連
携強化のための地域活動参加促進活動のほか、サロン活動の拡充、地域福祉コーディネーター会及
び生活応援隊の推進を重点活動として取組みます。

また、市受託事業「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」及び「生活支援体制整備事業
コーディネーター業務」を一体的に進めるとともに、さらには地域と社会福祉法人の連携・協働活
動を目指した具体的な取組みに着手し、地域福祉活動を重層的に展開していくものとします。

▷データ篇P.7〜

24

26

24

11

10

11

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計35

計36

計35

14

14

7

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：35人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協おだわら
・発行回数：年4回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数280,000部（H30年度）

[その他の配布物]

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック
インスタグラム

ホームページ http://www.odawarashakyou.or.jp.
ブログ
メールマガジン

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑥ボランティア活動の充実強化
⑦介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑧総合相談体制の推進

▷データ篇P.7〜

親しみやすく、手に取って見てもらえる広報紙づくり。
そのために、地域住⺠による活動写真を多く掲載。
写真で登場する人の表情にも注意を払い、楽しさをアピール。
本文の文字は少なめ、写真とタイトルで内容がわかるような構成をめざしている。

小田原市社協イメージキャラクター

“夢・咲き福ちゃん”
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設立：S26.4.1 法人認可：S53.12.22

〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-44   さがみ農協ビル２階
TEL 0467-85-9650 FAX 0467-85-9651 Email  eboshi@shakyo-chigasaki.or.jp
URL  http://www.shakyo-chigasaki.or.jp/

■ 茅ヶ崎市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]241,723人(100.1%) ……… 男：117,637人 / 女：124,086人 [高齢化率]25.9%(±0p)
[世帯数]102,286世帯(101.1%) [平均世帯構成人数]2.36人(98.7%) [自治会数]136(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：324人(100.0%) 現員数：320人(99.7%) 充足率：98.8％(-0.3p)
[身体障害者手帳所持者数]5,933人(99.5%) [知的障害者手帳所持者数]1,498人(102.4%)
[精神保健福祉手帳所持者数]1,772人(108.2%)
[⽣活保護世帯数]1,738世帯(73.6%) [⽣活保護率]9.4‰(-0.4p)
[障害児童相談支援事業所数]6(+2) [特定相談支援事業所数]12(+1)
[地域包括支援センター] 設置総数：12   基幹型：有（社協以外運営）   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念：
「私たちは、一人ひとりを尊重し、いきいきと心豊かに暮らせるまちをつくります」
基本目標：
１．みんなで福祉への理解と関心を広め、やさしさと思いやりあふれるまち
２．みんなが地域の中で出会い、交流が広がるまち
３．みんなで新しい力を育て、福祉活動が受け継がれるまち
４．みんなで支え合い、安心して暮らせるまち
５．みんなで互いに力を合わせ制度のはざ間に取り組むまち
（第5次茅ヶ崎市地域福祉活動計画より）

▷データ篇P.7〜

15

18

18

14

12

4

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計29

計30

計22
128

2

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：22人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(3)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協ちがさき
・発行回数：年3回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数271,500部（H30年度）

[その他の配布物]
・ボランティア情報誌（OPEN THE DOOR）、会費・社協パンフレット

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン @chigasaki-shakyo
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック
インスタグラム

ホームページ http://www.shakyo-chigasaki.or.jp/
ブログ
メールマガジン

平成30年度は、昨年度の『みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン（第5次茅ヶ崎市地域福祉活動計画・第3期茅ヶ崎市地
域福祉計画）』の広報活動に引き続き、次の重点的な取り組みに関連する市社協事業の推進及び地域福祉活動の支援を茅ヶ崎
市及び地区社会福祉協議会など関係関・関係団体と連携して重点的に推進していきます。
『みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン』の9つの行動目標
（1）福祉の情報を広く発信し合おう
（2）お互いを理解し合い、思いやりの心を広げよう
（3）日ごろからちいきでのつながりを強くしよう
（4）地域のみんなが気軽に集える場を広めよう
（5）できることを活かして福祉活動に参加しよう
（6）福祉活動にかかわる人たちを育てよう
（7）誰もが地域に出やすい環境を作ろう
（8）みんなで困りごとを受け止め、安心につなげよう
（9）制度のはざ間の課題に取り組もう

▷データ篇P.7〜

市内13地区に対して正規職員12名を一部地区兼任を含め地区担当職員として定め、13の地区社会福祉協
議会役員会を始めとし地区ボランティアセンター運営の会議等の諸会議、研修、行事等を通じて地区住
⺠の支援を行い、30年度は年間815回に達している。
30年度中に準備をしたLINEについて31年4月より運用開始し、ボランティア募集及び
各種イベント情報等を月に数回発信し新鮮な情報を届けている。

（LINE公式アカウントQRコード→）
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設立：S26.12.1 法人認可：S53.2.1

〒249-0005 逗子市桜⼭5-32-1   市福祉会館内
TEL  046-873-8011 FAX 046-872-2519 Email  info@zushi-shakyo.com
URL http://zushi-shakyo.com/

■ 逗子市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]56,950人(99.5%) ……… 男：26,620人 / 女：30,330人 [高齢化率]31.4%(+0.2p)
[世帯数]24,587世帯(100.1%) [平均世帯構成人数]2.32人(99.6%) [自治会数]79(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：80人(100.0%) 現員数：68人(103.0%) 充足率：85.0％(+2.5p)
[身体障害者手帳所持者数]1,778人(97.3%) [知的障害者手帳所持者数]336人(78.1%)
[精神保健福祉手帳所持者数]470人(145.5%)
[⽣活保護世帯数]321世帯(100.0%) [⽣活保護率]7.3‰(±0p)
[障害児童相談支援事業所数]2(±0) [特定相談支援事業所数]3(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：3   基幹型：有（社協以外運営）   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進する

▷データ篇P.7〜

19

18

20

15

17

22

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計34

計35

計42

14

9

19

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：42人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：逗子社協広報誌さくら貝
・発行回数：年12回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数100,000部（H30年度）

[その他の配布物]
・子育て応援紙陽だまり

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック
インスタグラム

ホームページ http://zushi-shakyo.com/
ブログ
メールマガジン

総合相談支援体制の強化、地域における支え合いの仕組みづくり、福祉の人材育成活動、法人運営
体制の強化

▷データ篇P.7

〜

ホームページ、広報紙を活用して情報提供に取り組んでいます。ホームページは新しい情報を
適時更新しています。

逗子市社協イメージキャラクター

“AYUMU”
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設立：S30.5.14 法人認可：S51.3.1

〒238-0102 三浦市南下浦町菊名1258-3
TEL  046-888-7347 FAX  046-889-1561 Email jigyo@shakyo-miura.com
URL http://shakyo-miura.com/

■ 三浦市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]42,840人(98.6%) ……… 男：20,583人 / 女：22,257人 [高齢化率]38.1%(±0p)
[世帯数]17,528世帯(100.2%) [平均世帯構成人数]2.44人(98.0%) [自治会数]54(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：90人(100.0%) 現員数：77人(95.1%) 充足率：85.6％(-4.4p)
[身体障害者手帳所持者数]1,803人(100.0%) [知的障害者手帳所持者数]344人(100.0%)
[精神保健福祉手帳所持者数]342人(100.0%)
[⽣活保護世帯数]503世帯(100.0%) [⽣活保護率]14.9‰(±0p)
[障害児童相談支援事業所数]2(±0) [特定相談支援事業所数]3(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：2   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住⺠の力と私たちで誰でも暮らしやすい町へ

▷データ篇P.7〜

11

21

7

93

59

77

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計104

計80

計84

23

14
47

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

単位：人

計：84人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協みうら
・発行回数：年6回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数111,000部（H30年度）

[その他の配布物]
・各事業所パンフレット、未病センター・共生型サービスセンターパンフレット

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック
インスタグラム

ホームページ http://shakyo-miura.com/
ブログ http://www.shakyo-miura.com/cgi-bin/blog/diary.cgi
メールマガジン

１、福祉教育と地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みの融合と充実
２、地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組み
３、人事考課システムの確立と研修制度の充実

▷データ篇P.7〜

社協みうらでの広報やHPのブログで周知。その他、タウンニュースや神奈川新聞、三崎港報
等メディアを活用。未病やCHO構想など神奈川県の施策を取り⼊れ、様々な場でPR。地域づ
くりについては適宜さわやか福祉財団に相談し、地道な活動を実施中。今年度はフレイル
チェックを本格展開。

三浦市社協オリジナルキャラクター

“健康戦隊ミウレンジャー”
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設立：S30.1.1 法人認可：S49.4.1

〒257-0054 秦野市緑町16-3   市保健福祉センター内
TEL 0463-84-7711 FAX 0463-85-1302 Email shakyo@vnhadano.com
URL  http://www.vnhadano.com

■ 秦野市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]164,998人(99.7%) ……… 男：84,438人 / 女：80,560人 [高齢化率]28.8%(±0p)
[世帯数]71,597世帯(100.9%) [平均世帯構成人数]2.30人(98.7%) [自治会数]240(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：260人(100.0%) 現員数：260人(101.2%) 充足率：100.0％(+1.2p)
[身体障害者手帳所持者数]4,799人(100.0%) [知的障害者手帳所持者数]1,361人(100.0%)
[精神保健福祉手帳所持者数]1,324人(100.0%)
[⽣活保護世帯数]1,440世帯(100.0%) [⽣活保護率]10.9‰(±0p)
[障害児童相談支援事業所数]10(±0) [特定相談支援事業所数]17(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：7   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本目標：ぬくもりのある福祉コミュニティの実現
①住⺠一人ひとりの参加による福祉のまちづくり
②いつまでも暮らし続けられる地域福祉の実現
③安心と信頼の絆で結ばれた地域社会の構築
④地域の特性に沿った福祉活動の展開

▷データ篇P.7〜

23

25

24

10

3

11

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計33

計28

計35

13

22

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：35人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協はだの
・発行回数：年4回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数186,700部（H30年度）

[その他の配布物]
・事業報告書、事業計画書、各種講座チラシ

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター https://twitter.com/shakyohadano
フェイスブック http://www.facebook.com/shakyohadano/
インスタグラム

ホームページ http://www.vnhadano.com
ブログ
メールマガジン

１ 福祉を支える「人づくり」
２ 地域福祉を展開するための「場づくり」
３ 福祉情報の充実と社協の「見える化」の促進

▷データ篇P.7〜

社協PR動画の作成

秦野市社協キャラクター

“ハートフルちゃん”
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設立：S30.2.1 法人認可：S52.3.23

〒243-0018 厚木市中町1-4-1   市保健福祉センター内
TEL  046-225-2947 FAX 046-225-3036 Email soumu@shakyo-atsugi-kanagawa.jp  
URL  http://www.shakyo-atsugi-kanagawa.jp/

■ 厚木市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]224,655人(99.8%) ……… 男：116,132人 / 女：108,523人 [高齢化率]25.1%(+1.1p)
[世帯数]99,669世帯(101.0%) [平均世帯構成人数]2.25人(98.7%) [自治会数]216(-1)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：300人(100.0%) 現員数：299人(100.7%) 充足率：99.7％(+0.7p)
[身体障害者手帳所持者数]6,039人(99.0%) [知的障害者手帳所持者数]1,850人(104.2%)
[精神保健福祉手帳所持者数]1,710人(104.8%)
[⽣活保護世帯数]2,409世帯(106.7%) [⽣活保護率]14.1‰(+0.5p)
[障害児童相談支援事業所数]4(±0) [特定相談支援事業所数]13(+2)
[地域包括支援センター] 設置総数：10   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

見守り、見守られ、支え合う地域づくり

▷データ篇P.7〜

19

19

20

11

11

11

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計30

計30

計31

11

6

14

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：31人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(4)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(6)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協あつぎ
・発行回数：年4回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数330,640部（H30年度）

[その他の配布物]

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック facebook.com/atsugisisyakyo/
インスタグラム

ホームページ http://www.shakyo-atsugi-kanagawa.jp/
ブログ
メールマガジン

①地域支え合い活動の推進
②権利擁護の推進
③多様なボランティア活動の推進

▷データ篇P.7〜

①事業計画・予算、事業報告・決算のＨＰ公開
②事業計画・予算書、事業報告・決算書の市内公⺠館配架
③フェイスブックで日ごろの活動配信
④市内全地区に地域福祉コーディネーターを配置
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設立：S27.12 法人認可：S52.4.1

〒242-0004 大和市鶴間1-25-15   市役所第⼆分庁舎内
TEL  046-260-5633 FAX 046-263-2446 Email  soumu@yamato-shakyo.or.jp
URL http://www.yamato-shakyo.or.jp

■ 大和市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]236,078人(100.3%) ……… 男：117,963人 / 女：118,115人 [高齢化率]23.7%(+0.2p)
[世帯数]107,200世帯(101.5%) [平均世帯構成人数]2.20人(98.7%) [自治会数]150(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：277人(100.0%) 現員数：275人(100.0%) 充足率：99.3％(±0p)
[身体障害者手帳所持者数]5,819人(97.9%) [知的障害者手帳所持者数]1,692人(95.8%)
[精神保健福祉手帳所持者数]1,835人(108.5%)
[⽣活保護世帯数]2,721世帯(95.1%) [⽣活保護率]16.2‰(+0.2p)
[障害児童相談支援事業所数]8(+2) [特定相談支援事業所数]13(+3)
[地域包括支援センター] 設置総数：9   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住⺠ひとりひとりの参加を基本に
ともに支えあう福祉のまちづくりを

▷データ篇P.7〜

25

27

26

13

12

11

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計38

計39

計37

12

23

2

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：37人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：やまと社協だより
・発行回数：年6回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数444,000部（H30年度）

[その他の配布物]
・こども社協だより（小学校高学年向けの啓発物）

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ ＦＭやまと「やまもり☆ホッとスクランブル」

ツイッター
フェイスブック @yamatosishakyo
インスタグラム

ホームページ http://www.yamato-shakyo.or.jp
ブログ
メールマガジン やまとボラセンだより

・第６次活動計画の理解促進
・第２層協議体の立上げ支援
・市⺠後見人の養成
・通所介護事業における生活機能向上訓練の実施

▷データ篇P.7〜

社協会員会費説明会や地域福祉活動見学会での市社協概要説明、市⺠まつりやイベントへの出
店で市社協事業概要チラシを配布。
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設立：S26.4 法人認可：S50.3.29

〒259-1131 伊勢原市伊勢原2-7-31 
TEL 0463-94-9600 FAX  0463-94-5990 Email info@isehara-shakyo.or.jp
URL http://www.isehara-shakyo.or.jp

■伊勢原市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]102,248人(99.8％) ……… 男：51,858人 / 女：50,390人 [高齢化率]25.7%(+0.4p)
[世帯数]45,310世帯(101.1%) [平均世帯構成人数]2.26人(98.7%) [自治会数]102(+1)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：141人(100.0%) 現員数：136人(100.7%) 充足率：96.5％(+0.8p)
[身体障害者手帳所持者数]2,815人(100.3%) [知的障害者手帳所持者数]867人(104.8%)
[精神保健福祉手帳所持者数]955人(108.2%)
[⽣活保護世帯数]882世帯(100.3%) [⽣活保護率]11.5‰(±0p)
[障害児童相談支援事業所数]6(±0) [特定相談支援事業所数]13(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：5   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【基本理念】
「共に支え合い、一人ひとりを大切にするまちづくり」
《基本目標》
１「ふれあい」の場づくり
２「支え合い」の地域づくり
３ 福祉を支える「人づくり」
４「安心して暮らせる」まちづくり

▷データ篇P.7〜

5

23

26

21

3

5

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計26

計26

計31

12

9

10

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：31人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：いせはら社協だより
・発行回数：年4回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数142,400部（H30年度）

[その他の配布物]

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター https://twitter.com/iseharashakyo
フェイスブック
インスタグラム

ホームページ http://www.isehara-shakyo.or.jp
ブログ
メールマガジン 伊勢原市社会福祉協議会メールマガジン

(１) 福祉人材の育成
(２)成年後見・権利擁護推進の利用促進
(３) 支え合い、見守り活動の推進
(４) 組織の基盤強化及び自主財源の確保

▷データ篇P.7〜

伊勢原市内（他都市を含む。）での災害時などにおける迅速な情報提供、被災地支援などを目
的として、twitterを運用し情報発信を行う。（令和元年8月1日より実施）
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設立：S32.2.1 法人認可：S54.3.2

〒243-0492 海老名市勝瀬175-1   市役所内
TEL  046-235-0220 FAX 046-235-0191 Email ebina-shakyo@ebina-shakyo.or.jp
URL  http://www.ebina-shakyo.or.jp/

■ 海老名市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]132,889人(100.7%) ……… 男：66,929人 / 女：65,960人 [高齢化率]24.5%(±0p)
[世帯数]56,673世帯(101.8%) [平均世帯構成人数]2.34人(98.7%) [自治会数]59(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：156人(100.0%) 現員数：154人(101.3%) 充足率：98.7％(+1.3p)
[身体障害者手帳所持者数]3,354人(100.8%) [知的障害者手帳所持者数]900人(110.0%)
[精神保健福祉手帳所持者数]1,158人(127.7%)
[⽣活保護世帯数]1,001世帯(100.0%) [⽣活保護率]17.9‰(±0p)
[障害児童相談支援事業所数]2(±0) [特定相談支援事業所数]2(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：6   基幹型：有   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

海⽼名市⺠みんなの しあわせのための つながりづくり

▷データ篇P.7〜

22

61

62

54

22

20

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計76

計83

計82

15

10

57

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：82人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(3)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協えびな ぬくもり通信
・発行回数：年3回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数171,000（H30年度）

[その他の配布物]
・タウンニュース

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック https://www.facebook.com/EBNShakyo/
インスタグラム

ホームページ http://www.ebina-shakyo.or.jp/
ブログ
メールマガジン

１介護予防
２生活支援体制整備事業
３地区社協支援
４基幹型地域包括支援センター
５障がい者支援
６組織基盤充実

▷データ篇P.7〜

広報作成、フェイスブック更新、タウンニュースに記事掲載などを行っている。
オリジナルキャラクター「Eくん」は、パンフレット、HP、会員証等に活用している。

海老名市社協オリジナルキャラクター

“Eくん”
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設立：S32.7.1 法人認可：S55.4.1

〒252-0021 座間市緑ケ丘1-2-1   市立総合福祉センター内
TEL 046-266-1294 FAX  046-266-2009 Email  info@zamashakyo.jp
URL  https://www.zamashakyo.jp/

■ 座間市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]130,160人(100.6%) ……… 男：64,912人 / 女：65,248人 [高齢化率]24.7%(±0p)
[世帯数]58,778世帯(101.9%) [平均世帯構成人数]2.21人(98.7%) [自治会数]176(-3)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：144人(100.0%) 現員数：142人(102.2%) 充足率：98.6％(+2.1p)
[身体障害者手帳所持者数]3,677人(100.6%) [知的障害者手帳所持者数]1,051人(111.7%)
[精神保健福祉手帳所持者数]1,307人(110.4%)
[⽣活保護世帯数]1,776世帯(100.4%) [⽣活保護率]17.8‰(-0.5p)
[障害児童相談支援事業所数]9(+1) [特定相談支援事業所数]12(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：6   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

誰もが安心して暮らせる、ともに助け合い支え合うまちづくりを目指して

▷データ篇P.7〜

12

9

35

76

45

18

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計88

計54

計53

15

21

17

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：53人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(4)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：座間市しゃきょう
・発行回数：年4回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数170,800部（H30年度）

[その他の配布物]

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン @wpf9245p
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック @zamashakyo.jp
インスタグラム

ホームページ https://www.zamashakyo.jp/
ブログ
メールマガジン

（１）地域共生社会に向けた取り組みの深化
（２）総合相談体制の確立及び権利擁護の充実
（３）子ども・子育て環境への支援強化・ネットワーク推進
（４）地域福祉活動の担い手の発掘・育成支援
（５）福祉業務従事者等福祉人材の育成
（６）自主財源確保に向けた取り組みを加速

▷データ篇P.7〜

ボランティアセンターのLineアカウントを作成し、ボランティアの募集・研修等の情報発信を
行っている。現在友だち登録225名。またホームページの更新回数を多くし、Facebookとリン
クさせることにより、より多くの⽅に見てもらえる工夫を行っている。

座間市社協シンボルマーク
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設立：S32.12.1 法人認可：S58.2.1

〒250-0105 南足柄市関本403-2   りんどう会館内
TEL  0465-73-1575 FAX 0465-74-3276 Email soumu@minamisyakyo.or.jp
URL  http://www.minamisyakyo.or.jp/

■ 南足柄市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]42,005人(99.0%) ……… 男：20,686人 / 女：21,319人 [高齢化率]31.2%(±0p)
[世帯数]16,542世帯(100.4%) [平均世帯構成人数]2.54人(98.8%) [自治会数]34(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：61人(100.0%) 現員数：59人(100.0%) 充足率：96.7％(±0p)
[身体障害者手帳所持者数]1,358人(100.0%) [知的障害者手帳所持者数]324人(100.0%)
[精神保健福祉手帳所持者数]236人(100.0%)
[⽣活保護世帯数]289世帯(100.0%) [⽣活保護率]8.7‰(±0p)
[障害児童相談支援事業所数]1(±0) [特定相談支援事業所数]3(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：2   基幹型：有（社協以外運営） 機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

支えあい ともに生き 元気に暮らせるまち 南足柄

▷データ篇P.7〜

14

15

16
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20

11

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計29

計35

計27

10

14

3

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：27人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協みなみあしがら
・発行回数：年4回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数50,632部（H30年度）

[その他の配布物]

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック https://ja-jp.facebook.com/minamisyakyo/
インスタグラム

ホームページ http://www.minamisyakyo.or.jp/
ブログ
メールマガジン

①第5次地域福祉活動計画の策定準備
②生活コーディネーター（第2層）の受託
③南足柄地区生活支援事業に向けた支援
④南足柄さつき会事業の継承に向けての準備
⑤（仮称）権利擁護センター開設を目指した広域連携の推進
⑥新たなハンディキャブ事業と放課後学童クラブ送迎事業等の展開

▷データ篇P.7〜

ホームページを最初にアップしたところに最新の情報を「募集中のイベント」、「お知らせ・
報告」、「ボランティア情報」、「地域福祉活動情報」に分け、なるべく多くの情報を発信で
きるようにしている。

南足柄市社協シンボルマーク
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設立：S27.7.1 法人認可：S57.3.6

〒252-1107 綾瀬市深谷中4-7-10 市保健福祉プラザ内
TEL  0467-77-8166 FAX  0467-79-1812 Email  info@ayase-shakyo.or.jp 
URL http://www.ayase-shakyo.or.jp/

■ 綾瀬市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]84,411人(100.4%) ……… 男：42,998人 / 女：41,413人 [高齢化率]27.0%(+0.2p)
[世帯数]34,779世帯(101.7%) [平均世帯構成人数]2.43人(98.8%) [自治会数]14(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：129人(100.0%) 現員数：127人(98.4%) 充足率：98.4％(-1.6p)
[身体障害者手帳所持者数]2,484人(101.6%) [知的障害者手帳所持者数]666人(105.9%)
[精神保健福祉手帳所持者数]635人(104.3%)
[⽣活保護世帯数]708世帯(99.6%) [⽣活保護率]11.0‰(-0.3p)
[障害児童相談支援事業所数]2(±0) [特定相談支援事業所数]6(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：5   基幹型：有（社協以外運営）   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ともに支えあうまちづくりを

▷データ篇P.7〜
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H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計50

計53

計52

8

9

35

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：52人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(16)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協あやせ
・発行回数：年4回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数144,000部（H30年度）

[その他の配布物]
・社協の事業説明パンフレット

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター 綾瀬市社会福祉協議会@ayaseshakyo
フェイスブック https://www.facebook.com/ayasesishakyo/
インスタグラム

ホームページ http://www.ayase-shakyo.or.jp/
ブログ
メールマガジン

・住⺠が主体的に活動するための環境整備
・みんなでつくる次代を担う地域福祉活動計画の推進

▷データ篇P.7〜

・地域福祉活動計画について
市内に設置された１４地区社協で、概要説明会を実施し、計画啓発を実施している。
・情報発信について
広報紙（年４回）、HP、SNS（Twitter、Facebook）を活用し情報発信しています。特に、SNSに
ついては、市社協行事や職員が参加した地域イベント等をタイムリーにUPするようにしている。
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設立：S31.2.20 法人認可：S56.2.1

〒243-0301 愛甲郡愛川町角田257-1   町福祉センター内
TEL 046-285-2111 FAX  046-286-5424 Email  aishakyo@shakyo-aikawa-kanagawa.jp
URL  http://www.shakyo-aikawa-kanagawa.jp

■ 愛川町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]39,498人(99.3%) ……… 男：20,569人 / 女：18,929人 [高齢化率]29.3%(+0.9p)
[世帯数]16,606世帯(101.1%) [平均世帯構成人数]2.38人(98.3%) [自治会数]21(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：64人(100.0%) 現員数：63人(98.4%) 充足率：98.4％(-1.6p)
[身体障害者手帳所持者数]1,315人(98.9%) [知的障害者手帳所持者数]390人(102.6%)
[精神保健福祉手帳所持者数]326人(105.8%)
[⽣活保護世帯数]410世帯(114.5%) [⽣活保護率]14.4‰(+1.2ｐ)
[障害児童相談支援事業所数]1(±0) [特定相談支援事業所数]0(-1)
[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本協議会職員行動方針（平成19年3月26日制定）に基づき、誰もが安心して暮らすことのできる福祉
のまちづくりを推進します。

▷データ篇P.7〜

6

7

28

38

37

18

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計44

計44

計46

8

7
31

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：46人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協あいかわ/社協あいかわお知らせ版
・発行回数：年6回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数72,000部（H30年度）

[その他の配布物]
・社協の事業説明パンフレット、各種事業チラシ

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター @aikawashakyo
フェイスブック
インスタグラム

ホームページ http://www.shakyo-aikawa-kanagawa.jp
ブログ
メールマガジン

第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画及びふれあいのまちづくり推進プラン（第5次社協発展計
画）の推進（３年次）

▷データ篇P.7〜

町の生涯学習ガイドブックに出前講座プログラムを掲載している。依頼により地域に出向き、福祉
の理解と社協活動周知を行う。
・社会福祉協議会ってなあに？ ・あなたも高齢者体験！ 〜シニア体験プログラム〜 ・街で車い
すの人にであったら 〜車いすの介助⽅法〜 ・やさしさを育む教室 ・⾃分らしい生き⽅、暮らし
⽅を考える「わたしのこれからノート書き⽅教室」 ・被災地支援から見えてくるもの

愛川町社協公式SNSアイコン
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設立：S32.4.1 法人認可：H5.3.22

〒243-0195 愛甲郡清川村煤ケ谷2220-1    村保健福祉センターひまわり館内1階
TEL  046-287-1118 FAX  046-287-2013 Email  info@kiyokawa-shakyo.jp
URL http://kiyokawa-shakyo.jp

■ 清川村の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]3,112人(99.2%) ……… 男：1,582人 / 女：1,530人 [高齢化率]33.8%(+0.5p)
[世帯数]1,150世帯(100.3%) [平均世帯構成人数]2.71人(98.9%) [自治会数]32(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：10人(100.0%) 現員数：9人(90.0%) 充足率：90.0％(-10.0p)
[身体障害者手帳所持者数]98人(100.0%) [知的障害者手帳所持者数]35人(102.9%)
[精神保健福祉手帳所持者数]28人(90.3%)
[⽣活保護世帯数]26世帯(100.0%) [⽣活保護率]9.6‰(±0p)
[障害児童相談支援事業所数]0(±0) [特定相談支援事業所数]0(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住⺠主体の理念に基づき、清川村での福祉課題の解決に取り組むとともに、柔軟性、即応性、専門
性のある社協本来の特性を生かしながら村行政では取り組みにくい事業を展開し、協働することに
より、「誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくり」の構築を図る。

▷データ篇P.7〜

2

4
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H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計25

計26

計25

4

2

19

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：25人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：きよかわむら社協だより
・発行回数：年12回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数15,600部（H30年度）

[その他の配布物]
・事業チラシ

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック
インスタグラム

ホームページ http://kiyokawa-shakyo.jp
ブログ
メールマガジン

１．住⺠が集える「場」づくりを支援し、住⺠相互の支え合いの仕組みを構築する。
２．小地域での助け合いを基盤としたボランティアの開拓に務める。
３．住⺠が認知症について正しく理解し、偏見のない地域社会を構築する。
４．行政や関係諸機関等とのネットワーク作りを強化する。また、各種事業や住⺠との関わりを通じて福祉ニーズ

の把握に務める。
５．講座の開催、広報紙の発行やホームページの更新により福祉制度等の普及啓発に務めると共に、住⺠の福祉意

識の変革を促す。
６．移送サービス（福祉有償運）を実施することにより、公共交通機関を利用して外出することが困難な方の移動

手段を確保する。
７．村内唯一の介護保険事業者（通所介護事業）であることを認識し、村ならではの特色を発揮したサービスを提

供する。
８．判断能力が不十分な高齢者や障害者が安心して住み慣れた地域で生活を送ることができるよう、権利擁護事業

の一層の充実を図る。

▷データ篇P.7〜

社協だより、ホームページによる情報発信
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設立：S60.4.1 法人認可：S60.2.22

〒240-0112 三浦郡葉⼭町堀内2220   町福祉文化会館内
TEL  046-875-9889 FAX  046-876-1873 Email  shakyo＠hayamashakyo.com 
URL http://www.hayamashakyo.com/

■ 葉山町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]31,737人(99.5%) ……… 男：15,010人 / 女：16,727人 [高齢化率]31.8%(+1.1p)
[世帯数]12,693世帯(100.4%) [平均世帯構成人数]2.50人(99.2%) [自治会数]28(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：52人(100.0%) 現員数：51人(98.1%) 充足率：98.1％(-1.9p)
[身体障害者手帳所持者数]915人(100.0%) [知的障害者手帳所持者数]159人(100.0%)
[精神保健福祉手帳所持者数]199人(100.0%)
[⽣活保護世帯数]105世帯(100.0%) [⽣活保護率]4.6‰(±0p)
[障害児童相談支援事業所数]0(±0) [特定相談支援事業所数]1(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：2   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業計画書のとおり www.hayamashakyo.com

▷データ篇P.7〜
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H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計21

計23

計22 16

1

5

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：22人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：葉⼭町社会福祉協議会だより
・発行回数：年4回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数58,800部（H30年度）

[その他の配布物]

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター https://twitter.com/hayamashakyo
フェイスブック https://www.facebook.com/hayamashakyo/
インスタグラム

ホームページ http://www.hayamashakyo.com/
ブログ http://hayamashakyo.blog.fc2.com/
メールマガジン

事業計画書のとおり www.hayamashakyo.com

▷データ篇P.7〜

社協会員の募集の際に、会費のご案内とガイドブックを兼ねた冊子を配布している。
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設立：S28.8.1 法人認可：S59.6.4

〒253-0106 高座郡寒川町宮⼭401   町健康管理センター内
TEL 0467-74-7621 FAX 0467-74-5716 Email  shakyo@t-samukawa.or.jp
URL  http://www.t-samukawa.or.jp/~shakyo/

■ 寒川町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]48,273人(100.3%) ……… 男：24,440 / 女：23,833人 [高齢化率]26.9%(+0.4p)
[世帯数]19,630世帯(101.4%) [平均世帯構成人数]2.46(98.8%) [自治会数]22(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：73人(100.0%) 現員数：69人(101.5%) 充足率：94.5％(+1.3p)
[身体障害者手帳所持者数]1,427人(98.8%) [知的障害者手帳所持者数]404(101.5%)
[精神保健福祉手帳所持者数]423人(107.9%)
[⽣活保護世帯数]486世帯(99.2%) [⽣活保護率]13.5‰(-0.3p)
[障害児童相談支援事業所数]3(-1) [特定相談支援事業所数]2(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【基本理念】
町⺠すべてが地域のつながりで安心して暮らせる思いやりのある福祉のまちさむかわ
【基本目標】
①みんなで地域福祉を推進しよう
②みんなで地域福祉活動に参加しよう
③みんなでつながり新しい担い手を育てよう
④みんなで安心・安全に暮らせる町にしよう

▷データ篇P.7〜
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★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計18

計19

計22
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1

8

[H30職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：22人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(1)

136



□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協さむかわ
・発行回数：年6回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数121,800部（H30年度）

[その他の配布物]
・ふれあい福祉フェスティバルチラシ、ボランティア体験会チラシ等

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ 湘南さむかわラジオ「Radio Sam Sweet」

ツイッター @samu_volunteer
フェイスブック
インスタグラム

ホームページ http://www.t-samukawa.or.jp/~shakyo/
ブログ
メールマガジン

１組織の運営、強化
・危機管理体制の見直し
・事務処理の効率化、セキュリティー強化

２地域福祉推進事業
・子どもから大人まで福祉のこころを育む学びの強化
・自立支援及び権利擁護への取り組み

３地域包括支援センター事業
・認知症支援への取り組み
・多問題世帯（複合的な課題を抱える世帯）等の相談支援

▷データ篇P.7〜

社協一般会費の納⼊のお願いに合わせ、社協事業のＰＲの為、町内すべての⾃治会を回ってい
る。

寒川市社協ボランティアセンターキャラクター

“ぼらびちゃん”
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設立：S59.3.5 法人認可：S59.4.2

〒255-0003 中郡大磯町大磯1352-１   町立福祉センターさざれ石内
TEL  0463-61-9390 FAX 0463-61-7614 Email oiso@bz01.plala.or.jp
URL  http://www.oiso-shakyo.jp

■ 大磯町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]31,338人(99.5%) ……… 男：15,298人 / 女：16,040人 [高齢化率]32.8%(±0p)
[世帯数]12,617世帯(100.1%) [平均世帯構成人数]2.48人(99.2%) [自治会数]24(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：54人(100.0%) 現員数：53人(101.9%) 充足率：98.1％(+1.8p)
[身体障害者手帳所持者数]993人(100.0%) [知的障害者手帳所持者数]279人(100.0%)
[精神保健福祉手帳所持者数]242人(100.0%)
[⽣活保護世帯数]169世帯(100.0%) [⽣活保護率]6.5‰(±0p)
[障害児童相談支援事業所数]1(±0) [特定相談支援事業所数]1(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念：ささえあい、心のふれあうまちづくり
基本目標：一歩踏み出そう！かおの見える町づくり

▷データ篇P.7〜
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H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計14

計51

計15
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7

2

[H30職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：15人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：広報紙『しゃきょうおおいそ』
・発行回数：年4回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数49,600部（H30年度）

[その他の配布物]
・社会福祉大会チラシ、年末たすけあい配分金申請書

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック
インスタグラム

ホームページ http://www.oiso-shakyo.jp
ブログ
メールマガジン

①『地域センターまんてん』の住⺠主体としたつどいの場としてカフェ機能や配⾷サービスの機
能強化を図っていく。

②大磯町社会福祉大会が第30回記念を迎え、地域福祉を今日に至るまで築きあげてきた方々への
尊敬の念を示すばとし、未来に向けた意思表明の場として開催。

▷データ篇P.7〜

大磯町社協の重点事業『地域センターまんてん』では、地域福祉推進として、子育てからシニ
アまでの多世代が集える拠点として展開しています。1階喫茶フロアでは食事や惣菜販売、ま
た月2回こども食堂を開催、町⺠の皆さまの居場所づくりを目指し、多くの⽅のご利用をお待
ちしています。詳しくはホームページにて掲載。
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設立：S27.4.1 法人認可：S59.2.23

〒259-0124 中郡⼆宮町⼭⻄5-1
TEL  0463-73-0294 FAX  0463-73-0295 Email  nisyakyo-jimk@swan.ocn.ne.jp
URL  http://ninomiya-syakyo.jp/

■ 二宮町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]27,803人(99.5%) ……… 男：13,404人 / 女：14,399人 [高齢化率]34.0%(+0.2p)
[世帯数]11,393世帯(100.4%) [平均世帯構成人数]2.44人(99.2%) [自治会数]20(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：47人(100.0%) 現員数：46人(97.9%) 充足率：97.9％(-2.1p)
[身体障害者手帳所持者数]927人(100.1%) [知的障害者手帳所持者数]219人(100.5%)
[精神保健福祉手帳所持者数]227人(100.0%)
[⽣活保護世帯数]225世帯(116.6%) [⽣活保護率]9.8‰(+2.9p)
[障害児童相談支援事業所数]1(+1) [特定相談支援事業所数]4(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ささえあい、誰もがいきいきと豊かに暮らせる町をめざして

▷データ篇P.7〜

6

17

16

30

39

44

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計36

計56

計60

13

542

[H30職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：60人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(2)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協にのみや
・発行回数：年3回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数33,600部（H30年度）

[その他の配布物]
・会員会費募集チラシ

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック
インスタグラム

ホームページ http://ninomiya-syakyo.jp/
ブログ
メールマガジン

１．「地域の通いの場」の定着・充実（継続事業）
２．包括的な相談窓口の整備及び多機関の協働による相談支援体制の構築
３．法人後見制度の調査・検討

▷データ篇P.7〜

社協の情報発信は主として社協広報紙、ホームページを活用して実施。
必要に応じて、町広報紙や地域情報紙への記事掲載、町広報掲示板へのチラシ掲示、自治会・
町内会でのチラシ等の回覧を行っている。
また、公共機関、銀行、郵便局、薬局等にパンフレット、チラシの配架をお願いしているケー
ス有り。Facebookの開設を準備中。
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設立：S27.4.1 法人認可：S60.10.24

〒259-0153 足柄上郡中井町比奈窪104-1   町保健福祉センターしらさぎ内
TEL  0465-81-2261 FAX  0465-81-2658 Email  info@nakai-shakyo.or.jp
URL  http://www.nakai-shakyo.or.jp/

■ 中井町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]9,427人(99.4%) ……… 男：4,738人 / 女：4,689人 [高齢化率]32.8%(±0p)
[世帯数]3,446世帯(100.5%) [平均世帯構成人数]2.74人(99.3%) [自治会数]27(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：25人(100.0%) 現員数：25人(100.0%) 充足率：100.0％(±0p)
[身体障害者手帳所持者数]325人(108.3%) [知的障害者手帳所持者数]92人(97.9%)
[精神保健福祉手帳所持者数]44人(107.3%)
[⽣活保護世帯数]35世帯(102.9%) [⽣活保護率]4.1‰(+0.1p)
[障害児童相談支援事業所数]0(±0) [特定相談支援事業所数]0(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（理念）
健康で住み良い福祉の町づくり
（目標）
①自立とたすけあいのまちづくり
②ハンディキャップを持つ人が生き生きと暮らせるまちづくり
③自らの生き方を選べるまちづくり
④虹のかけ橋のあるまちづくり
⑤新しい時代の社協運営体制づくり

▷データ篇P.7〜

4

3

3

14

14

14

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計18

計17

計17

3

9

5

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：17人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：なかい社協だより
・発行回数：年4回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数12,400部（H30年度）

[その他の配布物]
・会員募集案内のチラシ、しらさぎだより

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック
インスタグラム

ホームページ http://www.nakai-shakyo.or.jp/
ブログ
メールマガジン

①身近な支え合いの仕組みづくり
②介護予防・日常生活支援体制の充実
③総合相談機能と包括的な支援体制

▷データ篇P.7〜

現在、町社協では生活支援サービス事業を実施しています。草むしりやゴミ出しなどをしなが
ら地域住⺠同⼠で支え合っています。支援内容はまだ不⼗分ですが、支援する⽅を募集してい
ます。
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設立：S32.4 法人認可：S61.3.25

〒258-0016 足柄上郡大井町上大井68-2
TEL 0465-84-3294 FAX 0465-85-3123 Email info@ooi-shakyo.jp
URL http://ooi-shakyo.jp

■ 大井町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]17,001人(100.4%) ……… 男：8,447人 / 女：8,554人 [高齢化率]27.7%(±0p)
[世帯数]6,457世帯(101.5%) [平均世帯構成人数]2.63人(98.9%) [自治会数]19(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：38人(100.0%) 現員数：37人(100.0%) 充足率：97.4％(±0p)
[身体障害者手帳所持者数]464人(98.3%) [知的障害者手帳所持者数]117人(96.7%)
[精神保健福祉手帳所持者数]102人(121.4%)
[⽣活保護世帯数]125世帯(106.8%) [⽣活保護率]10.1‰(+0.4p)
[障害児童相談支援事業所数]0(±0) [特定相談支援事業所数]0(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住⺠の参加と支え合いによる安心して誰もが住みよい福祉のまちづくり

▷データ篇P.7〜

6

6

6

7

7

3

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計13

計13

計9

3

5

1

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：9人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協おおい
・発行回数：年6回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数36,000（H30年度）

[その他の配布物]
・ふくしの会通信、大井町社会福祉協議会ブログ

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック
インスタグラム

ホームページ http://ooi-shakyo.jp
ブログ https://ameblo.jp/daremogasumiyoimachi
メールマガジン アドレス登録者へ配信

●住⺠参加による支えあい活動の推進
●協働による相談・支援のしくみづくり
●「ともに生きる」地域社会づくり

▷データ篇P.7〜

小地域福祉活動推進組織や社協、町介護福祉課の事業で地域を拠点として取り組む事業や活動
をカレンダーに一覧としてまとめ、前記メールマガジンやホームページ上に掲載し情報を発信
しています。また、広報誌の見直しを図るにあたり、サービス利用者・ボランティア・サービ
ス提供事業者の参加を得て見直し検討会を設置し、読みやすく、親しみのある広報紙に向けた
改善をはかりました。

大井町社協ブログキャラクター

“ささえおばあちゃんとあいちゃん”
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設立：S27.4 法人認可：S61.3.28

〒258-0003 足柄上郡松田町松田惣領17-2   町健康福祉センター内
TEL  0465-82-0294 FAX  0465-82-9241 Email  matsudasyakyo@happytown.ocn.ne.jp
URL  http://www.matsudasyakyo.or.jp/

■ 松田町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]10,872人(99.2%) ……… 男：5,396人 / 女：5,476人 [高齢化率]33.2%(+0.4p)
[世帯数]4,510世帯(100.5%) [平均世帯構成人数]2.41人(98.8%) [自治会数]26(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：37人(100.0%) 現員数：34人(100.0%) 充足率：91.9％(±0p)
[身体障害者手帳所持者数]434人(103.6%) [知的障害者手帳所持者数]84人(100.0%)
[精神保健福祉手帳所持者数]79人(127.4%)
[⽣活保護世帯数]116世帯(101.8%) [⽣活保護率]13.3‰(+0.1p)
[障害児童相談支援事業所数]1(-1) [特定相談支援事業所数]1(-1)
[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：有（社協以外運営） 機能強化型：有（社協以外運営）

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ふれあい・ささえあい・えがおあふれる松田町

▷データ篇P.7〜
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15
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4

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計24

計24

計13

5

2

6

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：13人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協まつだ
・発行回数：年4回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数18,800部（H30年度）

[その他の配布物]
・会費の依頼、使途

[各種発信ツール 公式アカウント等]

設置総数：1   基幹型：有（社協以外運営） 機能強化型：有（社協以外運営）

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック
インスタグラム

ホームページ http://www.matsudasyakyo.or.jp/
ブログ
メールマガジン

生活支援体制整備事業
ボランティアセンタ−事業
日常生活自立支援事業

▷データ篇P.7〜

年４回発行の広報紙「社協だよりまつだ」にて周知。また年１回主催の福祉大会型の住⺠向け
イベントの実施や、町主催の産業まつり等へ出店し、社協への理解促進を図っている。
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設立：S32.12.1 法人認可：S61.1.22

〒258-0111 足柄上郡⼭北町向原1379番1
TEL  0465-75-1294 FAX 0465-76-4079 Email  info@yamakitashakyo.jp
URL  http://www.yamakitashakyo.jp

■ 山北町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]9,768人(97.5%) ……… 男：4,787人 / 女：4,981人 [高齢化率]39.5%(+1.0p)
[世帯数]3,838世帯(99.9%) [平均世帯構成人数]2.55人(97.7%) [自治会数]54(-1)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：37人(100.0%) 現員数：37人(100.0%) 充足率：100.0％(±0p)
[身体障害者手帳所持者数]439人(95.4%) [知的障害者手帳所持者数]82人(93.2%)
[精神保健福祉手帳所持者数]54人(101.9%)
[⽣活保護世帯数]51世帯(98.1%) [⽣活保護率]6.0‰(±0p)
[障害児童相談支援事業所数]0(-1) [特定相談支援事業所数]0(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

みんなの手で誰もが安心して暮らせるまちづくり

▷データ篇P.7〜
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4
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5

H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計35

計35

計10
6

1

3

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：10人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協やまきた
・発行回数：年12回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数50,400部（H30年度）

[その他の配布物]
・会費の募集・共同募金の協力

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック
インスタグラム

ホームページ http://www.yamakitashakyo.jp
ブログ
メールマガジン

①地域で自立生活できる支援づくり
②共に支え合う社会づくり
③組織・事務局体制の整備

▷データ篇P.7〜

広報紙を毎月発行し、社協活動のＰＲを行っている。社会福祉大会の開催で住⺠への福祉への
理解や興味を持っていただくために開催している。
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設立：S61.4.1 法人認可：S61.3.28

〒258-0021 足柄上郡開成町吉田島1043-1   町福祉会館１F
TEL 0465-82-5222 FAX  0465-82-5928 Email  network@kaiseishakyo.jp
URL http://www.kaiseishakyo.jp/

■ 開成町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]17,843人(101.4%) ……… 男：8,665人 / 女：9,178人 [高齢化率]23.7%(±0p)
[世帯数]6,703世帯(102.3%) [平均世帯構成人数]2.66人(99.3%) [自治会数]14(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：35人(100.0%) 現員数：35人(102.9%) 充足率：100.0％(+2.9p)
[身体障害者手帳所持者数]479人(100.0%) [知的障害者手帳所持者数]116人(100.0%)
[精神保健福祉手帳所持者数]90人(100.0%)
[⽣活保護世帯数]87世帯(100.0%) [⽣活保護率]6.6‰(±0p)
[障害児童相談支援事業所数]1(±0) [特定相談支援事業所数]1(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念
みんなで育もう！ 誰もが安心してイキイキと暮らせる福祉のまち かいせい
基本目標
＊みんなでつながりあい、支えあい、誰もが福祉活動に参加できる地域社会をめざそう！
＊地域のあらゆる機関・団体と協働して、計画的に福祉ネットワークづくりに取り組もう！
＊一人ひとりのニーズをもとに、暮らしに根ざしたサービス・支援体制を開発・実施、提言しよ
う！

▷データ篇P.7〜
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H29

H30

★H31

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計35

計35

計20

6

14

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：20人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(4)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協だよりかいせい
・発行回数：年6回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数40,000部（H30年度）

[その他の配布物]
・かいせい社協かわら版

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター https://twitter.com/network825222
フェイスブック 開成町社会福祉協議会
インスタグラム

ホームページ  http://www.kaiseishakyo.jp/
ブログ
メールマガジン

＊『開成町福祉コミュニティプラン（H28-H32）』の4年次目とし、これまでの事業成果を継承する
＊住⺠の福祉ニーズや現場の実態把握を強化し、地域の実情やニーズに沿った支援を進める
＊会員をはじめ公私の関係機関・団体等と協議、協働しながら、一人ひとりを尊重し社会全体で支
え合うことの価値を発信する
＊専門性向上に向けた研修など人材育成の充実する

▷データ篇P.7〜

毎年（5月〜6月）、各地区（⾃治会）の組⻑会議の場で、社協事業の説明及び会員加⼊のご依
頼させていただきます。（毎年リニューアルしたリーフレット配布）
賛助会員の募集においては、役員各位と職員が同行して依頼に伺う。

開成町社協マスコットキャラクター

“みずたまちゃん”

151



設立：S31.9.1 法人認可：S61.3.31

〒250-0311 足柄下郡箱根町湯本855
TEL  0460-85-9000 FAX  0460-85-6888 Email  hakosha-vc@poem.ocn.ne.jp 
URL https://hakone-shakyo.jp/

■ 箱根町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]11,191人(97.9%) ……… 男：5,336人 / 女：5,855人 [高齢化率]36.8%(+0.6p)
[世帯数]6,122世帯(98.5%) [平均世帯構成人数]1.83人(99.5%) [自治会数]35(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：44人(100.0%) 現員数：44人(100.0%) 充足率：100.0％(±0p)
[身体障害者手帳所持者数]444人(96.3%) [知的障害者手帳所持者数]109人(94.0%)
[精神保健福祉手帳所持者数]39人(121.9%)
[⽣活保護世帯数]225世帯(102.3%) [⽣活保護率]22.0‰(±0p)
[障害児童相談支援事業所数]0(±0) [特定相談支援事業所数]0(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

心豊かで生きがいのある福祉のまちづくり

▷データ篇P.7〜
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[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計21

計24

計28
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5

12

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：28人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(1)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協はこね
・発行回数：年3回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数13,500部（H30年度）

[その他の配布物]
・平成30年度お年寄りの便利帳（高齢者用社会資源一覧表）

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター http://twitter.com/hakone.shakyo
フェイスブック https://www.facebook.com/hakoneshakyo
インスタグラム

ホームページ https://hakone-shakyo.jp/
ブログ https://hakone-shakyo.jp/
メールマガジン

地域福祉活動計画等の策定・推進
介護予防・日常生活支援総合事業等の推進
総合相談機能の充実

▷データ篇P.7〜

平成30年〜31年に掛けてホームページをリニューアルし、ブログの開始や、事業計画・報告、
広報紙等を積極的に発信し住⺠に対し社協事業への理解を深めていただくよう情報発信してい
る。
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設立：S30.4 法人認可：S61.3.28

〒259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴475-1
TEL  0465-68-3313 FAX 0465-68-4179 Email  manazurushakyo@vesta.ocn.ne.jp
URL  http://www.manazurushakyo.jp/

■ 真鶴町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]6,860人(98.1%) ……… 男：3,208人 / 女：3,652人 [高齢化率]41.8%(+1.6p)
[世帯数]3,044世帯(100.0%) [平均世帯構成人数]2.25人(97.8%) [自治会数]9(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：21人(100.0%) 現員数：20人(95.2%) 充足率：95.2％(-4.8p)
[身体障害者手帳所持者数]348人(99.4%) [知的障害者手帳所持者数]71人(101.4%)
[精神保健福祉手帳所持者数]48人(102.1%)
[⽣活保護世帯数]97世帯(102.1%) [⽣活保護率]18.2‰(+9.3p)
[障害児童相談支援事業所数]0(±0) [特定相談支援事業所数]0(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念：
地域で支え、地域で支えられる、安心して暮らせる社会づくり
基本目標：
「いつでも どこでも 相談を」

▷データ篇P.7〜
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[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計21

計22

計20
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[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：20人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協まなづる
・発行回数：年3回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数6,300部（H30年度）

[その他の配布物]
・かわら版社協まなづる

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライン
テレビ
ラジオ

ツイッター
フェイスブック https://www.facebook.com/manazurushakyo/
インスタグラム

ホームページ http://www.manazurushakyo.jp/
ブログ
メールマガジン

○「地域福祉計画・地域福祉活動計画」に基づく地域福祉推進の継続
○地域住⺠の支え合い分かち合う仕組みづくりの構築（生活支援コーディネーターの配置による地
域サロン開催の支援、生活支援事業「まなサポ」のコーディネート、担い手の養成）
○地域サロン事業の充実
（町⺠の参加しやすい多様なサロンの実施）
○総合相談事業の充実（各関係機関との連携協働、事業の検討）
○介護保険事業の安定供給、内容の充実
（通所介護の規模変更、祝日の実施）
○社会福祉協議会事務局体制（介護事業含む）の整備、充実

▷データ篇P.7〜
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設立：S30.6.1 法人認可：S61.3.25

〒259-0301 足柄下郡湯河原町中央四丁目12番地5
TEL  0465-62-3700 FAX 0465-62-5150 Email  yugawara.shakyo@sage.ocn.ne.jp
URL http://yugawarashakyo.server-shared.com/

■ 湯河原町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]23,968人(99.8%) ……… 男：11,121人 / 女：12,847人 [高齢化率]40.2%(＋0.8p)
[世帯数]10,840世帯(100.1%) [平均世帯構成人数]2.21人(98.7%) [自治会数]11(±0)
[⺠⽣委員児童委員] 定数：54人(100.0%) 現員数：54人(100.0%) 充足率：100.0％(±0p)
[身体障害者手帳所持者数]1,095人(87.9%) [知的障害者手帳所持者数]183人(96.8%)
[精神保健福祉手帳所持者数]175人(113.6%)
[⽣活保護世帯数]583世帯(101.9%) [⽣活保護率]29.6‰(+1.1p)
[障害児童相談支援事業所数]1(±0) [特定相談支援事業所数]0(±0)
[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理念
明るい心豊かな福祉の町を目指して
目標
法人組織運営強化の推進
地域福祉活動の推進
福祉サービス利用の支援

▷データ篇P.7〜
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[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計4

計4

計4
4

[H31職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：4人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2〜3、42※（ ）内は前年度比

※事務局⻑を除く人数

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数
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□ 地域住民への情報発信に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[メイン機関紙] ▷データ篇P.25〜26

・機関紙名：社協ゆがわら
・発行回数：年3回（H30年度）
・発行部数：年間総発行部数33,000部（H30年度）

[その他の配布物]
・活動計画推進広報”えがお”

[各種発信ツール 公式アカウント等]

[地域住⺠に対し、社協の活動状況等への理解を進めるために⾏っている、取り組みについて]

■ 平成31（令和元）年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ホームページ http://yugawarashakyo.server-shared.com/
ブログ
メールマガジン
ツイッター
フェイスブック
インスタグラム
ライン
テレビ
ラジオ

いきいきサロン、ひとりぐらし高齢者昼⾷会、福祉体験学習、配⾷サービス、移送サービス、生活
福祉資金貸付事業・日常生活自立支援事業・総合相談等困窮者支援事業

▷データ篇P.7〜

「地域福祉活動計画」推進にあたり、専用の広報紙（年2回）発行等により周知。湯河原独⾃
の取り組みとしてフードコネクト事業の展開により、地域住⺠が参画しやすい環境を提供、そ
こで集まった物が困窮者対策に役立たれ、そこで支援された人が運営等に関わっていくという
流れの構築を目指しています。
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■

■

■

左ページ ■　基本情報

※データの前年度比について

■　社協の職員体制

両グラフとも、事務局⻑を除く職員数を使⽤しています。

※[職員配置比率推移]について

右ページ □　地域住民への情報発信に関すること

※[各種発信ツール　公式アカウント等]について

ブログ メルマガ Twitter Facebook Instagram LINE テレビ ラジオ
H30調査 8 6 6 10 0 2 3 3
H31調査 8 5 6 14 0 2 1 5

H31(R1)当調査全項目の中から、地域住⺠への広報活動関連のデータをピック
アップし、掲載しています。

巻頭でも触れましたが「社協」が何をするところなのかを説明するのは容易ではありま
せん。地域住民の方々と共に、地域の福祉環境を整備していくためには、地域住民の
方々に社協の事業への理解を深めていただき、共感していただくことが不可欠です。そ
のためには積極的に、効果的な情報発信をしていく必要があります。
昨今では発信者、受信者ともに利用しやすい様々なSNS(ソーシャルネットワークサービ
ス)が展開しており、ホームページに加えて、各社協でも活用を進めてきている様子がわ
かります（下表参照）。簡単に参入できるツールではありますが、その発信方法、内容
によっては危うい面も持ち合わせており、社協の公式発信として利用する際には注意も
必要です。
本個票編では、すでに導入している社協からはアカウント等の報告をいただきました。
これから導入を検討している、またはより発信内容を充実させたい等の際には、他社協
の状況を参考にされてはいかがでしょうか。
また、地域住民に親しみを持ってもらう等の一つの方策として、社協オリジナルのキャ
ラクター等を設定しているところもあり、ご了承のもと画像を掲載しました。併せてご
参照ください。

個票篇　補足事項

本個票篇は、第１部データ篇の掲載内容を抜粋し、市町村社協個別のページとして作成した
ものです。

データ篇に対応するページを付記しましたので、他社協との比較等の際には参照してくださ
い。

社協名下に掲載している所在地、連絡先、ホームページ等は、平成31年7月時点（一部を除
く）で確認をした内容です。また、事務所が複数ある場合は、主たる事務所について掲載し
ていますので、複数事務所の有無、最新状況等につきましては、各社協のホームページ等で
確認してください。

昨年度の同調査報告書（平成30年度 市町村社協活動現況報告書）の同項目のデータと
の比較です。人数等との比較については％表示、率の増減についてはp（ポイント）表
示、施設数等については増減数を (　）内に付記しています。

H29、H30の同調査報告書の同項目データの比較グラフで、いずれの事業への職員配置が
多いかを示しています。ただし職員配置については『データ篇　補足事項 p.84』にもあ
りますとおり、各社協とも職員の従事事業が厳密に分けられる状況にないケースが多く
あります。『データ篇　4.在宅福祉サービス部門 p.49～』の事業展開状況等と併せ、事
業配分の傾向等の参考にしてください。
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